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認定申請マニュアル 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

変  更  後（令和８年度版） 変  更  前（令和７年度版） 

 Ⅰ．中心市街地活性化基本計画の認定制度の概要  

 

「中心市街地の活性化に関する法律」（平成 10 年法律第 92 号。以下「法」という。）に基づく基本計

画の認定制度は、市町村が、地域住民、関連事業者等の様々な主体の参加・協力を得て、自主的・自立的

な取組を内容とする中心市街地の活性化、ひいては当該地域の活性化にも応じた取組施策を推進するため

の基本的な計画となる、中心市街地活性化基本計画（以下「基本計画」という。）を作成し、内閣総理大

臣がその認定を行います。政府は認定を受けた基本計画（以下「認定基本計画」という。）に基づく事業

及び措置に対して、府省庁の縦割りを排し、ワンストップで各々の関係施策を総合的かつ一体的にワンパ

ッケージで、集中的かつ効果的に支援を実施するものです。 

このため、基本計画の作成に先立って、市町村（特別区を含む（以下省略））は、これまでの取組(例え

ば、中心市街地の活性化に関する市町村独自の計画や直近の認定基本計画の実施状況等）に対する評価を

行い、その成果や反省を踏まえて基本計画を作成することが求められます。 

また、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 18 年９月８日閣議決定。以下「基本方針」

という。）に目標の一つとして挙げられている「人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、子ども・子

育て世代や高齢者も含めた多くの人にとって暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩

いて暮らせる生活空間を実現すること」（コンパクトなまちづくり）を目指すことについて、都市機能（教

育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の公共公益施設等）の適正立地や既存ストックの有効活用等

を含め、市町村としての方針や実現方策が示されていることも必要です。 

このような考え方の下、市町村が事業等を総合的かつ一体的に推進する観点から、以下のポイントを含

む法及び基本方針に規定された認定基準について十分な対応を行うことが、基本計画の認定の要件となり

ます。 

①  基本計画の作成に当たり、まちづくり会社、商工会・商工会議所、地域住民等の多様な主体、担い

手の参画を得た協議の場（中心市街地活性化協議会（以下「協議会」という。）等）が組織されるな

ど、十分な協議が行われ理解が得られていること。基本計画が円滑かつ確実に実施できるよう、地域

ぐるみで取り組む体制となっていること。 

② 基本計画に掲げる事業等が、実践的又は試行的活動に裏付けられるなど厳選されたものとなっている

こと。 

③ 基本計画に記載された具体的な取組の効果が発現する時期等を考慮して、計画期間が明確に定められ

ていること。 

④ 中心市街地の区域設定に当たり、各種取組が総合的かつ一体的に実施することが可能な範囲となるよ

う定められていること。 

⑤ 基本計画に記載された事業等が、円滑かつ確実に実施されることが見込まれ、これらの事業等の実施

が、設定された区域の活性化に相当程度寄与するものであることが合理的に説明されていること。 

上記のポイントを踏まえた市町村の意欲的・積極的な取組が期待されます。 

市町村から基本計画の認定申請を受理した内閣総理大臣は、認定基準に適合すると判断されるときに認

定を行います。その際、基本計画に記載されている事業等については、本マニュアルⅤ．１．に従って当

該事業等を所管する関係行政機関の長の同意手続を経て、認定を行います。 

基本計画の作成段階から認定・変更等までの流れを、時系列に挙げると次のとおりとなります。 

 Ⅰ．中心市街地活性化基本計画の認定制度の概要  

                  

「中心市街地の活性化に関する法律」（平成 10 年法律第 92 号。以下「法」という。）に基づく基本計

画の認定制度は、市町村が、地域住民、関連事業者等の様々な主体の参加・協力を得て、自主的・自立的

な取組を内容とする中心市街地の活性化、ひいては当該地域の活性化にも応じた取組施策を推進するため

の基本的な計画となる、中心市街地活性化基本計画（以下「基本計画」という。）を作成し、内閣総理大

臣がその認定を行います。政府は認定を受けた基本計画（以下「認定基本計画」という。）に基づく事業

及び措置に対して、府省庁の縦割りを排し、ワンストップで各々の関係施策を総合的かつ一体的にワンパ

ッケージで、集中的かつ効果的に支援を実施するものです。 

このため、基本計画の作成に先立って、市町村（特別区を含む（以下省略））は、これまでの取組(例え

ば、中心市街地の活性化に関する市町村独自の計画や直近の認定基本計画の実施状況等）に対する評価を

行い、その成果や反省を踏まえて基本計画を作成することが求められます。 

また、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 18 年９月８日閣議決定。以下「基本方針」

という。）に目標の一つとして挙げられている「人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、子ども・子

育て世代や高齢者も含めた多くの人にとって暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩

いて暮らせる生活空間を実現すること」（コンパクトなまちづくり）を目指すことについて、都市機能（教

育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の公共公益施設等）の適正立地や既存ストックの有効活用等

を含め、市町村としての方針や実現方策が示されていることも必要です。 

このような考え方の下、市町村が事業等を総合的かつ一体的に推進する観点から、以下のポイントを含

む法及び基本方針に規定された認定基準について十分な対応を行うことが、基本計画の認定の要件となり

ます。 

① 基本計画の作成に当たり、まちづくり会社、商工会・商工会議所、地域住民等の多様な主体、担い 

手の参画を得た協議の場（中心市街地活性化協議会（以下「協議会」という。）等）が組織されるな 

ど、十分な協議が行われ理解が得られていること。基本計画が円滑かつ確実に実施できるよう、地域 

ぐるみで取り組む体制となっていること。 

② 基本計画に掲げる事業等が、実践的又は試行的活動に裏付けられるなど厳選されたものとなっている

こと。 

③ 基本計画に記載された具体的な取組の効果が発現する時期等を考慮して、計画期間が明確に定められ

ていること。 

④ 中心市街地の区域設定に当たり、各種取組が総合的かつ一体的に実施することが可能な範囲となるよ

う定められていること。 

⑤ 基本計画に記載された事業等が、円滑かつ確実に実施されることが見込まれ、これらの事業等の実施

が、設定された区域の活性化に相当程度寄与するものであることが合理的に説明されていること。 

上記のポイントを踏まえた市町村の意欲的・積極的な取組が期待されます。 

市町村から基本計画の認定申請を受理した内閣総理大臣は、認定基準に適合すると判断されるときに認

定を行います。その際、基本計画に記載されている事業等については、本マニュアルⅤ．１．に従って当

該事業等を所管する関係行政機関の長の同意手続を経て、認定を行います。 

基本計画の作成段階から認定・変更等までの流れを、時系列に挙げると次のとおりとなります。 
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～前年度 認定を目指す年度 認定の翌年度～ 

①事前相談 ②基本計画の作成 

③基本計画の認定申請 

④関係行政機関の長の同意手続き 

⑤基本計画の認定 

⑥認定基本計画の実施・評価 

⑦認定基本計画の変更等 

 

１．事前相談 

内閣府地方創生推進事務局（以下「事務局」という。）は、地方支分部局を含めた関係府省庁との緊密

な連携の下、一元的な窓口としての役割を担っています。基本計画を実際に作成するか否かは別として、

中心市街地活性化制度の概要説明も含め、事前の相談を広く受け付けていますので、ご活用ください。 

相談に当たっては、事務局ホームページ内のメール相談や電話をご活用ください。 

【メール相談】 

    内閣府地方創生推進事務局ホームページ 

https://www.form.cao.go.jp/chiiki/opinion-0160.html 

【電話相談】 

  内閣府地方創生推進事務局 

      （中心市街地活性化担当：電話 ０３－５５１０－２３３８） 

【参考】 

  中心市街地活性化基本計画に関するＱ＆Ａ集 

  https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/pdf/R7.3_QA.pdf 

 

基本計画策定の準備を具体的に進める自治体においては、各種調整、手続及び基本計画作成期間

を勘案のうえ、なるべく早めにご相談ください。 

また、その際、あらかじめ計画の方針・目標・目標指標の考え方を整理していただくとともに、基

本方針の第４章から第８章の事業等のうち、活性化を実現するために重要となる事業等を想定して

いただければ、より効率的な調整が可能となります。 

なお、事業の検討に際しては「中心市街地活性化促進プログラム」、「中心市街地活性化の取

組・支援措置活用事例集（https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/program.html）もご活用く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：認定までの概略スケジュール（年度末までの認定の場合）】 

＜認定を目指す年度の前年度＞ 

地域ニーズの把握、地元での中心市街地活性化への方針や計画の合意形成、都市計画手続き、中

心市街地活性化協議会の設置、必要に応じた都道府県との調整、内閣府や地方支分部局への事前

相談等を適宜行ってください。また、以下の日程で事務局からの案内を予定しています。 

 

～前年度 認定を目指す年度 認定の翌年度～ 

①事前相談 ②基本計画の作成 

③基本計画の認定申請 

④関係行政機関の長の同意手続き 

⑤基本計画の認定 

⑥認定基本計画の実施・評価 

⑦認定基本計画の変更等 

 

１．事前相談 

内閣府地方創生推進事務局（以下「事務局」という。）は、地方支分部局を含めた関係府省庁との緊密

な連携の下、一元的な窓口としての役割を担っています。基本計画を実際に作成するか否かは別として、

中心市街地活性化制度の概要説明も含め、事前の相談を広く受け付けていますので、ご活用ください。 

相談に当たっては、事務局ホームページ内のメール相談や電話をご活用ください。 

【メール相談】 

    内閣府地方創生推進事務局ホームページ 

https://www.form.cao.go.jp/chiiki/opinion-0160.html 

【電話相談】 

  内閣府地方創生推進事務局 

      （中心市街地活性化担当：電話 ０３－５５１０－２３３８） 

【参考】 

  中心市街地活性化基本計画に関するＱ＆Ａ集 

  https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/pdf/R7.3_QA.pdf 

 

基本計画策定の準備を具体的に進める自治体においては、各種調整、手続及び基本計画作成期間

を勘案のうえ、なるべく早めにご相談ください。 

また、その際、あらかじめ計画の方針・目標・目標指標の考え方を整理していただくとともに、基

本方針の第４章から第８章の事業等のうち、活性化を実現するために重要となる事業等を想定して

いただければ、より効率的な調整が可能となります。 

なお、事業の検討に際しては「中心市街地活性化促進プログラム」、「中心市街地活性化の取

組・支援措置活用事例集（https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/index.html#program）もご活用くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：認定までの概略スケジュール（年度末までの認定の場合）】 

＜認定を目指す年度の前年度＞ 

地域ニーズの把握、地元での中心市街地活性化への方針や計画の合意形成、都市計画手続き、中

心市街地活性化協議会の設置、必要に応じた都道府県との調整、内閣府や地方支分部局への事前

相談等を適宜行ってください。また、以下の日程で事務局からの案内を予定しています。 
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※事務局との調整と同時に、本マニュアル「Ⅴ．認定と連携した支援措置等に関する解説等 ２．

認定と連携した支援措置等」における、「(1)法に定める特別の措置」及び「(2)認定と連携し

た支援措置」を活用する場合には、支援措置を受ける関係府省庁との事前調整が必要です。３

月に提出の原案書には、事業ごとに調整状況を記載します。 

 

＜認定を目指す年度＞ 

    

  ※上記以外に個別相談は随時対応いたします。 

※本マニュアル「Ⅴ．認定と連携した支援措置等に関する解説等 ２．認定と連携した支援措置等」

における、「(1)法に定める特別の措置」及び「(2)認定と連携した支援措置」を活用する場合には、

11 月の基本計画案の提出（完成）時までに、支援措置を受ける関係府省庁との事前調整を終えてお

くことが必要です。 

 

２．基本計画の作成 

基本計画を作成しようとするときは、客観的現状分析、ニーズ分析、過去の取組（市町村独自の計画や

直近の認定基本計画の実施状況等）に対する評価に基づく事業等の集中実施、様々な主体の巻き込み、各

種事業等との連携・調整等を図る必要があります。特に、まちづくり会社や商工会・商工会議所のほか、

地域住民や事業者、地権者等の多様な主体の参加・協力を得て地域ぐるみで取り組むことが重要です。 

協議会が組織されている場合は基本計画に定める事項について当該協議会の意見を聴取しなければな

りません。協議会が組織されていない場合は、商工会又は商工会議所の意見を必ず聴取してください。 

また、市町村は法第９条第９項に基づき、基本計画に記載しようとする中心市街地の活性化に係る事業

及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律等の規定の解釈について、関係行政機関の長

に対し、その確認を求めることができます。 

その際には、事業の内容や実施期間、解釈を確認したい規定の内容について極力明らかにし、書面また

は電磁的方法により確認を求めてください。 

 

※事務局との調整と同時に、本マニュアル「Ⅴ．認定と連携した支援措置等に関する解説等 ２．

認定と連携した支援措置等」における、「(1)法に定める特別の措置」及び「(2)認定と連携し

た支援措置」を活用する場合には、支援措置を受ける関係府省庁との事前調整が必要です。３

月に提出の原案書には、事業ごとに調整状況を記載します。 

 

＜認定を目指す年度＞ 

    

   ※上記以外に個別相談は随時対応いたします。 

※本マニュアル「Ⅴ．認定と連携した支援措置等に関する解説等 ２．認定と連携した支援措置等」

における、「(1)法に定める特別の措置」及び「(2)認定と連携した支援措置」を活用する場合に

は、11 月の基本計画案の提出（完成）時までに、支援措置を受ける関係府省庁との事前調整を

終えておくことが必要です。 

 

２．基本計画の作成 

基本計画を作成しようとするときは、客観的現状分析、ニーズ分析、過去の取組（市町村独自の計画や

直近の認定基本計画の実施状況等）に対する評価に基づく事業等の集中実施、様々な主体の巻き込み、各

種事業等との連携・調整等を図る必要があります。特に、まちづくり会社や商工会・商工会議所のほか、

地域住民や事業者、地権者等の多様な主体の参加・協力を得て地域ぐるみで取り組むことが重要です。 

協議会が組織されている場合は基本計画に定める事項について当該協議会の意見を聴取しなければなり

ません。協議会が組織されていない場合は、商工会又は商工会議所の意見を必ず聴取してください。 

また、市町村は法第９条第９項に基づき、基本計画に記載しようとする中心市街地の活性化に係る事業

及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律等の規定の解釈について、関係行政機関の長

に対し、その確認を求めることができます。 

その際には、事業の内容や実施期間、解釈を確認したい規定の内容について極力明らかにし、書面また

は電磁的方法により確認を求めてください。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

認定希望にかかる意向調査
（意向のあった自治体に対して計画概
要・原案書等の様式送付）

計画概要・原案書等の作成

計画概要・原案書等の提出

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

基本計画内容の調整、
国の支援措置について関係行政機関と
調整

事前ヒアリング

基本計画素案の提出

ヒアリング

基本計画案の提出（完成）

関係行政機関の長の事前同意手続

基本計画の認定申請

関係行政機関の長の同意手続

基本計画の認定

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

認定希望にかかる意向調査
（意向のあった自治体に対して計画概
要・原案書等の様式送付）

計画概要・原案書等の作成

計画概要・原案書等の提出
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確認を求める規定が複数ある場合や、規定に係る関係行政機関の長が分からない場合には、事務局を通

じて確認を求めることもできます。 

 

３．基本計画の認定申請 

基本計画の認定申請に際しては、市町村から内閣総理大臣に対して、認定申請書、基本計画及び添付資

料を提出する必要があります。基本計画に記載する事項は、法第９条第２項及び第３項各号に列挙されて

います。同条第２項各号の事項は基本計画に必ず記載し、同条第３項各号の事項については、基本計画へ

記載するように努めてください。これらの具体的な内容や記載方法については、本マニュアルⅢ．で詳述

します。 

申請書の受理から認定に関する処分が行われるまでの間に、基本計画の内容に大幅な変更を要する状況

が生じた場合等には、原申請を取下げ、基本計画を変更して再度申請していただきます。 

また、中心市街地活性化のための取組を進めるに当たっては、市町村が目指す総合的な目標を達成する

ため、構造改革特別区域計画の特例措置、国家戦略特別区域計画の特例措置及び地域再生計画の支援措置

を活用することによって、より効果的な実施が可能となります。 

このため、基本計画の認定申請と、構造改革特別区域計画、国家戦略特別区域計画及び地域再生計画の

認定申請については、基本的に同時に受付を可能とし、申請窓口の一元化等、認定手続を一体的に進める

こととします。 

国家戦略特別区域計画又は地域再生計画と一体となって提出された基本計画については、それぞれの計

画の認定で、基本計画の認定があったものとみなされます。ただし、法第９条第２項第２号から第６号ま

でに規定する事業及び措置（同条第１項に規定する基本計画が作成されているものに限る。）に限ります。

さらに、地域再生計画については、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備

に資するものに関する事項（作成された基本計画が法第９条第 10 項各号に規定する基準に適合するもの

である場合に限る。）に限ります。 

地域再生計画のみなし認定について詳しくは「地域再生計画認定申請マニュアル（各論）」をご参照く

ださい。 

地域再生計画認定申請マニュアル（各論） 

http://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sinsei.html 

 

なお、国家戦略特別区域計画又は地域再生計画によるみなし認定においても、事前の調整や手続等が必

要であるため、本マニュアルⅠ．１．に示すスケジュールを参考に基本計画を作成してください。 

 

４．基本計画の認定 

基本計画の認定に関する処分は、法第９条及び第 10 条並びに基本方針に基づいて行いますが、以下の

点に留意してください。 

なお、認定基準は、本マニュアルⅡ．において、支援措置等は、Ⅴ．及びⅥ．において詳述します。 

① 法第９条第 10 項各号に規定する認定基準を満たす場合にはすべて認定します。 

② 申請した基本計画全体が認定基準を満たさない場合であっても、認定基準を満たさない部分を除外す

ることで満たされる場合には、基本計画の必要な変更や一定の条件を付した上で認定する場合がありま
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す。例えば、申請した基本計画に記載された事業等について、関係行政機関の長の同意が得られない場

合であって、当該事業等を除いて認定基準を満たす場合等に、当該事業等の箇所のみ申請書類からの削

除があれば、残余の基本計画に対して認定を行うことがあります。  

 また、市町村からの削除がない場合でも、内閣総理大臣は当該事業等を除外した上で認定を行うこと

もあります。認定基本計画の変更の認定についても同様です。 

③ 認定に関する処分は、申請の受理から３月以内に行います。 

④ 基本計画を認定した場合には、市町村に対してその旨を書面又は電磁的な方法により通知しますが、

認定しなかった場合においても、その理由を付して通知します。 

⑤ 認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）は、認定の通知を受けた際には、遅滞なく都道府

県及び基本計画の作成時に意見を聴いた協議会又は商工会若しくは商工会議所に対して、認定基本計画

の写しを送付しなければなりません。同時に、公報及びインターネット等を通じて認定基本計画を公表

しなければなりません。 

⑥ 関係府省庁が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で措置されることから、必ずしも認

定をもって要望どおりの支援を受けることができるものではありません。 

 

５．認定の取消し 

認定基準に適合しなくなった認定基本計画については、認定市町村からの報告等を踏まえた上で、認定

の取消しや支援措置等の中止を行うことがあります。例えば、認定後、認定市町村自らが認定基本計画の

内容に反する方針等を策定した場合、積極的に都市機能の郊外化を促進している場合には、認定を取消す

ことがあります。 

６．認定基本計画の実施状況についての評価の実施等 

⑴認定基本計画の進捗状況の把握 

 ⒜フォローアップの目的と実施時期 

 認定市町村は、認定基本計画に記載された事業等の着実な実施を通じて、中心市街地の活性化が実

現できるよう、フォローアップ（自己評価）を行ってください。 

フォローアップには、計画期間中に原則毎年度実施する「定期フォローアップ」と計画期間終了後

に実施する「最終フォローアップ」があります。「定期フォローアップ」は、自己評価の結果から必

要と認められる場合に事業等の追加・変更等の認定基本計画の見直しを行うことを主な目的としてお

り、「最終フォローアップ」は、中心市街地活性化の取組に関する総合的な評価を目的としています。 

認定市町村が行ったフォローアップは、報告書として各市町村のホームページ等で公表してくださ

い。 

フォローアップに当たっては、証拠に基づく政策立案（以下「EBPM」という。）の観点から PDCA サ

イクルを適切に実施できるよう、認定市町村は、認定基本計画の実施状況を適切に把握するとともに、

認定基本計画の目標の達成状況に関する目標指標を設定している場合には、当該目標の達成状況につ

いて、目標指標に基づき評価を行ってください。また、中心市街地の活性化が地域全体の活性化に結

びついているかといった観点も含め多様な評価を広く検討することが重要であり、人口動態や地価動

向といった基本計画の作成時に中心市街地の現状分析で用いた基礎データについては、毎年把握・蓄

積し、独自に評価した上で、公表するなど、目標指標以外にも地域経済分析システム（以下「RESAS」

す。例えば、申請した基本計画に記載された事業等について、関係行政機関の長の同意が得られない場

合であって、当該事業等を除いて認定基準を満たす場合等に、当該事業等の箇所のみ申請書類からの削

除があれば、残余の基本計画に対して認定を行うことがあります。  

 また、市町村からの削除がない場合でも、内閣総理大臣は当該事業等を除外した上で認定を行うこと

もあります。認定基本計画の変更の認定についても同様です。 

③ 認定に関する処分は、申請の受理から３月以内に行います。 

④ 基本計画を認定した場合には、市町村に対してその旨を書面又は電磁的な方法により通知しますが、

認定しなかった場合においても、その理由を付して通知します。 

⑤ 認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）は、認定の通知を受けた際には、遅滞なく都道府

県及び基本計画の作成時に意見を聴いた協議会又は商工会若しくは商工会議所に対して、認定基本計画

の写しを送付しなければなりません。同時に、公報及びインターネット等を通じて認定基本計画を公表

しなければなりません。 

⑥ 関係府省庁が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で措置されることから、必ずしも認

定をもって要望どおりの支援を受けることができるものではありません。 

 

５．認定の取消し 

認定基準に適合しなくなった認定基本計画については、認定市町村からの報告等を踏まえた上で、認定
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フォローアップには、計画期間中に原則毎年度実施する「定期フォローアップ」と計画期間終了後
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要と認められる場合に事業等の追加・変更等の認定基本計画の見直しを行うことを主な目的としてお

り、「最終フォローアップ」は、中心市街地活性化の取組に関する総合的な評価を目的としています。 

認定市町村が行ったフォローアップは、報告書として各市町村のホームページ等で公表してくださ

い。 

フォローアップに当たっては、証拠に基づく政策立案（以下「EBPM」という。）の観点から PDCA サ

イクルを適切に実施できるよう、認定市町村は、認定基本計画の実施状況を適切に把握するとともに、

認定基本計画の目標の達成状況に関する目標指標を設定している場合には、当該目標の達成状況につ

いて、目標指標に基づき評価を行ってください。また、中心市街地の活性化が地域全体の活性化に結

びついているかといった観点も含め多様な評価を広く検討することが重要であり、人口動態や地価動

向といった基本計画の作成時に中心市街地の現状分析で用いた基礎データについては、毎年把握・蓄
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6 

 

という。）の客観的・統計的なデータ等を活用し多様な評価を行うよう努めてください。 

なお、認定基本計画の期間終了後も効果を持続していくことが重要であることから、目標の達成状

況に関する目標指標に基づく評価等を引き続き行い、その結果を踏まえ、中心市街地の活性化に資す

る取組を実施するなど、PDCA サイクルを継続することが望まれます 

⒝定期フォローアップ  

各年度終了時点の中心市街地の概況の把握・分析、取組等に対する協議会からの意見等の評価に加

えて、目標指標ごとに目標達成の見通し及びその理由、実績データの推移、主要事業等の進捗状況及

び事業効果、今後の対策といった定量的・定性的な評価を実施します。 

定期フォローアップに基づき、認定市町村は、認定基本計画に記載された事項と中心市街地の現状

や事業等の実施状況、目標の達成状況等から判断し、目標の達成が難しいと判断されるなど必要と認

められる場合には、協議会と連携して、速やかに当該認定基本計画について目標達成に資する事業の

追加・変更等の見直しを行い、見直した基本計画について、変更認定の申請を行うよう努めてくださ

い。 

⒞最終フォローアップ 

計画期間終了後の中心市街地の概況の把握・分析、取組等に対する協議会からの意見、市民意識の

変化等の評価に加えて、目標指数ごとに目標の達成状況、実績データの推移、主要事業等の進捗状況

及び事業効果、今後の対策といった定量的・定性的な評価を実施します。 

その上で、目標の達成状況に関する目標指標に基づく評価との整合性にも留意しつつ適切に総合的

な評価を実施するとともに、今後の課題について整理するよう努めてください。 

また、再度新たな基本計画の認定申請を行おうとする市町村は、最終フォローアップの結果を新た

な基本計画に的確に反映するよう努めてください。 

 

⑵実績額の報告について 

認定市町村は、基本方針の第４章から第８章までの事項で認定基本計画に位置付けられた全ての事業

ごとに、事業費、その内訳（国・県・市費、その他費用）の実績額及び当該年度の進捗状況、今後の予

定等について、指定された様式で毎年度速やかに事務局へ報告するものとします。 

 

７．認定基本計画の変更 

⑴内閣総理大臣による変更認定 

認定基本計画に記載された内容を変更しようとする場合には、（2）に示す軽微な変更を除き、法第 11

条に基づき、内閣総理大臣による変更の認定が必要です。 

特に、以下のような場合には、直ちに事務局に報告を行う必要があり、その際には、事務局からの支

援措置の追加等に関する助言を踏まえた上で、速やかに認定基本計画の変更を検討し、変更が必要な場

合には、変更の認定申請を行う必要があります。変更の認定申請が行われない場合は、前述の認定の取

消しの手続に入ることがあります。 

なお、これらの場合に、状況に応じて支援が留保されることがあります。 

① 認定基本計画に記載された個々の事業等が実施できない状況が生じたとき。 

② 認定基本計画における重要な前提条件と異なる状況が生じたとき。 

③ 認定前にその事象が発生していれば、当該基本計画が認定されないような事象が発生したとき。 

という。）の客観的・統計的なデータ等を活用し多様な評価を行うよう努めてください。 

なお、認定基本計画の期間終了後も効果を持続していくことが重要であることから、目標の達成状

況に関する目標指標に基づく評価等を引き続き行い、その結果を踏まえ、中心市街地の活性化に資す

る取組を実施するなど、PDCA サイクルを継続することが望まれます 

⒝定期フォローアップ  

各年度終了時点の中心市街地の概況の把握・分析、取組等に対する協議会からの意見等の評価に加

えて、目標指標ごとに目標達成の見通し及びその理由、実績データの推移、主要事業等の進捗状況及

び事業効果、今後の対策といった定量的・定性的な評価を実施します。 

定期フォローアップに基づき、認定市町村は、認定基本計画に記載された事項と中心市街地の現状

や事業等の実施状況、目標の達成状況等から判断し、目標の達成が難しいと判断されるなど必要と認

められる場合には、協議会と連携して、速やかに当該認定基本計画について目標達成に資する事業の

追加・変更等の見直しを行い、見直した基本計画について、変更認定の申請を行うよう努めてくださ

い。 

⒞最終フォローアップ 

計画期間終了後の中心市街地の概況の把握・分析、取組等に対する協議会からの意見、市民意識の

変化等の評価に加えて、目標指数ごとに目標の達成状況、実績データの推移、主要事業等の進捗状況

及び事業効果、今後の対策といった定量的・定性的な評価を実施します。 

その上で、目標の達成状況に関する目標指標に基づく評価との整合性にも留意しつつ適切に総合的

な評価を実施するとともに、今後の課題について整理するよう努めてください。 

また、再度新たな基本計画の認定申請を行おうとする市町村は、最終フォローアップの結果を新た

な基本計画に的確に反映するよう努めてください。 

 

⑵実績額の報告について 

認定市町村は、基本方針の第４章から第８章までの事項で認定基本計画に位置付けられた全ての事業

ごとに、事業費、その内訳（国・県・市費、その他費用）の実績額及び当該年度の進捗状況、今後の予

定等について、指定された様式で毎年度速やかに事務局へ報告するものとします。 

 

７．認定基本計画の変更 

⑴内閣総理大臣による変更認定 

認定基本計画に記載された内容を変更しようとする場合には、（2）に示す軽微な変更を除き、法第 11

条に基づき、内閣総理大臣による変更の認定が必要です。 

特に、以下のような場合には、直ちに事務局に報告を行う必要があり、その際には、事務局からの支

援措置の追加等に関する助言を踏まえた上で、速やかに認定基本計画の変更を検討し、変更が必要な場

合には、変更の認定申請を行う必要があります。変更の認定申請が行われない場合は、前述の認定の取

消しの手続に入ることがあります。 

なお、これらの場合に、状況に応じて支援が留保されることがあります。 

① 認定基本計画に記載された個々の事業等が実施できない状況が生じたとき。 

② 認定基本計画における重要な前提条件と異なる状況が生じたとき。 

③ 認定前にその事象が発生していれば、当該基本計画が認定されないような事象が発生したとき。 
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また、個別の事情に応じて認定基本計画の期間を延長する場合も「認定基本計画の変更」に該当す

るので、内閣総理大臣の認定が必要です。なお、変更後の計画期間は、当初計画の終期から起算し

て、おおむね１年を超えない範囲で設定してください。 

 

計画期間の延長を希望する場合には、基本計画の認定と同様に、事務局によるヒアリング及び必

要に応じて現地調査を実施します。そのため、認定基本計画の期間終了の１年半～２年程度前を目

途にご相談ください。 

なお、計画期間の延長にかかる事務局によるヒアリングにおいては、実施中の認定基本計画に掲

げる目標指標の達成状況及び市街地の現状、事業の実施状況等を分析した上で、計画期間の延長を

行うことにより目標指標の数値が改善されることを、EBPM の観点から説明していただく必要があり

ます。 

 

⑵軽微な変更 

変更の認定を要しない軽微な変更については、中心市街地の活性化に関する法律施行規則（平成 18 年

内閣府令第 77 号)において次のとおり定めています。 

１ 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 

２ 基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与えない場合における計画期間の６月

以内の変更 

３ 前２号に掲げるもののほか、基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 

このうち、「基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更」については、計画の変更に

際して個別の申し出があった場合に、内閣総理大臣が具体の事情を勘案して判断します。 

なお、軽微な変更を行った場合であっても、変更の内容等について、様式第３により事務局に届出を

行ってください。 

⑶市町村合併に伴う変更 

市町村合併に際して、認定市町村の法人格が消滅する場合（新設合併により、新たな市町村となる場

合又は他の市町村に編入される場合）は、変更の認定申請を行う必要があります。一方、認定市町村の

法人格が消滅しない場合（単に他の市町村を編入する場合）は、個別の判断によります。具体的には、

以下のとおりです。 

①認定市町村の法人格が消滅する場合 

地方自治法第７条第７項に基づく総務大臣による告示があった日以後で、合併 予定日の３月前か

ら合併予定日までの間に速やかに、現に認定を受けている市町村名で法第 11 条に基づく変更の認定

申請を行ってください。なお、変更の認定申請の方法等についてご不明な点がある場合はお早めにご

相談ください。 

②認定市町村の法人格が消滅しない場合 

認定基本計画の記載内容に変更が生じない限り、特段の手続を要しないものとして取り扱います。 

地域の名称に変更が生じた場合は、⑵に示す軽微な変更に該当しますので、地方自治法第 260 条第

２項に基づく市町村長による告示があった日以後速やかに、地域の新たな名称について、様式第３に

より事務局に届出を行ってください。なお、認定基本計画の記載内容の変更の必要性についてご不明

な点がある場合は、お早めにご相談ください。 

 

また、個別の事情に応じて認定基本計画の期間を延長する場合も「認定基本計画の変更」に該当する

ので、内閣総理大臣の認定が必要です。なお、変更後の計画期間は、当初計画の終期から起算して、お

おむね１年を超えない範囲で設定してください。 

 

計画期間の延長を希望する場合には、基本計画の認定と同様に、事務局によるヒアリング及び必

要に応じて現地調査を実施します。そのため、認定基本計画の期間終了の１年半～２年程度前を目

途にご相談ください。 

なお、計画期間の延長にかかる事務局によるヒアリングにおいては、実施中の認定基本計画に掲

げる目標指標の達成状況及び市街地の現状、事業の実施状況等を分析した上で、計画期間の延長を

行うことにより目標指標の数値が改善されることを、EBPM の観点から説明していただく必要があり

ます。 

 

⑵軽微な変更 

変更の認定を要しない軽微な変更については、中心市街地の活性化に関する法律施行規則（平成 18 年

内閣府令第 77 号)において次のとおり定めています。 

１ 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 

２ 基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与えない場合における計画期間の６月以

内の変更 

３ 前２号に掲げるもののほか、基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 

このうち、「基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更」については、計画の変更に

際して個別の申し出があった場合に、内閣総理大臣が具体の事情を勘案して判断します。 

なお、軽微な変更を行った場合であっても、変更の内容等について、様式第３により事務局に届出を

行ってください。 

⑶市町村合併に伴う変更 

市町村合併に際して、認定市町村の法人格が消滅する場合（新設合併により、新たな市町村となる場

合又は他の市町村に編入される場合）は、変更の認定申請を行う必要があります。一方、認定市町村の

法人格が消滅しない場合（単に他の市町村を編入する場合）は、個別の判断によります。具体的には、

以下のとおりです。 

①認定市町村の法人格が消滅する場合 

地方自治法第７条第７項に基づく総務大臣による告示があった日以後で、合併 予定日の３月前か

ら合併予定日までの間に速やかに、現に認定を受けている市町村名で法第 11 条に基づく変更の認定申

請を行ってください。なお、変更の認定申請の方法等についてご不明な点がある場合はお早めにご相

談ください。 

②認定市町村の法人格が消滅しない場合 

認定基本計画の記載内容に変更が生じない限り、特段の手続を要しないものとして取り扱います。 

地域の名称に変更が生じた場合は、⑵に示す軽微な変更に該当しますので、地方自治法第 260 条第

２項に基づく市町村長による告示があった日以後速やかに、地域の新たな名称について、様式第３に

より事務局に届出を行ってください。なお、認定基本計画の記載内容の変更の必要性についてご不明

な点がある場合は、お早めにご相談ください。 
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⑷協議会への意見聴取について 

認定基本計画の変更にあたり、協議会が組織されている場合には、変更の内容について意見を聴く必

要があり、認定基本計画の「中心市街地活性化協議会に関する事項（本マニュアルⅢ．９．⑵）」の更

新が必要となります。 

８．新たな基本計画の作成について 

  認定基本計画の期間が終了した後、引き続き中心市街地の活性化に取り組む場合には、新たな基本計画

を作成した上で、改めて申請し認定を受けることが可能です。 

この場合であっても、前回の認定基本計画について直近のデータ等を用いるなどして取組全体の検証を

行い、その結果を踏まえたものとすることなどが求められます。 

また、新たな基本計画の認定においても、基本方針に定める認定基準を全て満たす必要があるとともに、

前回の認定基本計画における取組の進捗状況や終了時点での中心市街地の概要等について綿密に分析を

行った上で、新たな基本計画作成の必要性を明確化することが必要です（詳細については、本マニュアル

Ⅱ．及びⅢ．をご参照ください）。 

認定基本計画に引き続き新たな基本計画の開始を目指す場合は、遅くとも認定基本計画４年目の上半期

を目途に事務局までご相談ください。 

 

 

Ⅱ．基本計画の認定基準 

 

基本計画の認定基準については、法第９条第 10 項各号（第１号基準から第３号基準まで）及び基本方針第

２章３．に規定されています。 

 

第１号基準［基本方針に適合するものであること］ 

基本計画が、基本方針の以下に示す各項目に定められた事項に則っているかどうかにより判断します。 

①第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

②第２章 ４．基本計画の認定の手続 

③第３章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 

④第９章 第４章（法第９条第２項第２号）から第８章（同項第６号）までの事業及び措置の総合的か

つ一体的推進に関する基本的な事項 

⑤第 10 章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項 

⑥第 12 章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項 

 

第２号基準［当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するもの

であると認められること］ 

基本計画が、以下の項目に則っているかどうかにより判断します。 

① 中心市街地の活性化を実現するために必要な第４章から第８章までの事業等に関する事項が記載

されていること。 

地域の現状やニーズ、過去の取組の成果等から新たな事業等を必要としないと判断される事項に

⑷協議会への意見聴取について 

認定基本計画の変更にあたり、協議会が組織されている場合には、変更の内容について意見を聴く必

要があり、認定基本計画の「中心市街地活性化協議会に関する事項（本マニュアルⅢ．９．⑵）」の更

新が必要となります。 

８．新たな基本計画の作成について 

  認定基本計画の期間が終了した後、引き続き中心市街地の活性化に取り組む場合には、新たな基本計画

を作成した上で、改めて申請し認定を受けることが可能です。 

この場合であっても、前回の認定基本計画について直近のデータ等を用いるなどして取組全体の検証を

行い、その結果を踏まえたものとすることなどが求められます。 

また、新たな基本計画の認定においても、基本方針に定める認定基準を全て満たす必要があるとともに、

前回の認定基本計画における取組の進捗状況や終了時点での中心市街地の概要等について綿密に分析を行

った上で、新たな基本計画作成の必要性を明確化することが必要です（詳細については、本マニュアルⅡ．

及びⅢ．をご参照ください）。 

認定基本計画に引き続き新たな基本計画の開始を目指す場合は、遅くとも認定基本計画４年目の上半期

を目途に事務局までご相談ください。 

 

 

Ⅱ．基本計画の認定基準 

 

基本計画の認定基準については、法第９条第 10 項各号（第１号基準から第３号基準まで）及び基本方針第

２章３．に規定されています。 

 

第１号基準［基本方針に適合するものであること］ 

基本計画が、基本方針の以下に示す各項目に定められた事項に則っているかどうかにより判断します。 

①第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

②第２章 ４．基本計画の認定の手続 

③第３章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 

④第９章 第４章（法第９条第２項第２号）から第８章（同項第６号）までの事業及び措置の総合的か

つ一体的推進に関する基本的な事項 

⑤第 10 章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項 

⑥第 12 章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項 

 

第２号基準［当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するもの

であると認められること］ 

基本計画が、以下の項目に則っているかどうかにより判断します。 

① 中心市街地の活性化を実現するために必要な第４章から第８章までの事業等に関する事項が記載さ

れていること。 

地域の現状やニーズ、過去の取組の成果等から新たな事業等を必要としないと判断される事項につ
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ついては、その判断の合理的な理由が記載されていれば、新たな事業等について記載する必要はあり

ません。 

②  ①の事業等の実施を含む当該基本計画の実施が中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するも

のであることが合理的に説明されていること。 

 

市町村が計画する事業等については、本マニュアルⅥ．に示す支援措置について、関係府省庁間の枠を

超えワンストップで各々の関連施策を総合的かつ一体的にワンパッケージで活用することにより、中心市

街地の活性化が効果的に図られることが期待されます。 

これらの事業等により、計画期間内に中心市街地の活性化を実現するためには、個々の事業等の実施が

どのように寄与するかについて具体的かつ合理的に説明されていること、及びそれらの事業等の実施が計

画全体としてどのように寄与するかについて具体的かつ合理的に説明されていることが必要です。この点

は、認定基準の中でも特に重要なポイントですので、詳細に記述することが求められます。 

 

上記①において、合理的な理由が記載されていれば新たな事業等の記載は求めないとしていますが、中

心市街地活性化の基本的な考え方として法第１条にあるように「中心市街地における都市機能の増進及び

経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進」することが基本計画作成の前提であり目的となっていますの

で、事項そのものの記載は必要です。 

該当する章の「事業の必要性」においては、現状分析を精緻に行った結果、当該章の事項が特に課題と

なっていない場合や、既事業において既に効果が現れている場合のほか、現計画期間内に対応しなければ

ならない課題を最優先事項とし中長期的な取組と棲み分けを行う場合等には、以下の記載例を参考にしな

がら各章の事業の必要性について具体的に記載してください。 

 

（記載例） 

第４章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）基盤整備事業（土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等で活性化に

資された実施事業を記載）については、都市機能の増進が一定程度図られていることから、

本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）基盤整備事業を中心市街地において実施する余地は残されているが、既存ストックの状況

等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているものの抜本的な対応が必要となってお

り、中長期的な取り組みとして対応を検討しているところである。したがって費用対効果

の高い他の章の事業を優先的に対応することとしており、本章は本計画期間内では新たな

事業等を行わない。 

 

第５章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）教育文化・医療・社会福祉施設（文化・市民ホール、図書館、病院、介護老人保健施設等

で活性化に資された実施事業を記載）が多数集積しており、質の高い多様なサービスが既

に提供されていることから、本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）教育文化・医療・社会福祉施設の中心市街地への集積の余地は残されているが、既存スト

ックの状況等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているものの抜本的な対応が必要

となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討しているところである。したがって

いては、その判断の合理的な理由が記載されていれば、新たな事業等について記載する必要はありま

せん。 

②  ①の事業等の実施を含む当該基本計画の実施が中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するもの

であることが合理的に説明されていること。 

 

市町村が計画する事業等については、本マニュアルⅥ．に示す支援措置について、関係府省庁間の枠を

超えワンストップで各々の関連施策を総合的かつ一体的にワンパッケージで活用することにより、中心市

街地の活性化が効果的に図られることが期待されます。 

これらの事業等により、計画期間内に中心市街地の活性化を実現するためには、個々の事業等の実施が

どのように寄与するかについて具体的かつ合理的に説明されていること、及びそれらの事業等の実施が計

画全体としてどのように寄与するかについて具体的かつ合理的に説明されていることが必要です。この点

は、認定基準の中でも特に重要なポイントですので、詳細に記述することが求められます。 

 

上記①において、合理的な理由が記載されていれば新たな事業等の記載は求めないとしていますが、中

心市街地活性化の基本的な考え方として法第１条にあるように「中心市街地における都市機能の増進及び

経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進」することが基本計画作成の前提であり目的となっていますの

で、事項そのものの記載は必要です。 

該当する章の「事業の必要性」においては、現状分析を精緻に行った結果、当該章の事項が特に課題と

なっていない場合や、既事業において既に効果が現れている場合のほか、現計画期間内に対応しなければ

ならない課題を最優先事項とし中長期的な取組と棲み分けを行う場合等には、以下の記載例を参考にしな

がら各章の事業の必要性について具体的に記載してください。 

 

（記載例） 

第４章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）基盤整備事業（土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等で活性化に

資された実施事業を記載）については、都市機能の増進が一定程度図られていることから、

本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）基盤整備事業を中心市街地において実施する余地は残されているが、既存ストックの状況

等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているものの抜本的な対応が必要となってお

り、中長期的な取り組みとして対応を検討しているところである。したがって費用対効果

の高い他の章の事業を優先的に対応することとしており、本章は本計画期間内では新たな

事業等を行わない。 

 

第５章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）教育文化・医療・社会福祉施設（文化・市民ホール、図書館、病院、介護老人保健施設等

で活性化に資された実施事業を記載）が多数集積しており、質の高い多様なサービスが既

に提供されていることから、本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）教育文化・医療・社会福祉施設の中心市街地への集積の余地は残されているが、既存スト

ックの状況等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているものの抜本的な対応が必要

となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討しているところである。したがって
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費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとしており、本章は本計画期間内

では新たな事業等を行わない。 

 

第６章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）住宅整備の竣工及び定住促進の展開（公共・民間住宅供給事業、まちなか定住促進事業等

で活性化に資された実施事業を記載）の取組については、居住人口の維持・増加が可能で

あると見込まれることから、本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）住宅整備の竣工及び定住促進の展開について、施策展開の余地は残されているが、既存ス

トックの状況等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているものの抜本的な対応が必

要となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討しているところである。したがっ

て費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとしており、本章は本計画期間

内では新たな事業等を行わない。 

 

第７章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）商業の活性化のための事業等（商業施設整備、イベント開催等で活性化に資された実施事

業を記載）については、経済活力の向上が一定程度図られていることから、本計画期間内

では新たな事業等を行わない。 

（例２）商業の活性化のための事業等について、経済活力の向上に資する施策展開の余地は残され

ているが、現状の商業の活性化状況等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているも

のの抜本的な対応が必要となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討していると

ころである。したがって、費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとして

おり、本章は本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

 

第８章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）公共交通事業及び特定事業（ＬＲＴ・ＢＲＴ・コミュニティバス等の公共交通機関導入事

業、交通ターミナルの機能強化、都市型新事業、流通や貨物の効率化事業等で活性化に資

された実施事業を記載）に関する取り組みを行い、中心市街地における利便性の増進が一

定程度図られていることから、本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）公共交通事業及び特定事業の取組について、利便性向上に資する施策展開の余地は残され

ているが、現状の公共交通の状況等を考慮すると対応が可能なものは対応しているもの

の、抜本的な対応が必要となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討していると

ころである。したがって、費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとして

おり、本章は本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

 

第３号基準［当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること］ 

中心市街地の活性化を実現するために行う事業等について、以下の項目に則っているかどうかにより判

断します。 

① 事業等の主体が特定されているか、又は、特定される見込みが高いこと。 

② 事業等の実施スケジュールが明確であること。 

 

費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとしており、本章は本計画期間内

では新たな事業等を行わない。 

 

第６章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）住宅整備の竣工及び定住促進の展開（公共・民間住宅供給事業、まちなか定住促進事業等

で活性化に資された実施事業を記載）の取組については、居住人口の維持・増加が可能で

あると見込まれることから、本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）住宅整備の竣工及び定住促進の展開について、施策展開の余地は残されているが、既存ス

トックの状況等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているものの抜本的な対応が必

要となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討しているところである。したがっ

て費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとしており、本章は本計画期間

内では新たな事業等を行わない。 

 

第７章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）商業の活性化のための事業等（商業施設整備、イベント開催等で活性化に資された実施事

業を記載）については、経済活力の向上が一定程度図られていることから、本計画期間内

では新たな事業等を行わない。 

（例２）商業の活性化のための事業等について、経済活力の向上に資する施策展開の余地は残され

ているが、現状の商業の活性化状況等を考慮すると、対応が可能なものは対応しているも

のの抜本的な対応が必要となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討していると

ころである。したがって、費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとして

おり、本章は本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

 

第８章において、新たな事業等について記載する必要がない合理的な理由 

（例１）公共交通事業及び特定事業（ＬＲＴ・ＢＲＴ・コミュニティバス等の公共交通機関導入事

業、交通ターミナルの機能強化、都市型新事業、流通や貨物の効率化事業等で活性化に資

された実施事業を記載）に関する取り組みを行い、中心市街地における利便性の増進が一

定程度図られていることから、本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

（例２）公共交通事業及び特定事業の取組について、利便性向上に資する施策展開の余地は残され

ているが、現状の公共交通の状況等を考慮すると対応が可能なものは対応しているもの

の、抜本的な対応が必要となっており、中長期的な取り組みとして対応を検討していると

ころである。したがって、費用対効果の高い他の章の事業を優先的に対応することとして

おり、本章は本計画期間内では新たな事業等を行わない。 

 

第３号基準［当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること］ 

中心市街地の活性化を実現するために行う事業等について、以下の項目に則っているかどうかにより判

断します。 

① 事業等の主体が特定されているか、又は、特定される見込みが高いこと。 

② 事業等の実施スケジュールが明確であること。 
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基本計画の認定を受けた後、計画に基づく事業等が確実に実施され、中心市街地の活性化の実現に着実

につながっていくことを担保するため、主体の特定状況と事業等の実施スケジュールについて判断するも

のです。 

まず、①のうち、「事業等の主体が特定されている」とは、主体となる具体の法人、個人等が既に定ま

っていることを指します。この場合は、基本計画に記載することについて、その主体と十分な調整がなさ

れていることが前提です。 

また、「特定される見込みが高い」状況としては、例えば、次のようなものが想定されます。 

・実施しようとする事業等が過去繰返し行われており、今後も同様の状況が継続する見込みであること

から、主体が特定される蓋然性が極めて高い状況 

・基本計画の認定申請までに、主体となりうる者との調整が進んでおり、まもなく特定されるような状

況 

・入札やコンペ等、主体を特定するための手続のスケジュールが明確であり、その履行が確実である状

況 

 

実施予定者として記載されている主体が実施主体に決定した場合は、速やかにその旨を報告してくださ

い。実施主体に変更が生じる場合は、変更の認定申請が必要となる可能性がありますので、速やかにその

旨を報告してください。 

 

次に、②の「事業等の実施スケジュールが明確であること」とは、基本計画が認定され、事業等が開始

された後、中心市街地の活性化が実現されるまでのスケジュールが明確になっていることを求めるもので

す。 

なお、事業等の実施のための関係者間調整が不十分である、許認可等が取得できないなど、事業等の実

施の見込みが明らかでないものについては、スケジュールが不明確なものとして扱います。 

 

 

Ⅲ．基本計画の作成要領 

 

基本計画は、以下の構成で作成してください（様式第４［基本計画標準様式］参照）。 

①基本計画の名称 

原則として、認定申請を行う市町村の名称に続けて中心市街地活性化基本計画と記載してくださ

い。新たな基本計画を作成する場合でも、「第２期」「第３期」といった表記は不要です。 

（例）○○市中心市街地活性化基本計画 

②作成主体 

市町村の名称とともに都道府県名を記載してください。 

（例）○○県△△市 

③計画期間 

おおむね５年以内を目安に具体的な期間を月単位まで記載してください。 

（例）令和○○年○月から令和○○年○月まで（○年○月） 

 

基本計画の認定を受けた後、計画に基づく事業等が確実に実施され、中心市街地の活性化の実現に着実

につながっていくことを担保するため、主体の特定状況と事業等の実施スケジュールについて判断するも

のです。 

まず、①のうち、「事業等の主体が特定されている」とは、主体となる具体の法人、個人等が既に定ま

っていることを指します。この場合は、基本計画に記載することについて、その主体と十分な調整がなさ

れていることが前提です。 

また、「特定される見込みが高い」状況としては、例えば、次のようなものが想定されます。 

・実施しようとする事業等が過去繰返し行われており、今後も同様の状況が継続する見込みであること

から、主体が特定される蓋然性が極めて高い状況 

・基本計画の認定申請までに、主体となりうる者との調整が進んでおり、まもなく特定されるような状

況 

・入札やコンペ等、主体を特定するための手続のスケジュールが明確であり、その履行が確実である状

況 

 

実施予定者として記載されている主体が実施主体に決定した場合は、速やかにその旨を報告してくださ

い。実施主体に変更が生じる場合は、変更の認定申請が必要となる可能性がありますので、速やかにその

旨を報告してください。 

 

次に、②の「事業等の実施スケジュールが明確であること」とは、基本計画が認定され、事業等が開始

された後、中心市街地の活性化が実現されるまでのスケジュールが明確になっていることを求めるもので

す。 

なお、事業等の実施のための関係者間調整が不十分である、許認可等が取得できないなど、事業等の実

施の見込みが明らかでないものについては、スケジュールが不明確なものとして扱います。 

 

 

Ⅲ．基本計画の作成要領 

 

基本計画は、以下の構成で作成してください（様式第４［基本計画標準様式］参照）。 

①基本計画の名称 

原則として、認定申請を行う市町村の名称に続けて中心市街地活性化基本計画と記載してください。

新たな基本計画を作成する場合でも、「第２期」「第３期」といった表記は不要です。 

（例）○○市中心市街地活性化基本計画 

②作成主体 

市町村の名称とともに都道府県名を記載してください。 

（例）○○県△△市 

③計画期間 

おおむね５年以内を目安に具体的な期間を月単位まで記載してください。 

（例）令和○○年○月から令和○○年○月まで（○年○月） 
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１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

２．中心市街地の位置及び区域 

３．中心市街地の活性化の目標 

◇ ４から８までに掲げる事業一覧 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供す 

る施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他住宅の供給のための事業及び当該

事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の経済

活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るための事業及

び特定事業に関する事項 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

【参考資料】 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

この項目は、基本方針の「第１章１．中心市街地の活性化の意義」を踏まえ、以下の⑴～⑶について記

載します。 

⑴これまでの中心市街地活性化に関する取組（市町村独自の計画や直近の認定基本計画等）の検証 

市町村独自の計画や直近の認定基本計画に基づく事業等をはじめとする中心市街地に関係する過去

の取組に対する評価を行い、成果として考えられる点、反省すべき点が踏まえられているかについて記

載してください。その際、【参考資料】の項目の例として挙げられている「地域の概況」、「統計的な

データの把握・分析」、「地域住民のニーズ等の把握・分析」等の内容を、必要に応じて引用しつつ記

載してください。 

なお、直近の認定基本計画等の取組から新たな基本計画の認定を申請する時点までの期間が空いてい

る場合には、その期間の中心市街地活性化に関する取組の評価等についても記載してください。 

①市町村独自の計画や直近の認定基本計画等の概要 

・計画期間 

・区域面積 

・基本的な方針及び目標 

②事業等の進捗状況  

・各事業等の着手・完了状況 

・計画期間内に変更した事業等 

・未着手又は未完了の事業等に関する要因分析 

・法に定める特別の措置及び認定と連携した特例措置を活用した継続事業の成果や今後の課題 

※第４章から第８章に記載している法に定める特別の措置及び認定と連携した特例措置を活用

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

２．中心市街地の位置及び区域 

３．中心市街地の活性化の目標 

◇ ４から８までに掲げる事業一覧 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供す 

る施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他住宅の供給のための事業及び当該

事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その他の経済

活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るための事業及

び特定事業に関する事項 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

【参考資料】 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

この項目は、基本方針の「第１章１．中心市街地の活性化の意義」を踏まえ、以下の⑴～⑶について記

載します。 

⑴これまでの中心市街地活性化に関する取組（市町村独自の計画や直近の認定基本計画等）の検証 

市町村独自の計画や直近の認定基本計画に基づく事業等をはじめとする中心市街地に関係する過去の

取組に対する評価を行い、成果として考えられる点、反省すべき点が踏まえられているかについて記載

してください。その際、【参考資料】の項目の例として挙げられている「地域の概況」、「統計的なデ

ータの把握・分析」、「地域住民のニーズ等の把握・分析」等の内容を、必要に応じて引用しつつ記載

してください。 

なお、直近の認定基本計画等の取組から新たな基本計画の認定を申請する時点までの期間が空いてい

る場合には、その期間の中心市街地活性化に関する取組の評価等についても記載してください。 

①市町村独自の計画や直近の認定基本計画等の概要 

・計画期間 

・区域面積 

・基本的な方針及び目標 

②事業等の進捗状況  

・各事業等の着手・完了状況 

・計画期間内に変更した事業等 

・未着手又は未完了の事業等に関する要因分析 

・法に定める特別の措置及び認定と連携した特例措置を活用した継続事業の成果や今後の課題 

※第４章から第８章に記載している法に定める特別の措置及び認定と連携した特例措置を活用し
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した事業について、直近の認定基本計画から新たな基本計画に継続して実施する場合のみ記載

（直近の認定基本計画の目標と関連する事業の成果はできる限り定量的に、また、改善点など

を明らかにしたうえで、継続の必要性を記載してください） 

③目標の達成状況 

・各目標指標の実績値の推移と最新値の状況 

・各目標指標の実績値に関する要因分析 

④定性的評価 

・計画期間前後における地域住民の意識の変化 

・中心市街地活性化協議会の意見 

⑵中心市街地活性化の課題 

⑴これまでの中心市街地活性化に関する取組等を踏まえ、中心市街地の活性化に当たっての課題を整

理してください。その際、【参考資料】の項目の例として挙げられている「地域の概況」、「統計的な

データの把握・分析」、「地域住民のニーズ等の把握・分析」等の内容を、必要に応じて引用しつつ記

載してください。 

 ⑶中心市街地活性化の方針（基本的方向性） 

基本計画において目指すべき活性化の方針について、過去の取組や中心市街地の現状等から導かれる

課題に対応したものを踏まえ、基本的な方向性を導出するまでの考え方を体系的に記載してください。

記載にあたり特に留意すべき事項は、以下のとおりです。 

なお、前回の認定基本計画に続く新たな基本計画は単なる延長ではなく、新たに認定を受ける計画で

あるという位置付けを踏まえ、前回の認定基本計画における取組の進捗状況、計画終了時点での中心市

街地の概況等について綿密に分析を行った上で、新たな基本計画作成の必要性を明確化することが必要

です。 

① 「中心市街地活性化の課題」に掲げたもの及び市町村における「目指すべき地域の個性をいか 

した都市像」に対応した方向性となっているか。 

② 「おおむね５年以内を目安に、適切に設定」される計画期間内に実現可能 

 な内容となっているか。 

③ 中心市街地内の地区別の方向性が明確になっているか。 

④ 市町村の総合計画のように計画期間を超える長期的な視野ないしはビジョンを記載する場合

には、それと整合性のとれた方針となっているか。 

 

２．中心市街地の位置及び区域 

この項目は、基本方針の「第３章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項」を踏まえ、以下

の⑴～⑶について記載します。 

 ⑴位置 

中心市街地を設定する上で、商圏、交通網、歴史・文化、地勢的関係により影響する周辺市町村を含

めた範囲を図面により示し、これらとの関係を踏まえた位置設定の考え方を記載してください。 

 ⑵区域 

⒜区域設定の考え方 

人口減少、少子高齢化、環境負荷低減等の諸課題に対応してコンパクトシティの実現を図りつつ、

た事業について、直近の認定基本計画から新たな基本計画に継続して実施する場合のみ記載 

（                    成果はできる限り定量的に記載        

                          ） 

③目標の達成状況 

・各目標指標の実績値の推移と最新値の状況 

・各目標指標の実績値に関する要因分析 

④定性的評価 

・計画期間前後における地域住民の意識の変化 

・中心市街地活性化協議会の意見 

⑵中心市街地活性化の課題 

⑴これまでの中心市街地活性化に関する取組等を踏まえ、中心市街地の活性化に当たっての課題を整

理してください。その際、【参考資料】の項目の例として挙げられている「地域の概況」、「統計的な

データの把握・分析」、「地域住民のニーズ等の把握・分析」等の内容を、必要に応じて引用しつつ記

載してください。 

 ⑶中心市街地活性化の方針（基本的方向性） 

基本計画において目指すべき活性化の方針について、過去の取組や中心市街地の現状等から                                          

               、基本的な方向性を導出するまでの考え方を体系的に記載してください。 

記載にあたり特に留意すべき事項は、以下のとおりです。 

なお、前回の認定基本計画に続く新たな基本計画は単なる延長ではなく、新たに認定を受ける計画で

あるという位置付けを踏まえ、前回の認定基本計画における取組の進捗状況、計画終了時点での中心市

街地の概況等について綿密に分析を行った上で、新たな基本計画作成の必要性を明確化することが必要

です。 

① 「中心市街地活性化の課題」に掲げたもの                        

      に対応した方向性となっているか。 

② 「おおむね５年以内を目安に、適切に設定」される計画期間内に実現可能 

 な内容となっているか。 

③ 中心市街地内の地区別の方向性が明確になっているか。 

④ 市町村の総合計画のように計画期間を超える長期的な視野ないしはビジョンを記載する場合 

には、それと整合性のとれた方針となっているか。 

 

２．中心市街地の位置及び区域 

この項目は、基本方針の「第３章 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項」を踏まえ、以下

の⑴～⑶について記載します。 

 ⑴位置 

中心市街地を設定する上で、商圏、交通網、歴史・文化、地勢的関係により影響する周辺市町村を含

めた範囲を図面により示し、これらとの関係を踏まえた位置設定の考え方を記載してください。 

 ⑵区域 

⒜区域設定の考え方 

人口減少、少子高齢化、環境負荷低減等の諸課題に対応してコンパクトシティの実現を図りつつ、
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まち全体の活性化につながるような中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するためには、中

心市街地の区域を適切に設定しなければなりません。 

基本計画に中心市街地の位置及び区域を定めるに当たっては、都市全体の構造を見渡し、商業、業

務、居住、福祉等の都市機能の集積状況等を踏まえ、歩いて暮らせる範囲を勘案し、限られた政策資

源の重点化を図るにふさわしい区域を設定することが必要です。 

更に、中心市街地の区域が都市計画法上の用途地域において、市街地の核となる商業地域が居住等

の都市機能地域と整合が図られているか、土地利用計画の観点からも配慮することが必要です。 

なお、区域の設定に当たっては、市町村マスタープランと適合することが求められていることを踏

まえ、都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）に基づく立地適正化計画（当該計画が作成され

ると市町村マスタープランの一部とみなされる。）が作成されている場合は、当該計画に基づく都市

機能誘導区域と整合性をもって区域を設定しなければなりません。都市機能誘導区域と整合性が図れ

ていない区域がある場合には理由を記載してください。 

区域設定は、市町村の区域内の町界・字界、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、

対象となる土地の範囲を明確に特定するとともに、その設定の考え方についても記載してください。 

また、それぞれの位置図・区域図（立地適正化計画を作成している場合は、当該計画に基づく区域

図を含む）については、地図を活用して明らかにすることが必要です。 

    ⒝中心市街地の数 

    中心市街地は、それぞれの市町村の中心としての役割を果たしている市街地であり、各種施策の効

果的かつ効率的な投資という観点から、中心市街地を設定しようとする場合、原則的に一市町村に一

区域として設定することが望ましいです。 

しかし、社会経済的に中心的な役割を果たしている拠点地区が同一の市町村内に複数存在する場合

があります。こうした市町村では、複数の拠点が相互に連携し、適切な役割分担を図りつつ、総合的

かつ一体的に活性化を図ることが必要であることが考えられるため、地域の実情を十分に勘案した上

で、複数の拠点を一体の区域とみなすことができます。 

また、同一の市町村内にあっても、地域によって異なる機能や課題を持っているなど、地域の実情

により中心市街地とすべき地域を複数設定したほうが適当である場合は、当該複数地域の役割分担を

明確にしつつ、中心市街地ごとに別々の基本計画を作成することも可能です。 

当該市町村が周辺市町村と商業や医療等において密接に関連し、各々の中心市街地がこれらの機能

を連携して活性化を図る場合は、市町村毎の事業及び措置を一体的に判断して認定手続を行うことと

します。 

⒞中心市街地の規模の考え方 

中心市街地の区域は、基本方針の第３章２⑵を踏まえ、市町村ごとに諸機能の集積の実態を踏まえ

設定しますが、その規模は前述にもあるように「歩いて暮らせる範囲」を勘案しつつ、「限られた政

策資源の重点化」を図る規模としてください。 

中心市街地の活性化は、都市機能事業と商業機能事業が連携して図られるものであり、これら事業

との関連性が認められない区域は、総合的に活性化の施策を展開する認定区域としての必要性に欠け

ます。 

 

 ⑶中心市街地の要件に適合していることの説明 

⒜各要件の記載内容 

まち全体の活性化につながるような中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するためには、中

心市街地の区域を適切に設定しなければなりません。 

基本計画に中心市街地の位置及び区域を定めるに当たっては、都市全体の構造を見渡し、商業、業

務、居住、福祉等の都市機能の集積状況等を踏まえ、歩いて暮らせる範囲を勘案し、限られた政策資

源の重点化を図るにふさわしい区域を設定することが必要です。 

更に、中心市街地の区域が都市計画法上の用途地域において、市街地の核となる商業地域が居住等

の都市機能地域と整合が図られているか、土地利用計画の観点からも配慮することが必要です。 

なお、区域の設定に当たっては、市町村マスタープランと適合することが求められていることを踏

まえ、都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）に基づく立地適正化計画（当該計画が作成され

ると市町村マスタープランの一部とみなされる。）が作成されている場合は、当該計画に基づく都市

機能誘導区域と整合性をもって区域を設定しなければなりません。都市機能誘導区域と整合性が図れ

ていない区域がある場合には理由を記載してください。 

区域設定は、市町村の区域内の町界・字界、道路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路等によって、

対象となる土地の範囲を明確に特定するとともに、その設定の考え方についても記載してください。 

また、それぞれの位置図・区域図（立地適正化計画を作成している場合は、当該計画に基づく区域

図を含む）については、地図を活用して明らかにすることが必要です。 

    ⒝中心市街地の数 

    中心市街地は、それぞれの市町村の中心としての役割を果たしている市街地であり、各種施策の効

果的かつ効率的な投資という観点から、中心市街地を設定しようとする場合、原則的に一市町村に一

区域として設定することが望ましいです。 

しかし、社会経済的に中心的な役割を果たしている拠点地区が同一の市町村内に複数存在する場合

があります。こうした市町村では、複数の拠点が相互に連携し、適切な役割分担を図りつつ、総合的

かつ一体的に活性化を図ることが必要であることが考えられるため、地域の実情を十分に勘案した上

で、複数の拠点を一体の区域とみなすことができます。 

また、同一の市町村内にあっても、地域によって異なる機能や課題を持っているなど、地域の実情

により中心市街地とすべき地域を複数設定したほうが適当である場合は、当該複数地域の役割分担を

明確にしつつ、中心市街地ごとに別々の基本計画を作成することも可能です。 

当該市町村が周辺市町村と商業や医療等において密接に関連し、各々の中心市街地がこれらの機能

を連携して活性化を図る場合は、市町村毎の事業及び措置を一体的に判断して認定手続を行うことと

します。 

⒞中心市街地の規模の考え方 

中心市街地の区域は、基本方針の第３章２⑵を踏まえ、市町村ごとに諸機能の集積の実態を踏まえ

設定しますが、その規模は前述にもあるように「歩いて暮らせる範囲」を勘案しつつ、「限られた政

策資源の重点化」を図る規模としてください。 

中心市街地の活性化は、都市機能事業と商業機能事業が連携して図られるものであり、これら事業

との関連性が認められない区域は、総合的に活性化の施策を展開する認定区域としての必要性に欠け

ます。 

 

 ⑶中心市街地の要件に適合していることの説明 

⒜各要件の記載内容 
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中心市街地として法第２条第１号から第３号(基本方針第３章１)の要件を満たしていることを

RESAS 等による具体的かつ客観的なデータ等を用い、その根拠について記載してください。 

(ｱ)第１号要件（当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積してお

り、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること） 

中心市街地における小売販売額、飲食業・サービス業の売上額、店舗数、延べ床面積、従業員数

の現状・推移及び商圏におけるシェア等の統計的なデータにより、商業の集積状況の把握・分析を

行うとともに、主要な公共施設、文化・スポーツ施設、医療・福祉施設、教育施設等の立地状況及

び鉄道・バス等の公共交通機関の集積状況についても把握・分析を行い、市町村の中心市街地であ

ることを説明してください。 

(ｲ)第２号要件（当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な  都市活動の確

保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。） 

中心市街地における人口、小売販売額、飲食業・サービス業の売上額、店舗数、空き店舗数・率、

延べ床面積、従業員数、歩行者・自転車通行量等の統計データの傾向により、機能的な都市活動の

確保又は経済活力の維持に支障を生じ、あるいは生ずるおそれがあると認められる市街地であるこ

とを説明してください。 

この傾向について、中心市街地において当該事象の傾向が現れた時期から現時点までの状況、さ

らには将来の見通しを示し、その全体的な傾向とその要因及び局所的な変化の要因の概要について

も記載してください。 

(ｳ)第３号要件（当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的 かつ一体的に推

進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であ

ると認められること。） 

市町村の総合計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「地方版総合戦略」という。）、都

市計画マスタープラン（市町村マスタープランの一部とみなされる立地適正化計画が作成されてい

る場合は、当該計画を含む。）等における中心市街地の位置づけ及び整備方針を確認し、中心市街

地の活性化施策が当該市町村全体の活性化や周辺市町村へも波及することを説明してください。 

⒝複数拠点を一体区域とする要件の適合 

基本方針の第３章２(1)に示すように、社会経済的に中心的な役割を果たしている拠点地区が複数

ある場合、一体の区域とみなした中心市街地として設定できるとしています。 

この一体となった区域全体として、法第２条第１号から第３号(基本方針第３章１)の「中心市街地」

の要件を満たす必要があります。さらに、各拠点における中心的な役割としての具体的な要件の判断

に当たっても、各要件の趣旨を踏まえ以下に適合している必要があります。 

(ｱ)第１号要件に対する各拠点の考え方 

     複数拠点が一体となった区域全体として、「市町村の中心としての役割を果たしている」と言え

るためには、拠点のいずれかが市町村の副次的拠点という位置づけではなく、各拠点いずれもが、

たとえ拠点の性格・機能は異なることがあったとしても、それぞれに「中心」性を有するものであ

ることを要します。 

     また、いずれの拠点にも、商業機能と都市機能の集積が存することは必要ですが、集積の程度が

同等であることまでは要しません。 

(ｲ)第２号要件に対する各拠点の考え方 

      複数拠点が一体となった区域全体として、「機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障

中心市街地として法第２条第１号から第３号(基本方針第３章１)の要件を満たしていることを

RESAS 等による具体的かつ客観的なデータ等を用い、その根拠について記載してください。 

(ｱ)第１号要件（当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、

その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること） 

中心市街地における小売販売額、飲食業・サービス業の売上額、店舗数、延べ床面積、従業員数

の現状・推移及び商圏におけるシェア等の統計的なデータにより、商業の集積状況の把握・分析を

行うとともに、主要な公共施設、文化・スポーツ施設、医療・福祉施設、教育施設等の立地状況及

び鉄道・バス等の公共交通機関の集積状況についても把握・分析を行い、市町村の中心市街地であ

ることを説明してください。 

(ｲ)第２号要件（当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な  都市活動の確保

又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。） 

中心市街地における人口、小売販売額、飲食業・サービス業の売上額、店舗数、空き店舗数・率、

延べ床面積、従業員数、歩行者・自転車通行量等の統計データの傾向により、機能的な都市活動の

確保又は経済活力の維持に支障を生じ、あるいは生ずるおそれがあると認められる市街地であるこ

とを説明してください。 

この傾向について、中心市街地において当該事象の傾向が現れた時期から現時点までの状況、さ

らには将来の見通しを示し、その全体的な傾向とその要因及び局所的な変化の要因の概要について

も記載してください。 

(ｳ)第３号要件（当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的 かつ一体的に推進

することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切である

と認められること。） 

市町村の総合計画やまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「地方版総合戦略」という。）、都市

計画マスタープラン（市町村マスタープランの一部とみなされる立地適正化計画が作成されている

場合は、当該計画を含む。）等における中心市街地の位置づけ及び整備方針を確認し、中心市街地

の活性化施策が当該市町村全体の活性化や周辺市町村へも波及することを説明してください。 

⒝複数拠点を一体区域とする要件の適合 

基本方針の第３章２(1)に示すように、社会経済的に中心的な役割を果たしている拠点地区が複数あ

る場合、一体の区域とみなした中心市街地として設定できるとしています。 

この一体となった区域全体として、法第２条第１号から第３号(基本方針第３章１)の「中心市街地」

の要件を満たす必要があります。さらに、各拠点における中心的な役割としての具体的な要件の判断

に当たっても、各要件の趣旨を踏まえ以下に適合している必要があります。 

(ｱ)第１号要件に対する各拠点の考え方 

     複数拠点が一体となった区域全体として、「市町村の中心としての役割を果たしている」と言え

るためには、拠点のいずれかが市町村の副次的拠点という位置づけではなく、各拠点いずれもが、

たとえ拠点の性格・機能は異なることがあったとしても、それぞれに「中心」性を有するものであ

ることを要します。 

     また、いずれの拠点にも、商業機能と都市機能の集積が存することは必要ですが、集積の程度が

同等であることまでは要しません。 

(ｲ)第２号要件に対する各拠点の考え方 

      複数拠点が一体となった区域全体として、「機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障
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を生じ、又は生じるおそれがある」と言えるためには、拠点のいずれかでは衰退が認められないと

いうことではなく、各拠点のいずれもが程度の差はあれ、衰退している、又はそのおそれがあると

認められることを要します。 

     したがって、土地利用の状況や商業活動の状況等の客観的データから、拠点ごとに衰退性につい

て精査することが必要です。 

(ｳ)第３号要件に対する各拠点の考え方 

    複数拠点が一体となった区域全体での活性化の推進が「市町村及び周辺の地域の発展にとって有

効かつ適切」と言えるためには、個々の拠点での取組を個々に分けて要件の適否を精査する意味は

ないと考えられます。 

したがって、第３号要件については、複数拠点を一体の区域の取組全体として判断できます。 

また、法の趣旨からしても重点的な支援策を講ずるべき「中心市街地」は、効率的かつ効果的な投資

の観点で、複数拠点を一体の区域とするにしても、いたずらに広くなることは望ましくありません。 

このため各拠点の一体性としては、効果的な社会経済活動が相互連携により図られている人的交流の

実態、距離的かつ位置的な関係等を踏まえつつ、これらの活動が利便性の高い公共交通を通じ都市機能

を発揮すべく展開されている実態を十分に有している状況等の総合的な観点から設定されていること

が必要となります。 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

この項目は、基本方針の「第１章２．中心市街地の活性化の目標」を踏まえ、以下の⑴～⑷について記

載します。 

⑴中心市街地活性化の目標 

前述の１．⑶に示された中心市街地活性化の方針に合致した目標を設定してください。 

また、地域の実情、ニーズ、これまでの取組から導き出された基本的方向性との関係性について、実

施される事業等も踏まえ記載してください。 

⑵計画期間の考え方 

   中心市街地の活性化を実現するための取組期間を計画期間として定めてください。計画期間は、基本

計画に記載された具体的な取組の効果が発現される時期等を考慮し、おおむね５年以内を目安に 1 月単

位で設定してください。取り組む事業等が国・県等の助成制度を活用しており、また市町村による事業

等も多いことから、これらの効果を予算年度の期間全般に亘って発揮させるためにも、最終年月は年度

末とすることが望まれます。 

なお、後述の４．～８．において取り組む社会資本総合整備計画等の事業の実施期間は、計画期間を

超えて設定することができます。この場合、当該事業が計画期間内に中心市街地の活性化に対して効果

が発現されるものでなければなりません。 

⑶目標指標の設定の考え方 

  ⒜定量的な目標指標の設定 

目標の達成状況を的確に把握できるように、定量的な指標（目標指標）を設定してください。 

その際、絶対値の改善はもちろんのこと、一定地域内でのシェアの改善や過去の傾向と比較した変

化率の改善等を採用することも考えられます。このほか、社会情勢を鑑み、数値の改善のみにとらわ

れず、現状の数値の維持や、現状の数値の悪化率の抑制（人口減少率の抑制など）に主眼を置いた目

を生じ、又は生じるおそれがある」と言えるためには、拠点のいずれかでは衰退が認められないと

いうことではなく、各拠点のいずれもが程度の差はあれ、衰退している、又はそのおそれがあると

認められることを要します。 

     したがって、土地利用の状況や商業活動の状況等の客観的データから、拠点ごとに衰退性につい

て精査することが必要です。 

(ｳ)第３号要件に対する各拠点の考え方 

    複数拠点が一体となった区域全体での活性化の推進が「市町村及び周辺の地域の発展にとって有

効かつ適切」と言えるためには、個々の拠点での取組を個々に分けて要件の適否を精査する意味は

ないと考えられます。 

したがって、第３号要件については、複数拠点を一体の区域の取組全体として判断できます。 

また、法の趣旨からしても重点的な支援策を講ずるべき「中心市街地」は、効率的かつ効果的な投資

の観点で、複数拠点を一体の区域とするにしても、いたずらに広くなることは望ましくありません。 

このため各拠点の一体性としては、効果的な社会経済活動が相互連携により図られている人的交流の

実態、距離的かつ位置的な関係等を踏まえつつ、これらの活動が利便性の高い公共交通を通じ都市機能

を発揮すべく展開されている実態を十分に有している状況等の総合的な観点から設定されていることが

必要となります。 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

この項目は、基本方針の「第１章２．中心市街地の活性化の目標」を踏まえ、以下の⑴～⑷について記

載します。 

⑴中心市街地活性化の目標 

前述の１．⑶に示された中心市街地活性化の方針に合致した目標を設定してください。 

また、地域の実情、ニーズ、これまでの取組から導き出された基本的方向性との関係性について、実

施される事業等も踏まえ記載してください。 

⑵計画期間の考え方 

   中心市街地の活性化を実現するための取組期間を計画期間として定めてください。計画期間は、基本

計画に記載された具体的な取組の効果が発現される時期等を考慮し、おおむね５年以内を目安に 1 月単

位で設定してください。取り組む事業等が国・県等の助成制度を活用しており、また市町村による事業

等も多いことから、これらの効果を予算年度の期間全般に亘って発揮させるためにも、最終年月は年度

末とすることが望まれます。 

なお、後述の４．～８．において取り組む社会資本総合整備計画等の事業の実施期間は、計画期間を

超えて設定することができます。この場合、当該事業が計画期間内に中心市街地の活性化に対して効果

が発現されるものでなければなりません。 

⑶目標指標の設定の考え方 

  ⒜定量的な目標指標の設定 

目標の達成状況を的確に把握できるように、定量的な指標（目標指標）を設定してください。 

その際、絶対値の改善はもちろんのこと、一定地域内でのシェアの改善や過去の傾向と比較した変

化率の改善等を採用することも考えられます。このほか、社会情勢を鑑み、数値の改善のみにとらわ

れず、現状の数値の維持や、現状の数値の悪化率の抑制（人口減少率の抑制など）に主眼を置いた目
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標設定も考えられます。 

また、一つの目標に対して複数の目標指標を採用することや、重点的に活性化を図りたい区域に限

って目標指標を採用することもできるものとします。 

 

＜目的に応じた目標指標の設定例＞ 

○にぎわいの創出 

 来街者の平均滞留時間、歩行者通行量、観光客数、宿泊客数、公共公益施設利用者

数、イベント参加者数                等 

○街なか居住の推進 

 居住人口の社会増減数、市町村全体に占める中心市街地の居住人口の割合、居住

人口、年代別の居住人口、居住満足度          等 

○経済活力の向上 

 新規出店数、空き店舗数・率、小売販売額・サービス売上高、事業所数 

従業者数、新規起業者数、新規雇用者数             等 

○公共交通の利便の増進 

 バス等の利用者数、移動にかかる満足度             等 

※いずれの目標指標も中心市街地に範囲を限定して測定する必要があります。 

 

⒝目標値の設定 

基本計画の事業等の実施が全体として中心市街地の活性化の実現に寄与するものであり、後述の４．

～８．の各事業等の効果との整合性を踏まえながら、目標値を合理的な手法で算定してください。 

なお、合理的な手法の例として、各事業効果値の積み上げによる設定方式と、トレンド等による積

み上げに基づかない設定方式が考えられます。 

積み上げによる設定方式は、空き店舗数や空き店舗率、新規出店数等といった比較的数値の小さい

指標に有効と考えられ、また、積み上げに基づかない設定方式は複合的な要因に起因する歩行者通行

量、居住人口、公共公益施設利用者数等といった比較的数値の大きい指標に有効と考えられます。 

あくまでも、上記の２つの設定方式は一例であって、各市町村独自のその他の設定方式を妨げるも

のではありません。 

目標値の基となる推計値は、感染症や災害、地域における特殊事情などの社会情勢等も踏まえて適

正な数値になるように設定してください。 

基本計画に記載する事業は、目標指標のいずれか一つ以上に対して、直接的（◎事業）又は間接的

（○事業）に効果が見込まれるものとなります。目標指標と各事業の関連性は、各目標値の設定にお

いて記載するとともに、「様式第４ ◇４から８までに掲げる事業一覧」にも併せて記載してくださ

い。 

                                             

                                             

              

以下の留意事項を踏まえ、目標指標ごとに測定の時期、分析の方法について記載してください。参 

考指標についても同様です。 

 

標設定も考えられます。 

また、一つの目標に対して複数の目標指標を採用することや、重点的に活性化を図りたい区域に限

って目標指標を採用することもできるものとします。 

 

＜目的に応じた目標指標の設定例＞ 

○にぎわいの創出 

 来街者の平均滞留時間、歩行者通行量、観光客数、宿泊客数、公共公益施設利用者

数、イベント参加者数                等 

○街なか居住の推進 

 居住人口の社会増加数、市町村全体に占める中心市街地の居住人口の割合、居住

人口、年代別の居住人口、居住満足度          等 

○経済活力の向上 

 新規出店数、空き店舗数・率、小売販売額・サービス売上高、事業所数 

従業者数、新規起業者数、新規雇用者数             等 

○公共交通の利便の増進 

 バス等の利用者数、移動にかかる満足度             等 

※いずれの目標指標も中心市街地に範囲を限定して測定する必要があります。 

 

⒝目標値の設定 

基本計画の事業等の実施が全体として中心市街地の活性化の実現に寄与するものであり、後述の４．

～８．の各事業等の効果との整合性を踏まえながら、目標値を合理的な手法で算定してください。 

なお、合理的な手法の例として、各事業効果値の積み上げによる設定方式と、トレンド等による積

み上げに基づかない設定方式が考えられます。 

積み上げによる設定方式は、空き店舗数や空き店舗率、新規出店数等といった比較的数値の小さい

指標に有効と考えられ、また、積み上げに基づかない設定方式は複合的な要因に起因する歩行者通行

量、居住人口、公共公益施設利用者数等といった比較的数値の大きい指標に有効と考えられます。 

あくまでも、上記の２つの設定方式は一例であって、各市町村独自のその他の設定方式を妨げるも

のではありません。 

                                             

                       

    基本計画に記載する事業は、目標指標のいずれか一つ以上に対して、直接的     又は間接的 

     に効果が見込まれるものとなります。各事業と目標指標の関連性は、各目標値の設定にお 

いて記載するとともに、「様式第４ ◇４から８までに掲げる事業一覧」にも併せて記載してくださ 

い。 

    また、直近の認定基本計画からの継続事業を記載する場合には、「１．中心市街地の活性化に関す

る基本的な方針 (1)②事業等の進捗状況」を踏まえて、当該事業と今期新たに設定した目標指標との

関連性を記載してください。 

    以下の留意事項を踏まえ、目標指標ごとに測定の時期、分析の方法について記載してください。参

考指標についても同様です。 
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＜目標指標の測定に関する留意事項＞ 

・基本計画に記載した方法に従って測定することとし、調査地点や調査期間、集計 

方法等の測定方法について、基準値と実績値が同一の方法で測定されるようにし 

てください。 

・国勢調査や経済センサス、商業統計等については、計測頻度が毎年ではないこと、 

また、調査から公表まで時間がかかることから、毎年のフォローアップが困難と 

なります。これを補完する方法としては、住民基本台帳等の他のデータを活用す 

ることや、中心市街地に限定した独自調査を実施することなどが考えられます。 

・事業実施により効果が得られる時期と目標指標の測定時期の整合性に留意してく 

ださい。 

・歩行者通行量等の限定された日時で測定するような目標指標については、天候や 

イベントの有無に左右されるため、事業の効果が適切に測定できるよう、複数日 

に測定して平均値を算出することや予備日の設定など、毎年同じ条件下で測定さ 

れるようにしてください。 

   ・測定に携帯電話端末等の位置情報データや AI カメラなどから得られる人流デー 

タ等を活用する場合、現状に則した数値となっていることに留意してください。 

・満足度等の一義的には定量的な評価が難しい指標についても、定量的な評価がで 

きるように測定してください。 

 

  〇積み上げによる設定方式の例 

＜目標値設定の記載例：目標値が「新規出店数」の場合＞ 

目標指標 
基準値 

（令和 7 年） 

①推計値 

（令和 13 年） 

②事業による 

増加数 

③目標値 

（令和 13 年） 

新規出店数（年間） 10 件 8 件 6 件 14 件 

 

 

  

 

＜目標指標の測定に関する留意事項＞ 

・基本計画に記載した方法に従って測定することとし、調査地点や調査期間、集計 

方法等の測定方法について、基準値と実績値が同一の方法で測定されるようにし 

てください。 

・国勢調査や経済センサス、商業統計等については、計測頻度が毎年ではないこと、 

また、調査から公表まで時間がかかることから、毎年のフォローアップが困難と 

なります。これを補完する方法としては、住民基本台帳等の他のデータを活用す 

ることや、中心市街地に限定した独自調査を実施することなどが考えられます。 

・事業実施により効果が得られる時期と目標指標の測定時期の整合性に留意してく 

ださい。 

・歩行者通行量等の限定された日時で測定するような目標指標については、天候や 

イベントの有無に左右されるため、                 複数日 

に測定して平均値を算出することや予備日の設定など、毎年同じ条件下で測定さ 

れるようにしてください。 

                                         

                                         

・満足度等の一義的には定量的な評価が難しい指標についても、定量的な評価がで 

きるように測定してください。 

 

  〇積み上げによる設定方式の例 

＜目標値設定の記載例：目標値が「新規出店数」の場合＞ 

目標指標 
基準値 

（令和 6 年） 

①推計値 

（令和 12 年） 

②事業による 

増加数 

③目標値 

（令和 12 年） 

新規出店数（年間） 10 件 8 件 6 件 14 件 
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① 目標年度の推計値（事業を実施しなかった場合） 

直近 5 年間の実績値に基づくトレンド推計 

⇒8 件を推計値とする。 

 

 ② 事業による効果 

  ⅰ 直接的に効果が見込まれる事業 

  ア 市街地再開発事業による効果 

    令和〇年 6 月に市街地再開発事業により商業施設に○○件の店舗が整備されるこ

とから、△△件の新規出店が見込まれる。 

    前期計画では施設の一部が完成し、今期計画では残りのエリアの整備を行い着実に

完成させる。 

イ 空き店舗改修支援事業による効果 

    令和△年度から実施する空き店舗改修支援事業について、毎年〇〇件の利用が見込

まれることから、5 年間で△△件の新規出店が見込まれる。 

    前期計画では、〇〇件の実績があった。今期計画では、コーディネーターを配置し、

さらなる掘り起こしを行っていく。 

ウ 創業支援事業による効果 

令和□年 8 月に創業支援センターを開設し、創業相談の実施、創業塾の開催、空き

店舗の情報提供等により、毎年〇〇件の出店が見込まれることから、5 年間で△△件

の新規出店が見込まれる。 

エ 事業効果の重複 

ウ「創業支援事業」についてはア・イの事業においても活用されることが考えられ

る。ウによる新規出店のうち□□件について、ア・イによる新規出店と重複するもの

と見込まれる。 

 

 ⅱ 間接的に効果が見込まれる事業のうち、特に効果的な事業（ⅱの効果はⅰに間接的に

反映される） 

  ・「空き店舗ツアー開催事業」において、空き店舗の見学ツアーを年〇回実施し、出

店希望者が直接物件を見ることで出店意欲が高まり、新規出店が見込まれる。 

  ・「商店街支援事業」において、商店街に対しイベント開催への補助を行い、年△回

のイベント開催を通じて賑わいの創出を図ることで、商店街への新規出店が見込ま

れる。 

 

  ※各事業の効果は、（なぜ○○、△△になるのか）算出根拠となる計算式等を記載す

ることで、より具体性を増した見込みになると考えられます。また、間接的に効果

が見込まれる事業のうち、特に効果的な事業においては、実施件数や開催件数とい

った定量的な数値とともに、目標指標にどのように寄与するか記載してください。 

 

ア＋イ＋ウ－エ＝6 件 

 

① 目標年度の推計値（事業を実施しなかった場合） 

直近 5 年間の実績値に基づくトレンド推計 

⇒8 件を推計値とする。 

 

 ② 事業による効果 

  ⅰ 直接的に効果が見込まれる事業 

  ア 市街地再開発事業による効果 

    令和〇年 6 月に市街地再開発事業により商業施設に○○件の店舗が整備されるこ

とから、△△件の新規出店が見込まれる。 

    前期計画では施設の一部が完成し、今期計画では残りのエリアの整備を行い着実

に完成させる。 

イ 空き店舗改修支援事業による効果 

    令和△年度から実施する空き店舗改修支援事業について、毎年〇〇件の利用が見

込まれることから、5 年間で△△件の新規出店が見込まれる。 

    前期計画では、〇〇件の実績があった。今期計画では、コーディネーターを配置し、

さらなる掘り起こしを行っていく。 

ウ 創業支援事業による効果 

令和□年 8 月に創業支援センターを開設し、創業相談の実施、創業塾の開催、空き

店舗の情報提供等により、毎年〇〇件の出店が見込まれることから、5 年間で△△件

の新規出店が見込まれる。 

エ 事業効果の重複 

ウ「創業支援事業」についてはア・イの事業においても活用されることが考えられ

る。ウによる新規出店のうち□□件について、ア・イによる新規出店と重複するもの

と見込まれる。 

 

 ⅱ 間接的に効果が見込まれる事業（ⅱの効果はⅰに間接的に反映される） 

 

  ・「空き店舗ツアー開催事業」において、空き店舗の見学ツアーを年〇回実施し、出

店希望者が直接物件を見ることで出店意欲が高まり、新規出店が見込まれる。 

  ・「商店街支援事業」において、商店街に対しイベント開催への補助を行い、年△回

のイベント開催を通じて賑わいの創出を図ることで、商店街への新規出店が見込

まれる。 

 

  ※各事業の効果は、（なぜ○○、△△になるのか）算出根拠となる計算式等を記載す

ることで、より具体性を増した見込みになると考えられます。また、間接的に  

         効果が見込まれる事業においては、実施件数や開催件数とい 

った定量的な数値とともに、目標指標にどのように寄与するか記載してください。 

 

ア＋イ＋ウ－エ＝6 件 
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⇒6 件の増加が見込まれる。 

 

③ 「①目標値の推計値 8 件」＋「②事業による効果 6 件」＝ 14 件 

⇒目標値を 14 件とする。 

 

 

〇積み上げに基づかない設定方式の例 

＜目標値設定の記載例：目標値が「公共公益施設利用者数」の場合＞ 

目標指標 
①基準値 

(令和 7 年) 

②目標値 

（令和 13 年） 
③関連する 

各事業 
公共公益施設利用者数（年間） 47,818 人 54,200 人 

 

 

 

①Ｒ７年の実績値より⇒基準値を 47,818 人とする。 

 

②Ｒ３年からＲ７年まで５カ年の増加率＝13.3％ 

同様の増加率を目指し、基準値 13.3％増⇒目標値を 54,200 人とする。 

 

③ 関連する各事業 

ア 施設改築事業による効果 

令和〇年６月から着工する施設改築事業について、施設の機能を拡充することによ

って、さらなる利用者数増加に寄与する。 

イ 遊歩道整備事業による効果 

令和△年７月から着工する施設前の遊歩道整備事業について、市民が気軽に散策す

ることのできる空間を創出することにより中心市街地の回遊を促進し、施設利用者

数の増加に寄与する。 

⇒6 件の増加が見込まれる。 

 

③ 「①目標値の推計値 8 件」＋「②事業による効果 6 件」＝ 14 件 

⇒目標値を 14 件とする。 

 

 

〇積み上げに基づかない設定方式の例 

＜目標値設定の記載例：目標値が「公共公益施設利用者数」の場合＞ 

目標指標 
①基準値 

(令和 6 年) 

②目標値 

（令和 12 年） 
③関連する 

各事業 
公共公益施設利用者数（年間） 47,818 人 54,200 人 

 

  
 

①Ｒ６年の実績値より⇒基準値を 47,818 人とする。 

 

②Ｒ２年からＲ６年まで５カ年の増加率＝13.3％ 

同様の増加率を目指し、基準値 13.3％増⇒目標値を 54,200 人とする。 

 

③ 関連する各事業 

ア 施設改築事業による効果 

令和〇年６月から着工する施設改築事業について、施設の機能を拡充することによ

って、さらなる利用者数増加に寄与する。 

イ 遊歩道整備事業による効果 

令和△年７月から着工する施設前の遊歩道整備事業について、市民が気軽に散策す

ることのできる空間を創出することにより中心市街地の回遊を促進し、施設利用者

数の増加に寄与する。 
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ウ イベント開催支援事業による効果 

イベントの主催者への支援策を講じ、イベント開催数を増加させることにより、市民

の中心市街地への来街を促進し、施設利用者数の増加に寄与する。  

エ レンタサイクル事業による効果 

前期計画から実施しているレンタサイクル事業を継続して実施し、中心市街地内の

アクセシビリティ向上を図ることにより中心市街地内の回遊を促し、施設利用者数

の増加に寄与する。 

前期計画では、年間〇〇件の利用実績であったが、今期計画では、利用料金の見直し

を行い、さらなる利用拡大へとつなげる。 

 

※積み上げに基づかない設定方式の場合でも、目標値は増加率の根拠・裏付けとなる

事業等、下記留意事項を踏まえて説明可能なものとしてください。 

積み上げに基づかない設定方式は、上記のようなこれまでの増加率（トレンド）によ

る設定方式のほか、総合計画等の上位計画の目標値を参照して設定する方法等が考

えられます。 

マニュアルに記載された方法だけにとらわれず、柔軟に目標値を設定してください。 

 

 

＜目標指標・目標値の設定に当たっての留意事項＞ 

目標指標・目標値の設定に当たっては、SMART（Specific、Measurable、Achievable、

Relevant、Time-bound）の考え方を参考に、以下の事項に留意して設定してください。 

① 明確かつ具体的であること（Specific） 

基本計画に記載された取組によって達成されるべき状態について、明確かつ具体的に

記載するようにしてください。したがって、「地域経済の活性化」といった不明確な目

標指標は避けるようにしてください。 

② 測定可能であること（Measurable） 

設定する目標指標は、原則、毎年フォローアップを行ない、かつ、計画期間内に達成

されたかどうか判定することを前提に、毎年計測できる指標を設定してください。 

また、計画期間終了後も効果を持続していくことが重要であることから、継続的な計

測が可能な指標となるようにしてください。 

③ 達成可能であること（Achievable） 

明確な見通しの下で身の丈に合った目標とするとともに、関係者とも事前に十分な調

整を行った上で記載するようにしてください。 

④ 整合的であること（Relevant） 

基本方針に掲げる「中心市街地の活性化の意義及び目標」や地方版総合戦略及び他の

計画に掲げる基本目標等との整合性を勘案しつつ、設定する目標指標と基本計画の事業

等との間で目的・手段関係が成立していることに留意してください。 

⑤ 期限が明確であること（Time-bound） 

各目標指標について、計画期間内に目標達成する旨を明確に記載してください。 
 

 

ウ イベント開催支援事業による効果 

イベントの主催者への支援策を講じ、イベント開催数を増加させることにより、市民

の中心市街地への来街を促進し、施設利用者数の増加に寄与する。  

エ レンタサイクル事業による効果 

前期計画から実施しているレンタサイクル事業を継続して実施し、中心市街地内の

アクセシビリティ向上を図ることにより中心市街地内の回遊を促し、施設利用者数

の増加に寄与する。 

前期計画では、年間〇〇件の利用実績であったが、今期計画では、利用料金の見直し

を行い、さらなる利用拡大へとつなげる。 

 

※積み上げに基づかない設定方式の場合でも、目標値は増加率の根拠・裏付けとなる

事業等、下記留意事項を踏まえて説明可能なものとしてください。 

積み上げに基づかない設定方式は、上記のようなこれまでの増加率（トレンド）によ

る設定方式のほか、総合計画等の上位計画の目標値を参照して設定する方法等が考

えられます。 

マニュアルに記載された方法だけにとらわれず、柔軟に目標値を設定してください。 

 

 

＜目標指標・目標値の設定に当たっての留意事項＞ 

目標指標・目標値の設定に当たっては、SMART（Specific、Measurable、Achievable、

Relevant、Time-bound）の考え方を参考に、以下の事項に留意して設定してください。 

① 明確かつ具体的であること（Specific） 

基本計画に記載された取組によって達成されるべき状態について、明確かつ具体的に

記載するようにしてください。したがって、「地域経済の活性化」といった不明確な目

標指標は避けるようにしてください。 

② 測定可能であること（Measurable） 

設定する目標指標は、原則、毎年フォローアップを行ない、かつ、計画期間内に達成

されたかどうか判定することを前提に、毎年計測できる指標を設定してください。 

また、計画期間終了後も効果を持続していくことが重要であることから、継続的な計

測が可能な指標となるようにしてください。 

③ 達成可能であること（Achievable） 

明確な見通しの下で身の丈に合った目標とするとともに、関係者とも事前に十分な調

整を行った上で記載するようにしてください。 

④ 整合的であること（Relevant） 

基本方針に掲げる「中心市街地の活性化の意義及び目標」や地方版総合戦略及び他の

計画に掲げる基本目標等との整合性を勘案しつつ、設定する目標指標と基本計画の事業

等との間で目的・手段関係が成立していることに留意してください。 

⑤ 期限が明確であること（Time-bound） 

各目標指標について、計画期間内に目標達成する旨を明確に記載してください。 
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  ⒞参考指標の設定 

中心市街地の活性化の状況をより的確に把握するために、目標指標を補完する指標を「参考指標」

として設定することもできます。例えば、次のような参考指標が考えられます。 

①目標指標と関連する指標 

ア 目標指標に大きな影響を与える指標 

例１：「空き店舗率」を目標指標とする場合、新規出店の数を増やすことが目標値を達成す

るための有力な手段となる。 

⇒「新規出店数」を参考指標とする。 

例２：「居住人口」を目標指標とする場合、社会増を増やすことが目標値を達成するための

有力な手段となる。 

⇒「社会増減数」を参考指標とする。 

イ 目標の達成状況をより良く示す指標 

例１：「商店街の賑わいアップ」を目標としているが、基本計画では特に新規出店に力を入

れるため、創業支援に関連する事業の効果が反映されやすい「新規出店数」を目標指

標としている。しかし、「新規出店数」だけでは、商店街の賑わいを評価するのに十

分とはいえない。 

⇒「営業店舗数」を参考指標とする。 

例２：「多くの人が生き生きと暮らせるまち」を目標としているが、市街地再開発によるマ

ンション建設等の居住誘導施策の効果が反映されやすい、人口の「社会増減数」を目

標指標としている。しかし、「社会増減数」だけでは、居住の観点から評価するのに

十分とはいえない。 

⇒「居住人口」を参考指標とする。 

ウ 目標指標の目標値を目指すために必要なコスト 

例：「公共公益施設の利用者数」を目標指標とする場合、目標達成のために多くのイベント

を開催すれば、それに伴って人件費などの維持管理コストは増大する。そのため、維持

管理コストについても把握していくことが必要であると考える。 

⇒「公共公益施設の維持管理コスト」を参考指標とする。 

②前回計画の目標指標 

例：新しい基本計画では、既存店舗に対する営業継続支援にも力を入れているため「営業店

舗数」を目標指標としているが、前回計画で目標指標としていた「新規出店数」につい

ても、引き続き把握していくことが必要であると考える。 

⇒「新規出店数」を参考指標とする。 

③アンケート等の社会調査手法を活用した地域住民の意識調査の結果 

例：定量的な目標指標に加えて、「中心市街地の商店街に対する市民満足度」をアンケート

によって把握することで、中心市街地の活性化や市民に対する魅力度を総合的に評価す

ることができる。 

⇒「市民満足度」を参考指標とする。 

参考指標を設定する場合にも、上記の「目標指標・目標値の設定に当たっての留意事項」

を参考にご検討ください。また、目標指標の場合と同様に、参考指標についても目標値を設

定することが考えられます。 

  ⒞参考指標の設定 

中心市街地の活性化の状況をより的確に把握するために、目標指標を補完する指標を「参考指標」

として設定することもできます。例えば、次のような参考指標が考えられます。 

①目標指標と関連する指標 

ア 目標指標に大きな影響を与える指標 

例１：「空き店舗率」を目標指標とする場合、新規出店の数を増やすことが目標値を達成す

るための有力な手段となる。 

⇒「新規出店数」を参考指標とする。 

例２：「居住人口」を目標指標とする場合、社会増を増やすことが目標値を達成するための

有力な手段となる。 

⇒「社会増減数」を参考指標とする。 

イ 目標の達成状況をより良く示す指標 

例１：「商店街の賑わいアップ」を目標としているが、基本計画では特に新規出店に力を入

れるため、創業支援に関連する事業の効果が反映されやすい「新規出店数」を目標指

標としている。しかし、「新規出店数」だけでは、商店街の賑わいを評価するのに十

分とはいえない。 

⇒「営業店舗数」を参考指標とする。 

例２：「多くの人が生き生きと暮らせるまち」を目標としているが、市街地再開発によるマ

ンション建設等の居住誘導施策の効果が反映されやすい、人口の「社会増減数」を目

標指標としている。しかし、「社会増減数」だけでは、居住の観点から評価するのに

十分とはいえない。 

⇒「居住人口」を参考指標とする。 

ウ 目標指標の目標値を目指すために必要なコスト 

例：「公共公益施設の利用者数」を目標指標とする場合、目標達成のために多くのイベント

を開催すれば、それに伴って人件費などの維持管理コストは増大する。そのため、維持

管理コストについても把握していくことが必要であると考える。 

⇒「公共公益施設の維持管理コスト」を参考指標とする。 

②前回計画の目標指標 

例：新しい基本計画では、既存店舗に対する営業継続支援にも力を入れているため「営業店

舗数」を目標指標としているが、前回計画で目標指標としていた「新規出店数」につい

ても、引き続き把握していくことが必要であると考える。 

⇒「新規出店数」を参考指標とする。 

③アンケート等の社会調査手法を活用した地域住民の意識調査の結果 

例：定量的な目標指標に加えて、「中心市街地の商店街に対する市民満足度」をアンケート

によって把握することで、中心市街地の活性化や市民に対する魅力度を総合的に評価す

ることができる。 

⇒「市民満足度」を参考指標とする。 

参考指標を設定する場合にも、上記の「目標指標・目標値の設定に当たっての留意事項」

を参考にご検討ください。また、目標指標の場合と同様に、参考指標についても目標値を設

定することが考えられます。 
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◇ ４から８までに掲げる事業一覧 

この項目には、基本方針の第４章から第８章までに掲げる事業と各目標及び目標指標の関連性を記載

します。様式第４に記載の要領に従い作成してください。 

 基本計画に記載する事業は、事業を実施しない場合の推計値から事業を実施することで目標値を達成 

できるよう、事業の質と量を確保する必要があります。 

各事業を目標指標のいずれか一つ以上に対して、直接的に効果が見込まれる事業（◎事業）か間接的 

に効果が見込まれる事業（○事業）として位置付けてください。 

直接的に効果が見込まれる事業（◎事業）の成果の積み上げによって目標指標で定めた目標値を達成 

できる事業構成としてください。 

間接的に効果が見込まれる事業（○事業）については、直接的に効果が見込まれる事業（◎事業）の 

効果をより高める取組として、目標指標の達成に寄与することが重要です。 

例えば、来街者の平均滞留時間を目標指標に設定している場合、関連するハード整備（資する支援措 

  置も含む）と相乗効果のあるソフト事業を間接的に効果が見込まれる事業（○事業）と位置付けるなど、 

目標指標の達成に寄与することが説明できる事業構成にしてください。   

   各事業と目標指標の関連性は、各目標値の設定において記載するとともに、「様式第４ ◇４から 

  ８までに掲げる事業一覧」にも併せて記載してください。また、直近の認定基本計画からの継続事業 

を記載する場合には、「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 (1)②事業等の進捗状況」を 

踏まえて、当該事業と今期新たに設定した目標指標との関連性を記載してください。 

以下の留意事項を踏まえ、目標達成に資する事業を記載してください。 

 

＜事業掲載に関する留意事項＞ 

・国の支援措置を活用した事業において、直近の認定基本計画から新たな基本計画に継続して 

記載する場合、継続事業の成果や今後の課題を踏まえた事業の見直しを行ってください。 

・目標指標と各事業（◎○事業ともに）の関連性について説明できるようにしてください。 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の

整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第４章 中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、

公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的

な事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

⑴市街地の整備改善の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容 

 

◇ ４から８までに掲げる事業一覧 

この項目には、基本方針の第４章から第８章までに掲げる事業と各目標及び目標指標の関連性を記載

します。様式第４に記載の要領に従い作成してください。 

   （追加）                                         

                            

                                                

                                

                                                

                 

                                                

                                   

                                                

                                               

                                

                                                

                                                

                                                

                                  

                                

     

   （追加）           

                                              

                                              

                                              

    

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の

整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第４章 中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、

公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的

な事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

⑴市街地の整備改善の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容 
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本事項で対象となる事業としては、商業、業務、居住等の都市機能の集積及び再配置を進める面整備

事業として土地区画整理事業及び市街地再開発事業、公共の用に供する施設の整備事業として道路、公

園、駐車場、下水道の整備事業のほか、河川、広場、歩行空間、電線類地中化、自転車駐車場等の整備

事業、連続立体交差事業、民間都市開発事業等が挙げられます。 

支援措置等の種類による区分（以下「区分」という。）（※）ごとに、現在実施中又は基本計画の計

画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内容、実施時期、実施主体を記載するほか、中

心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称

及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

（下記①～③は、「５．都市福利施設を整備する事業に関する事項」から「８．４から７までに掲げ

る事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るための事業及び特定事業に関する

事項」までの事業等について同様の取扱とします。） 

①区分（※） 

(1)法に定める特別の措置に関連する事業 

(2)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

(2)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

(3)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

(4)国の支援がないその他の事業 

②事業等の実施区域については、原則として、その全部又は一部が基本計画に定める中心市街地の

区域に存するものとし、中心市街地の区域外で行うものについては記載しないものとします。 

③事業及び措置の実施箇所は、様式第４の「◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所」に

地図を活用して示してください。 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第５章 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な

事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

 ⑴都市福利施設の整備の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容  

   本事項で対象となる事業としては、教育文化施設（学校、図書館等）、医療施設（病院、診療所等）、

社会福祉施設（高齢者介護施設、保育所等）等の整備事業が挙げられます。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具

本事項で対象となる事業としては、商業、業務、居住等の都市機能の集積及び再配置を進める面整備

事業として土地区画整理事業及び市街地再開発事業、公共の用に供する施設の整備事業として道路、公

園、駐車場、下水道の整備事業のほか、河川、広場、歩行空間、電線類地中化、自転車駐車場等の整備

事業、連続立体交差事業、民間都市開発事業等が挙げられます。 

支援措置等の種類による区分（以下「区分」という。）（※）ごとに、現在実施中又は基本計画の計

画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内容、実施時期、実施主体を記載するほか、中

心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称

及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

（下記①～③は、「５．都市福利施設を整備する事業に関する事項」から「８．４から７までに掲げ

る事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るための事業及び特定事業に関する

事項」までの事業等について同様の取扱とします。） 

①区分（※） 

(1)法に定める特別の措置に関連する事業 

(2)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

(2)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

(3)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

(4)国の支援がないその他の事業 

②事業等の実施区域については、原則として、その全部又は一部が基本計画に定める中心市街地の

区域に存するものとし、中心市街地の区域外で行うものについては記載しないものとします。 

③事業及び措置の実施箇所は、様式第４の「◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所」に

地図を活用して示してください。 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第５章 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な

事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

 ⑴都市福利施設の整備の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容  

   本事項で対象となる事業としては、教育文化施設（学校、図書館等）、医療施設（病院、診療所等）、

社会福祉施設（高齢者介護施設、保育所等）等の整備事業が挙げられます。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具
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体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事

業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第６章 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の

中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事

業に関する基本的な事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

 ⑴街なか居住の推進の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容 

本事項で対象となる事業としては、街なか居住の推進のための事業（住宅の供給と一体的に行う居住

環境の向上のための事業を含む。）として、中心市街地共同住宅供給事業、街なか居住再生ファンド、

優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備事業、地域住宅計画に基づく事業等が挙げられます。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具

体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その

他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

この項目は、基本方針の「第７章 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街

地商業活性化事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な

事項」及び「第 11 章 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の

就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載し

ます。 

⑴経済活力の向上の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結果

体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事

業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第６章 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の

中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業

に関する基本的な事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

 ⑴街なか居住の推進の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容 

本事項で対象となる事業としては、街なか居住の推進のための事業（住宅の供給と一体的に行う居住

環境の向上のための事業を含む。）として、中心市街地共同住宅供給事業、街なか居住再生ファンド、

優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備事業、地域住宅計画に基づく事業等が挙げられます。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具

体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業その

他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

この項目は、基本方針の「第７章 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街

地商業活性化事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な 

事項」及び「第 11 章 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の 

就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載し

ます。 

⑴経済活力の向上の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることについ

て合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結果を



26 

 

を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容等 

本事項で対象となる事業としては、中心市街地における中核的な商業施設、商業基盤施設の整備、地域

全体の望ましいテナントミックスの実現、子育て支援、介護、教育等を通じた地域コミュニティの活性化

に寄与する空き店舗の活用、既存店舗・商店街のリニューアル、新業態・新サービスの開発や製・配・販

のネットワークの構築、電子商取引の導入促進、商店街等の情報化、効率的な物流システムの構築等の多

様な事業等が考えられます。 

法において経済活力の向上のための事業及び措置として規定されているものは、①中小小売商業高度

化事業、②特定商業施設等整備事業、③民間中心市街地商業活性化事業、④大規模小売店舗立地法の特例

措置等がありますが、これらの他に地域の主体的な取組が、幅広く基本計画に盛り込まれることが望ま

しいです。 

なお、中心市街地の区域の内側に限らず、区域の外側、もしくは市町村の全域で実施される事業につい

ても、中心市街地の活性化に寄与する場合は、本事項の対象となりますので、積極的に記載してくださ

い。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具

体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ.に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、実

施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るため

の事業及び特定事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第８章 第４章から第７章までの事業及び措置と一体的に推進する次に掲げ

る事業に関する基本的な事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

⑴ 公共交通機関の利便性の増進、特定事業及び措置の推進の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容 

本項で対象となる事業としては、公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業、特定事業及

び措置があります。 

公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業としては、地下鉄、新交通システム、ＬＲＴ等

の整備、運行ダイヤの改善、バスの走行環境の改善、パークアンドライド等の導入に必要な駐車場等の

整備、ＢＲＴ等の導入、駅前広場の整備、連続立体交差事業や橋上駅化等による交通結節点の機能の強

化等が挙げられます。 

また、特定事業及び措置としては、法に定める、①中心市街地における都市型新事業の立地促進を図

踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容等 

本事項で対象となる事業としては、中心市街地における中核的な商業施設、商業基盤施設の整備、地域

全体の望ましいテナントミックスの実現、子育て支援、介護、教育等を通じた地域コミュニティの活性化

に寄与する空き店舗の活用、既存店舗・商店街のリニューアル、新業態・新サービスの開発や製・配・販

のネットワークの構築、電子商取引の導入促進、商店街等の情報化、効率的な物流システムの構築等の多

様な事業等が考えられます。 

法において経済活力の向上のための事業及び措置として規定されているものは、①中小小売商業高度 

化事業、②特定商業施設等整備事業、③民間中心市街地商業活性化事業、④大規模小売店舗立地法の特例

措置等がありますが、これらの他に地域の主体的な取組が、幅広く基本計画に盛り込まれることが望まし

いです。 

なお、中心市街地の区域の内側に限らず、区域の外側、もしくは市町村の全域で実施される事業につい

ても、中心市街地の活性化に寄与する場合は、本事項の対象となりますので、積極的に記載してくださ 

い。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内容、

実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具体的

かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ.に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、実

施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るため

の事業及び特定事業に関する事項 

この項目は、基本方針の「第８章 第４章から第７章までの事業及び措置と一体的に推進する次に掲げ

る事業に関する基本的な事項」を踏まえ、以下の⑴⑵について記載します。 

⑴ 公共交通機関の利便性の増進、特定事業及び措置の推進の必要性 

現状分析を踏まえた上で、中心市街地の活性化を実現するために事業を実施する必要があることにつ

いて合理的な説明を記載してください。新たな事業等がない場合でも、現状分析は必ず記載し、その結

果を踏まえて、新たな事業等の必要性がないことを明確にしてください。 

 ⑵具体的事業の内容 

本項で対象となる事業としては、公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業、特定事業及

び措置があります。 

公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業としては、地下鉄、新交通システム、ＬＲＴ等

の整備、運行ダイヤの改善、バスの走行環境の改善、パークアンドライド等の導入に必要な駐車場等の

整備、ＢＲＴ等の導入、駅前広場の整備、連続立体交差事業や橋上駅化等による交通結節点の機能の強

化等が挙げられます。 

また、特定事業及び措置としては、法に定める、①中心市街地における都市型新事業の立地促進を図
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るための施設を整備する事業、②中心市街地における食品の流通の円滑化を促進する中心市街地食品流

通円滑化事業、③乗合バスの利用者の利便の増進のための事業、④貨物運送効率化事業及び⑤道路の占

用の許可基準の特例措置が挙げられます。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具

体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、

国以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

この項目は、基本方針の第４章から第８章までに掲げる事業等の実施箇所を地図上に記載します。様式

第４に記載の要領に従い作成してください。 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

この項目は、基本方針の「第９章 第４章から第８章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項」を踏まえ、以下の⑴～⑶について記載します。 

 ⑴市町村の推進体制の整備等 

中心市街地の活性化のために行われる様々な取組が、総合的かつ一体的に進められるようにするた

め、市町村の行政担当部局間の連携を密に図ることが必要です。 

また、市町村の担当部局間のみならず、地域住民、地域経済団体、民間事業者、ＮＰＯ、地域金融機

関、地域交通事業者といったまちづくりの関係者間で目指すべき中心市街地の在り方（理念）の共有が

重要であることから、こうした関係者が情報交換や濃密な議論を行うことで、密接な相互連携を図り、

効果的かつ効率的に取組を行うことが求められます。 

さらに、国からの助言や支援措置を有効に活用し、都道府県による広域的観点からの助言等を得つつ、

中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するため、基本計画の作成や認定基本計画の実施に当た

っては、国や都道府県とも密接な連携や調整を図ることが重要です。 

  ここでは、以下について記載してください。 

① 市町村に中心市街地活性化を担当する関係部局を統括する組織（中心市街地活性化対策室等）を

設置しているかどうか。設置している場合の要員状況及び専任職員の配置状況。 

② 市町村の中心市街地活性化関係部局で構成される庁内の連絡調整のための会議等を設置してい

るかどうか。設置している場合の活動状況。 

③ 市町村議会における中心市街地活性化に関する審議の内容。 

④ 地域住民、有識者、民間事業者等を交えた中心市街地活性化に関する検討の場を設置している場

合の構成員、会議開催状況及び議事概要。 

 ⑵中心市街地活性化協議会に関する事項 

中心市街地の活性化に向けて多様な主体が活発な議論を交わしつつ、それぞれが相互に連携し、共通

るための施設を整備する事業、②中心市街地における食品の流通の円滑化を促進する中心市街地食品流

通円滑化事業、③乗合バスの利用者の利便の増進のための事業、④貨物運送効率化事業及び⑤道路の占

用の許可基準の特例措置が挙げられます。 

区分ごとに、現在実施中又は基本計画の計画期間内に実施を予定している事業について、事業名、内

容、実施時期、実施主体を記載するほか、中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性（具

体的かつ合理的に記載）、支援措置の名称及び実施時期について記載してください。 

区分(1)から(3)については、本マニュアルⅥ．に掲げる支援措置等を活用する場合には、その名称、

実施時期、見通し等を記載してください。 

区分(4)については、都道府県補助事業、地方単独事業や、民間による事業等を想定していますが、国

以外の支援措置を受けるものがあれば、その名称、実施時期、見通し等を記載してください。 

 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

この項目は、基本方針の第４章から第８章までに掲げる事業等の実施箇所を地図上に記載します。様式

第４に記載の要領に従い作成してください。 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

この項目は、基本方針の「第９章 第４章から第８章までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項」を踏まえ、以下の⑴～⑶について記載します。 

 ⑴市町村の推進体制の整備等 

中心市街地の活性化のために行われる様々な取組が、総合的かつ一体的に進められるようにするため、

市町村の行政担当部局間の連携を密に図ることが必要です。 

また、市町村の担当部局間のみならず、地域住民、地域経済団体、民間事業者、ＮＰＯ、地域金融機

関、地域交通事業者といったまちづくりの関係者間で目指すべき中心市街地の在り方（理念）の共有が

重要であることから、こうした関係者が情報交換や濃密な議論を行うことで、密接な相互連携を図り、

効果的かつ効率的に取組を行うことが求められます。 

さらに、国からの助言や支援措置を有効に活用し、都道府県による広域的観点からの助言等を得つつ、

中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するため、基本計画の作成や認定基本計画の実施に当た

っては、国や都道府県とも密接な連携や調整を図ることが重要です。 

  ここでは、以下について記載してください。 

① 市町村に中心市街地活性化を担当する関係部局を統括する組織（中心市街地活性化対策室等）を

設置しているかどうか。設置している場合の要員状況及び専任職員の配置状況。 

② 市町村の中心市街地活性化関係部局で構成される庁内の連絡調整のための会議等を設置している

かどうか。設置している場合の活動状況。 

③ 市町村議会における中心市街地活性化に関する審議の内容。 

④ 地域住民、有識者、民間事業者等を交えた中心市街地活性化に関する検討の場を設置している場

合の構成員、会議開催状況及び議事概要。 

 ⑵中心市街地活性化協議会に関する事項 

中心市街地の活性化に向けて多様な主体が活発な議論を交わしつつ、それぞれが相互に連携し、共通
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の理念の下に主体的かつ積極的な取組が行われるよう、中心市街地ごとに協議会を組織することができ

ます。 

組織された協議会を実質的な議論の場として活用するには、基本計画の作成のみならず、フォローア

ップを通じた認定基本計画の見直しにおいても積極的な運営が図られることが必要です。また、協議会

は、市町村の基本計画に対して意見を述べるだけではなく、協議会自ら市町村に提案を行い、濃密に議

論を交わし、主体的かつ積極的に各主体が一体になって中心市街地活性化に向けて取り組んでいく必要

があります。 

こうした観点を踏まえ、部会等の専門的事項を検討する場を設け各主体の意見が出やすい環境づくり

を行うことも有効です。一方、市町村は、基本計画作成及び認定基本計画の見直しに対する協議会の意

見を尊重して基本計画の作成・見直しに取り組むことが重要となります。 

更に、協議会の運営は第三者の傍聴を認めることや議事録を公開するなど、透明性が確保されている

ことに加え、議題が十分な時間的余裕をもって通知されるなど、公平性が確保されていることが重要で

す。 

ここでは、以下の項目について記載してください。 

   ①協議会の概要（設立日、部会等を含む組織・体制、役割等） 

②構成員及び開催状況（開催日、議題、議事概要、議決状況等） 

※運営幹事会や部会等も含む。 

③法第 15 条各項の規定に適合していること 

※法第 15 条第 1 項第 1 号イに該当する場合には、法第 61 条第１項に基づく指定をしたことが

わかる資料を添付してください。 

※法第 15 条第１項第１号ロに該当する場合には、中心市街地の活性化に関する法律施行令（平

成 10 年政令第 263 号）第６条第１項及び第２項に定める総株主の議決権に占める市町村の有す

る議決権割合を示すなど要件を満たしていることを記載してください。 

④基本計画の作成に際して協議会から意見を聴いたことがわかる資料（意見書等） 

※認定基本計画の変更の際にも、変更の内容について意見を聴く必要があります。この場合、開

催状況の欄に当該変更申請に係る協議を実施した旨を記載してください。 

   ⑤協議会の規約 

※協議会の目的及び運営体制を明確にするためにも、規約として以下の事項を定めることが考え

られます。なお、協議会の概要にこれらの内容が記載される場合は規約の記載あるいは添付は

任意とします。 

・協議会の目的に関する事項 

・協議会の構成員たる資格の得喪に関する事項 

・協議会の運営に関する事項（会議の招集、定足数、議案及び議事進行、議事録作成、財務・

会計） 

・協議会の事務局に関する事項 

・協議会の解散に関する事項 

・規約の改正に関する事項 

⑶基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

⒜客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

中心市街地の活性化には、地域が必要とする取組を重点的かつ集中的に実施することが重要です。

の理念の下に主体的かつ積極的な取組が行われるよう、中心市街地ごとに協議会を組織することができ

ます。 

組織された協議会を実質的な議論の場として活用するには、基本計画の作成のみならず、フォローア

ップを通じた認定基本計画の見直しにおいても積極的な運営が図られることが必要です。また、協議会

は、市町村の基本計画に対して意見を述べるだけではなく、協議会自ら市町村に提案を行い、濃密に議

論を交わし、主体的かつ積極的に各主体が一体になって中心市街地活性化に向けて取り組んでいく必要

があります。 

こうした観点を踏まえ、部会等の専門的事項を検討する場を設け各主体の意見が出やすい環境づくり

を行うことも有効です。一方、市町村は、基本計画作成及び認定基本計画の見直しに対する協議会の意

見を尊重して基本計画の作成・見直しに取り組むことが重要となります。 

更に、協議会の運営は第三者の傍聴を認めることや議事録を公開するなど、透明性が確保されている

ことに加え、議題が十分な時間的余裕をもって通知されるなど、公平性が確保されていることが重要で

す。 

ここでは、以下の項目について記載してください。 

   ①協議会の概要（設立日、部会等を含む組織・体制、役割等） 

②構成員及び開催状況（開催日、議題、議事概要、議決状況等） 

※運営幹事会や部会等も含む。 

③法第 15 条各項の規定に適合していること 

※法第 15 条第 1 項第 1 号イに該当する場合には、法第 61 条第１項に基づく指定をしたことがわ

かる資料を添付してください。 

※法第 15 条第１項第１号ロに該当する場合には、中心市街地の活性化に関する法律施行令（平

成 10 年政令第 263 号）第６条第１項及び第２項に定める総株主の議決権に占める市町村の有す

る議決権割合を示すなど要件を満たしていることを記載してください。 

④基本計画の作成に際して協議会から意見を聴いたことがわかる資料（意見書等） 

※認定基本計画の変更の際にも、変更の内容について意見を聴く必要があります。この場合、開

催状況の欄に当該変更申請に係る協議を実施した旨を記載してください。 

   ⑤協議会の規約 

※協議会の目的及び運営体制を明確にするためにも、規約として以下の事項を定めることが考え

られます。なお、協議会の概要にこれらの内容が記載される場合は規約の記載あるいは添付は

任意とします。 

・協議会の目的に関する事項 

・協議会の構成員たる資格の得喪に関する事項 

・協議会の運営に関する事項（会議の招集、定足数、議案及び議事進行、議事録作成、財務・

会計） 

・協議会の事務局に関する事項 

・協議会の解散に関する事項 

・規約の改正に関する事項 

⑶基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

⒜客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

中心市街地の活性化には、地域が必要とする取組を重点的かつ集中的に実施することが重要です。
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そのためには、EBPM の観点から地域の現状等に関する統計的なデータや地域住民ニーズ等を RESAS 等

によって客観的に把握し分析する必要があります。 

    ここでは、中心市街地に関わり影響してきた過去の取組に対する評価、地域の現状等に関する統計

的データ、アンケート調査等から得られた地域住民のニーズに基づいて、中心市街地の活性化を実現

するために必要かつ効果的な事業等が位置付けられているか（基本計画への反映状況）を記載してく

ださい。 

⒝様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

基本計画の作成段階から事業等の実施に至る全体の過程において、協議会のみならず、地域住民や

事業者、地権者等の様々な利害関係者の理解・参加・協力を得て、広く地域ぐるみで取り組むことが

重要です。 

ここでは、以下のような事項について記載してください（協議会での取組を除く）。 

・地域住民等を対象とした中心市街地活性化に関する啓発活動（例えば、シンポジウム、パブリ

ックコメント、広報等情報提供）の実施状況 

・地域住民等を対象とした協議・検討の場（例えば、住民説明会、ワークショップ、タウンミー

ティング）の設置状況及びその実施状況 

・地域住民等が中心となったまちづくりやイベント等に関する活動状況 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

この項目は、基本方針の「第 10 章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関

する基本的な事項」を踏まえ、以下について記載します。     

⑴都市機能の集積の促進の考え方 

中心市街地の活性化を図るためには、公共公益施設等の街なかへの立地、街なか居住の推進、土地利

用規制を活用した民間開発のコントロール等を進めることで、都市機能を街なかに集積させることが必

要です。周辺部における開発や大規模集客施設の立地を容認すると、中心市街地で空き家・空き地等が

発生するなど、効果的かつ効率的な活性化の推進が妨げられます。 

そのため、ここでは、都市機能の集積のための方針や、郊外での開発を抑制し中心市街地への投資の

重点化を図っていくための考え方について、市町村マスタープラン等の上位計画を引用するなどして具

体的に記載してください。 

 ⑵都市計画手法の活用 

基本計画の認定に当たっては、三大都市圏（※１）及び政令指定都市を除く地方都市については、当

該市町村内におけるすべての準工業地域（準工業地域以外の用途に変更されるものを除く。）における

大規模集客施設（※２）の立地を制限する特別用途地区等の都市計画決定及び必要な条例の整備が行わ

れることが条件となっていることから、これに関連して講じた措置（都市計画及び条例の概要等）等の

都市計画等に関する事項について記載してください。上記の措置を行わない三大都市圏又は政令指定都

市については、その理由を記載してください。 

なお、特別用途地区内における用途の制限に関する条例は、都道府県が定めることも可能であるため、

大規模集客施設の立地の制限に係る条例を都道府県が定めた場合、市町村はこれを活用して、都市計画

決定のみにより制限を行うことも可能です。 

また、特に、中心市街地の活性化のために郊外の大規模集客施設の立地を抑制する一方で、近隣の市

そのためには、EBPM の観点から地域の現状等に関する統計的なデータや地域住民ニーズ等を RESAS 等

によって客観的に把握し分析する必要があります。 

    ここでは、中心市街地に関わり影響してきた過去の取組に対する評価、地域の現状等に関する統計

的データ、アンケート調査等から得られた地域住民のニーズに基づいて、中心市街地の活性化を実現

するために必要かつ効果的な事業等が位置付けられているか（基本計画への反映状況）を記載してく

ださい。 

⒝様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

基本計画の作成段階から事業等の実施に至る全体の過程において、協議会のみならず、地域住民や

事業者、地権者等の様々な利害関係者の理解・参加・協力を得て、広く地域ぐるみで取り組むことが

重要です。 

ここでは、以下のような事項について記載してください（協議会での取組を除く）。 

・地域住民等を対象とした中心市街地活性化に関する啓発活動（例えば、シンポジウム、パブリ

ックコメント、広報等情報提供）の実施状況 

・地域住民等を対象とした協議・検討の場（例えば、住民説明会、ワークショップ、タウンミー

ティング）の設置状況及びその実施状況 

・地域住民等が中心となったまちづくりやイベント等に関する活動状況 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

この項目は、基本方針の「第 10 章 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関す

る基本的な事項」を踏まえ、以下について記載します。     

⑴都市機能の集積の促進の考え方 

中心市街地の活性化を図るためには、公共公益施設等の街なかへの立地、街なか居住の推進、土地利

用規制を活用した民間開発のコントロール等を進めることで、都市機能を街なかに集積させることが必

要です。周辺部における開発や大規模集客施設の立地を容認すると、中心市街地で空き家・空き地等が

発生するなど、効果的かつ効率的な活性化の推進が妨げられます。 

そのため、ここでは、都市機能の集積のための方針や、郊外での開発を抑制し中心市街地への投資の

重点化を図っていくための考え方について、市町村マスタープラン等の上位計画を引用するなどして具

体的に記載してください。 

 ⑵都市計画手法の活用 

基本計画の認定に当たっては、三大都市圏（※１）及び政令指定都市を除く地方都市については、当

該市町村内におけるすべての準工業地域（準工業地域以外の用途に変更されるものを除く。）における

大規模集客施設（※２）の立地を制限する特別用途地区等の都市計画決定及び必要な条例の整備が行わ

れることが条件となっていることから、これに関連して講じた措置（都市計画及び条例の概要等）等の

都市計画等に関する事項について記載してください。上記の措置を行わない三大都市圏又は政令指定都

市については、その理由を記載してください。 

なお、特別用途地区内における用途の制限に関する条例は、都道府県が定めることも可能であるため、

大規模集客施設の立地の制限に係る条例を都道府県が定めた場合、市町村はこれを活用して、都市計画

決定のみにより制限を行うことも可能です。 

また、特に、中心市街地の活性化のために郊外の大規模集客施設の立地を抑制する一方で、近隣の市
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町村で地域雇用創出等のために大規模集客施設を郊外に誘致するなど、市町村間の政策の違いによって

中心市街地の活性化に取り組む政策効果が限定的になる場合もあることから、大規模集客施設の立地に

ついて適切な誘導が図られるよう、必要に応じ広域的観点からの市町村相互の整合性確保や連携促進を

図るための助言等を求めるなど、都道府県と連携を図ることも重要です。 

※１「三大都市圏」とは、首都圏整備法（昭和 31 年法律第 83 号）に定められた既成市街地、近郊整

備地帯、近畿圏整備法（昭和 38 年法律第 129 号）に定められた既成都市区域、近郊整備区域及び

中部圏開発整備法（昭和 41 年法律第 102 号）に定められた都市整備区域のことをいう。 

※２「大規模集客施設」とは、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）別表第二(か)項に掲げる建築物

をいう。  

⑶都市機能の集積のための事業等 

前述の４．～８．に記載した事業等のうち、都市機能の集積に資すると考えられる事業等について再

掲してください。 

 ⑷その他の事項（任意記載項目） 

本項目は必要に応じて、都市機能の集積の促進を図るための措置の補足について記載することができ

ます。 

補足の例として、以下の内容が考えられます。 

〇都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

都市機能の集積という観点から、以下の事項を必要に応じて記載してください。 

・中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況（敷地面積、延べ床面積、経過年数、

利用状況等） 

・申請市町村内の庁舎等の行政機関、病院や学校等の都市福利施設の立地状況及びそれらの移転計

画がある場合は、その状況 

・申請市町村及びその周辺の大規模集客施設の立地状況及び設置計画がある場合は、その状況 

また、居住や都市機能の誘導・集約の取組効果を減殺し、コンパクトなまちづくりの実現に大きな障

害となり得る都市のスポンジ化にも適切な対策を講じる必要があることから、こうした観点から、空き

地等の適正管理や有効活用、発生の抑制等に向けた取組方針等の記載も考えられます。 

 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

この項目は、基本方針の「第 12 章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項」を踏まえ、以下に

ついて記載します。 

⑴都市計画等との調和 

基本計画に基づく各種の事業等が都市計画に定められている場合には、都市計画、市町村マスタープ

ラン（市町村マスタープランの一部とみなされる立地適正化計画が策定されている場合は、当該計画を

含む。）に適合するとともに、地域公共交通計画、その他の法令に基づく種々の計画（例えば、バリア

フリー基本構想等）との調和が保たれていることについて、それら計画の方針や目的等の部分について、

抜粋するなどにより確認できるように記載してください。 

なお、市町村合併等により、市町村の従前の都市計画等が存在するが改定作業に着手している場合又

は新たな都市計画等の策定作業を進めている場合は、その時点で決定されている方針を記載してくださ

い。ただし、認定申請後又は認定後に、都市計画等の変更内容が明らかになり、これに沿って、申請し

町村で地域雇用創出等のために大規模集客施設を郊外に誘致するなど、市町村間の政策の違いによって

中心市街地の活性化に取り組む政策効果が限定的になる場合もあることから、大規模集客施設の立地に

ついて適切な誘導が図られるよう、必要に応じ広域的観点からの市町村相互の整合性確保や連携促進を

図るための助言等を求めるなど、都道府県と連携を図ることも重要です。 

※１「三大都市圏」とは、首都圏整備法（昭和 31 年法律第 83 号）に定められた既成市街地、近郊整

備地帯、近畿圏整備法（昭和 38 年法律第 129 号）に定められた既成都市区域、近郊整備区域及び中

部圏開発整備法（昭和 41 年法律第 102 号）に定められた都市整備区域のことをいう。 

※２「大規模集客施設」とは、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）別表第二(か)項に掲げる建築物

をいう。  

⑶都市機能の集積のための事業等 

前述の４．～８．に記載した事業等のうち、都市機能の集積に資すると考えられる事業等について再

掲してください。 

 ⑷その他の事項（任意記載項目） 

本項目は必要に応じて、都市機能の集積の促進を図るための措置の補足について記載することができ

ます。 

補足の例として、以下の内容が考えられます。 

〇都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

都市機能の集積という観点から、以下の事項を必要に応じて記載してください。 

・中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況（敷地面積、延べ床面積、経過年数、

利用状況等） 

・申請市町村内の庁舎等の行政機関、病院や学校等の都市福利施設の立地状況及びそれらの移転計

画がある場合は、その状況 

・申請市町村及びその周辺の大規模集客施設の立地状況及び設置計画がある場合は、その状況 

また、居住や都市機能の誘導・集約の取組効果を減殺し、コンパクトなまちづくりの実現に大きな障

害となり得る都市のスポンジ化にも適切な対策を講じる必要があることから、こうした観点から、空き

地等の適正管理や有効活用、発生の抑制等に向けた取組方針等の記載も考えられます。 

 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

この項目は、基本方針の「第 12 章 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項」を踏まえ、以下に

ついて記載します。 

⑴都市計画等との調和 

基本計画に基づく各種の事業等が都市計画に定められている場合には、都市計画、市町村マスタープ

ラン（市町村マスタープランの一部とみなされる立地適正化計画が策定されている場合は、当該計画を

含む。）に適合するとともに、地域公共交通計画、その他の法令に基づく種々の計画（例えば、バリア

フリー基本構想等）との調和が保たれていることについて、それら計画の方針や目的等の部分について、

抜粋するなどにより確認できるように記載してください。 

なお、市町村合併等により、市町村の従前の都市計画等が存在するが改定作業に着手している場合又

は新たな都市計画等の策定作業を進めている場合は、その時点で決定されている方針を記載してくださ

い。ただし、認定申請後又は認定後に、都市計画等の変更内容が明らかになり、これに沿って、申請し
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た基本計画又は認定基本計画の内容を変更しなければならない場合には、速やかに変更手続をしてくだ

さい。 

 ⑵その他の事項（任意記載項目） 

本項目は必要に応じて、その他中心市街地の活性化に資する事項の補足を記載することができます。 

補足の例として、以下の内容が考えられます。 

⒜基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

基本計画に掲げる事業等が、実践的・試行的な活動に裏打ちされるなど、厳選されたものであれば、

その説明を必要に応じて記載してください。 

・当該個別事業等に関連した実践的・試行的な活動をこれまでに行ったことがある場合には、その

活動の内容や結果等 

・実行可能性についての調査を行ったことがある場合には、その内容や結果等 

また、その他に留意した点や創意工夫した点があれば、記載してください。 

⒝環境・エネルギー等への配慮 

中心市街地及び周辺地域における各種事業等が、ヒートアイランド対策の観点からの配慮、大気汚

染の防止、騒音及び振動の防止等の良好な環境の保全、交通の安全と円滑の確保等に配慮している場

合には、その内容を記載してください。 

また、低炭素まちづくりや省エネルギー、再生可能エネルギーを用いた分散型エネルギーシステム

の構築等の取組との連携を図っている場合には、その内容を記載してください。 

⒞国の地域活性化施策との連携 

まち・ひと・しごと創生、都市再生、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、地域再生、環境モ

デル都市・環境未来都市、ＳＤＧｓ未来都市、観光立国、国土強靭化など国の地域活性化施策を併せ

て活用する場合には、当該施策との連携による効果的な実施を図る観点から、当該施策の活用・連携

方策について記載してください。 

⒟都道府県との連携 

大規模集客施設等の郊外への立地が進む状況において、中心市街地活性化を図るには、商業機能を

はじめとする様々な都市機能を中心市街地において維持・向上させるための規制・誘導策を含めた取

組が重要です。 

しかしながら、ある市町村において中心市街地の活性化のために郊外の大規模集客施設の立地を抑

制している一方で、その近隣の市町村で地域雇用創出等のために大規模集客施設を郊外に誘致するな

ど、市町村間の政策の違いによって中心市街地の活性化に取り組む市町村の政策効果が限定的になっ

てしまう場合があります。 

こうした課題に対応し、広域自治体である都道府県において、大規模集客施設を適正に立地誘導す

るための条例や指針等の制定により、一定の施策の効果が出ている事例もあります。 

都道府県は、市町村の求めに応じて広域自治体として広域的観点から市町村相互間の整合性確保と

連携促進を図るために、単に適切な指導・助言を行うだけでなく、協議会等の意向等を踏まえ市町村

の求めに応じて、積極的に広域的な調整を行うことが望まれます。 

このような中心市街地における取組の実効性を高めるため、都道府県による広域的観点からの市町

村相互の整合性確保や連携促進を図る施策や留意事項等がある場合には記載してください。 

また、中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の商業等の活性化を図るため

の大規模小売店舗立地法の特例措置については、中心市街地の活性化に取り組む市町村との密接な連

た基本計画又は認定基本計画の内容を変更しなければならない場合には、速やかに変更手続をしてくだ

さい。 

 ⑵その他の事項（任意記載項目） 

本項目は必要に応じて、その他中心市街地の活性化に資する事項の補足を記載することができます。 

補足の例として、以下の内容が考えられます。 

⒜基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

基本計画に掲げる事業等が、実践的・試行的な活動に裏打ちされるなど、厳選されたものであれば、

その説明を必要に応じて記載してください。 

・当該個別事業等に関連した実践的・試行的な活動をこれまでに行ったことがある場合には、その

活動の内容や結果等 

・実行可能性についての調査を行ったことがある場合には、その内容や結果等 

また、その他に留意した点や創意工夫した点があれば、記載してください。 

⒝環境・エネルギー等への配慮 

中心市街地及び周辺地域における各種事業等が、ヒートアイランド対策の観点からの配慮、大気汚

染の防止、騒音及び振動の防止等の良好な環境の保全、交通の安全と円滑の確保等に配慮している場

合には、その内容を記載してください。 

また、低炭素まちづくりや省エネルギー、再生可能エネルギーを用いた分散型エネルギーシステム

の構築等の取組との連携を図っている場合には、その内容を記載してください。 

⒞国の地域活性化施策との連携 

まち・ひと・しごと創生、都市再生、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、地域再生、環境モ

デル都市・環境未来都市、ＳＤＧｓ未来都市、観光立国、国土強靭化など国の地域活性化施策を併せ

て活用する場合には、当該施策との連携による効果的な実施を図る観点から、当該施策の活用・連携

方策について記載してください。 

⒟都道府県との連携 

大規模集客施設等の郊外への立地が進む状況において、中心市街地活性化を図るには、商業機能を

はじめとする様々な都市機能を中心市街地において維持・向上させるための規制・誘導策を含めた取

組が重要です。 

しかしながら、ある市町村において中心市街地の活性化のために郊外の大規模集客施設の立地を抑

制している一方で、その近隣の市町村で地域雇用創出等のために大規模集客施設を郊外に誘致するな

ど、市町村間の政策の違いによって中心市街地の活性化に取り組む市町村の政策効果が限定的になっ

てしまう場合があります。 

こうした課題に対応し、広域自治体である都道府県において、大規模集客施設を適正に立地誘導す

るための条例や指針等の制定により、一定の施策の効果が出ている事例もあります。 

都道府県は、市町村の求めに応じて広域自治体として広域的観点から市町村相互間の整合性確保と

連携促進を図るために、単に適切な指導・助言を行うだけでなく、協議会等の意向等を踏まえ市町村

の求めに応じて、積極的に広域的な調整を行うことが望まれます。 

このような中心市街地における取組の実効性を高めるため、都道府県による広域的観点からの市町

村相互の整合性確保や連携促進を図る施策や留意事項等がある場合には記載してください。 

また、中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の商業等の活性化を図るため

の大規模小売店舗立地法の特例措置については、中心市街地の活性化に取り組む市町村との密接な連
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携により効果的な活用を図ることが期待されます。こうした取組に関しても、前述の７．に加え、都

道府県との連携の観点から、取組方針や留意事項等がある場合には記載してください。 

なお、記載に当たっては、都道府県に事前に相談し、必要に応じ助言を求めるなど、都道府県と必

要な調整を行ってください。 

⒠法令の遵守 

法令を遵守する必要があることはいうまでもないことですが、この点について特段の留意事項があ

る場合には記載してください。 

 

【参考資料】 

この項目は任意記載として、認定申請を行う市町村の基礎的なデータ等を記載することができます。 

下記に挙げる項目は、あくまで一例として挙げる項目群であり、これまでの各章の内容を補足するため

の項目として、各市町村において、必要に応じて取捨選択の上、記載してください。 

なお、下記の項目は、基本計画の説明に厚みを持たせるものとして、本文の記載に用いることも可能で

す。 

 

⑴地域の概況 

・市町村の位置、地勢・気候 

・市町村全体及び中心市街地の沿革（まちの成り立ち） 

・市町村における中心市街地の歴史的・文化的役割 

⑵地域の現状に関する統計的なデータの把握・分析 

①市町村全体、DID 地区、中心市街地ごとに分けた人口動態等 

・面積 

・居住人口、自然増減、社会増減 

・年齢別人口 

・居住者の世帯状況（家族形態）・世代構成 

・中心市街地人口の市町村全体の人口に占める割合 

・DID 人口密度 

・従業、通学の状況（昼間人口・夜間人口、移動の際の交通手段） 

・歩行者通行量 

②経済活力関係 

○小売商業・対消費者サービス業・飲食業関係 

[当該中心市街地の商業集積にとってターゲットとして考えられる商圏] 

・地理的範囲 

・世代構成、世帯構造等 

・購買力 

・当該商圏内の小売商業・対消費者サービス業・飲食業の総売上高、総店舗数、延べ床面積、総従業

員数 

[当該中心市街地の商業集積の状況] 

・小売販売額、飲食業・サービス業の売上額及び商圏におけるシェア 

携により効果的な活用を図ることが期待されます。こうした取組に関しても、前述の７．に加え、都

道府県との連携の観点から、取組方針や留意事項等がある場合には記載してください。 

なお、記載に当たっては、都道府県に事前に相談し、必要に応じ助言を求めるなど、都道府県と必

要な調整を行ってください。 

⒠法令の遵守 

法令を遵守する必要があることはいうまでもないことですが、この点について特段の留意事項があ

る場合には記載してください。 

 

【参考資料】 

この項目は任意記載として、認定申請を行う市町村の基礎的なデータ等を記載することができます。 

下記に挙げる項目は、あくまで一例として挙げる項目群であり、これまでの各章の内容を補足するため

の項目として、各市町村において、必要に応じて取捨選択の上、記載してください。 

なお、下記の項目は、基本計画の説明に厚みを持たせるものとして、本文の記載に用いることも可能で

す。 

 

⑴地域の概況 

・市町村の位置、地勢・気候 

・市町村全体及び中心市街地の沿革（まちの成り立ち） 

・市町村における中心市街地の歴史的・文化的役割 

⑵地域の現状に関する統計的なデータの把握・分析 

①市町村全体、DID 地区、中心市街地ごとに分けた人口動態等 

・面積 

・居住人口、自然増減、社会増減 

・年齢別人口 

・居住者の世帯状況（家族形態）・世代構成 

・中心市街地人口の市町村全体の人口に占める割合 

・DID 人口密度 

・従業、通学の状況（昼間人口・夜間人口、移動の際の交通手段） 

・歩行者通行量 

②経済活力関係 

○小売商業・対消費者サービス業・飲食業関係 

[当該中心市街地の商業集積にとってターゲットとして考えられる商圏] 

・地理的範囲 

・世代構成、世帯構造等 

・購買力 

・当該商圏内の小売商業・対消費者サービス業・飲食業の総売上高、総店舗数、延べ床面積、総従業

員数 

[当該中心市街地の商業集積の状況] 

・小売販売額、飲食業・サービス業の売上額及び商圏におけるシェア 
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・店舗数、延べ床面積、従業員数及び商圏におけるシェア 

・大規模小売店舗等の核店舗の状況及びその他の店舗業種構成 

・商圏における当該中心市街地商業集積の吸引状況（業種別、最寄り品、買い回り品別） 

・空き店舗数・率、新規出店数 

・駐車場の数、収容台数及び稼働率 

[同じ商圏をめぐり競合する商業集積や大規模集客施設の状況] 

・所在地（地図を使用して、中心市街地との距離及び位置関係がわかるよう図示されたのもの）  

・小売販売額、飲食業・サービス業売上額 

・店舗面積 

・大規模集客施設等の核店舗の状況及びその他の店舗の業種構成 

・商圏における吸引状況（最寄り品、買い回り品別） 

・駐車場の数及び収容台数 

○中心市街地に存在するその他の産業関係 

・中心市街地に存在する事業所数、従業者数 

・中心市街地に存在する観光資源、観光入込数 

○都市機能関係 

[市町村内及び周辺の主要な公共機関、文化・スポーツ施設、医療・福祉施設、教育施設等の状況] 

・所在地（地図を使用して、中心市街地との距離及び位置関係がわかるよう図示されたもの） 

・施設の規模及び機能 

・利用者数等 

・今後の移転計画等が検討されている場合はその見通し 

・鉄道駅の乗降客数 

・バス路線の状況（区間ごとの運行本数、区間ごとの利用者数） 

・自動車保有状況、世代別・性別自動車免許保有状況 

・主要道路及び主要交差点の自動車通行量、歩行者通行量 

・中心市街地及びその他の市街地の地価、固定資産税課税額、店舗賃料、家賃の状況 

・空き地・空き家等の遊休資産の状況 

⑶地域住民のニーズ等の把握・分析 

地域住民のニーズ等の客観的な把握及び分析においては、アンケートやパブリックコメント等の手法

が挙げられます。 

具体的な調査として考えられるものは、以下のとおりです。 

①地域住民及び周辺住民を対象にした中心市街地の満足度やイメージ、来街頻度・目的に関する調査 

②地域住民及び周辺住民を対象にした中心市街地の公共公益機能、商業機能の利用状況の調査 

③地域住民を対象にした中心市街地の都市機能（公共公益機能、業種・業態別の商業機能等）へのニー

ズ調査 

④当該中心市街地の商業集積がターゲットとして考えている商圏内の消費者に対するニーズ調査 

⑤地域住民及び周辺住民を対象にした中心市街地への居住ニーズ調査 

 

  【参考資料】の各種データ、分析等を記載するにあたっては、RESAS 等の統計的なデータの活用が考え

られ、可能な限り直近のデータを用いることが望まれます。 

・店舗数、延べ床面積、従業員数及び商圏におけるシェア 

・大規模小売店舗等の核店舗の状況及びその他の店舗業種構成 

・商圏における当該中心市街地商業集積の吸引状況（業種別、最寄り品、買い回り品別） 

・空き店舗数・率、新規出店数 

・駐車場の数、収容台数及び稼働率 

[同じ商圏をめぐり競合する商業集積や大規模集客施設の状況] 

・所在地（地図を使用して、中心市街地との距離及び位置関係がわかるよう図示されたのもの）  

・小売販売額、飲食業・サービス業売上額 

・店舗面積 

・大規模集客施設等の核店舗の状況及びその他の店舗の業種構成 

・商圏における吸引状況（最寄り品、買い回り品別） 

・駐車場の数及び収容台数 

○中心市街地に存在するその他の産業関係 

・中心市街地に存在する事業所数、従業者数 

・中心市街地に存在する観光資源、観光入込数 

○都市機能関係 

[市町村内及び周辺の主要な公共機関、文化・スポーツ施設、医療・福祉施設、教育施設等の状況] 

・所在地（地図を使用して、中心市街地との距離及び位置関係がわかるよう図示されたもの） 

・施設の規模及び機能 

・利用者数等 

・今後の移転計画等が検討されている場合はその見通し 

・鉄道駅の乗降客数 

・バス路線の状況（区間ごとの運行本数、区間ごとの利用者数） 

・自動車保有状況、世代別・性別自動車免許保有状況 

・主要道路及び主要交差点の自動車通行量、歩行者通行量 

・中心市街地及びその他の市街地の地価、固定資産税課税額、店舗賃料、家賃の状況 

・空き地・空き家等の遊休資産の状況 

⑶地域住民のニーズ等の把握・分析 

地域住民のニーズ等の客観的な把握及び分析においては、アンケートやパブリックコメント等の手法

が挙げられます。 

具体的な調査として考えられるものは、以下のとおりです。 

①地域住民及び周辺住民を対象にした中心市街地の満足度やイメージ、来街頻度・目的に関する調査 

②地域住民及び周辺住民を対象にした中心市街地の公共公益機能、商業機能の利用状況の調査 

③地域住民を対象にした中心市街地の都市機能（公共公益機能、業種・業態別の商業機能等）へのニー

ズ調査 

④当該中心市街地の商業集積がターゲットとして考えている商圏内の消費者に対するニーズ調査 

⑤地域住民及び周辺住民を対象にした中心市街地への居住ニーズ調査 

 

  【参考資料】の各種データ、分析等を記載するにあたっては、RESAS 等の統計的なデータの活用が考えら

れ、可能な限り直近のデータを用いることが望まれます。 
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Ⅳ． 認定申請手続 

 

１．認定申請に必要な書類 

⑴中心市街地活性化基本計画認定申請書（様式第１－１～１－４） 

認定申請に当たっては、当該申請様式を電子媒体にて提出してください。なお、電子媒体での提出が

難しい場合には、ご相談ください。 

また中心市街地活性化基本計画と同時に、構造改革特別区域計画、国家戦略特別区域計画、地域再生

計画の認定申請を行う場合は、様式第１－２から第１－４のいずれかの様式を用いてください。 

⑵中心市街地活性化基本計画（様式第４） 

認定申請に当たっては、基本計画の電子媒体をあわせて提出してください。 

なお、認定日にあわせ、市町村のホームページにて公表してください。この場合、事前に公表するア

ドレスを事務局に連絡してください。 

⑶添付資料 

 ⒜中心市街地活性化基本計画のみの認定申請の場合 

      添付資料については、一覧を作成し、まとめるようにしてください。 

①関係行政機関の長の同意に際して、提出が求められている書類等 

     社会資本整備総合計画、大規模小売店舗立地法の特例に関する公示の写し等必要なデータを添付

してください。 

中心市街地活性化ソフト事業の支援措置（総務省）を活用する場合で、事業実施場所と中心市街

地活性化区域との位置関係を示す区域区分を「区域外」又は「区域内外」として記載する事業につ

いては、事業名と位置関係を示した図面を添付してください。 

②都市計画図 

③コンパクトなまちづくり、中心市街地の活性化について、公表されている市町村の方針等（基本方

針第 10 章及び第 12 章、様式第４ 10．及び 11．関係） 

 市町村マスタープラン、総合計画、立地適正化計画（策定している場合）、その他当該市町村の開

発・まちづくりに関する公式に採択された、若しくは公的機関で審議中の計画その他の政策文書、

条例等を添付してください。 

④「客観的現状分析」「地域住民のニーズ等の客観的把握・分析」を申請市町村において行った際に使

用した主な統計的なデータ（基本方針第９章２．①、様式第４ ９．［３］関係） 

⑤現在中心市街地の区域内に立地している公共公益施設について、その移転計画がある場合は、当該

計画に関する資料（基本方針第 10 章、様式第４ 10．関係） 

⑥その他必要な書類 

 

⒝中心市街地活性化基本計画と同時に、構造改革特別区域計画の認定申請を行う場合 

中心市街地活性化基本計画に関する添付資料の他、           次の資料を添付してく

ださい。 

 

 

Ⅳ． 認定申請手続 

 

１．認定申請に必要な書類 

⑴中心市街地活性化基本計画認定申請書（様式第１－１～１－５） 

認定申請に当たっては、当該申請様式を電子媒体にて提出してください。なお、電子媒体での提出が

難しい場合には、ご相談ください。 

また中心市街地活性化基本計画と同時に、構造改革特別区域計画、国家戦略特別区域計画、地域再生

計画の認定申請を行う場合は、様式第１－２から第１－５のいずれかの様式を用いてください。 

⑵中心市街地活性化基本計画（様式第４） 

認定申請に当たっては、基本計画の電子媒体をあわせて提出してください。 

なお、認定日にあわせ、市町村のホームページにて公表してください。この場合、事前に公表するア

ドレスを事務局に連絡してください。 

⑶添付資料 

 ⒜中心市街地活性化基本計画のみの認定申請の場合 

      添付資料については、一覧を作成し、まとめるようにしてください。 

①関係行政機関の長の同意に際して、提出が求められている書類等 

     社会資本整備総合計画、大規模小売店舗立地法の特例に関する公示の写し等必要なデータを添付

してください。 

中心市街地活性化ソフト事業の支援措置（総務省）を活用する場合で、事業実施場所と中心市街

地活性化区域との位置関係を示す区域区分を「区域外」又は「区域内外」として記載する事業につ

いては、事業名と位置関係を示した図面を添付してください。 

②都市計画図 

③コンパクトなまちづくり、中心市街地の活性化について、公表されている市町村の方針等（基本方

針第 10 章及び第 12 章、様式第４ 10．及び 11．関係） 

 市町村マスタープラン、総合計画、立地適正化計画（策定している場合）、その他当該市町村の開発・

まちづくりに関する公式に採択された、若しくは公的機関で審議中の計画その他の政策文書、条例

等を添付してください。 

④「客観的現状分析」「地域住民のニーズ等の客観的把握・分析」を申請市町村において行った際に使

用した主な統計的なデータ（基本方針第９章２．①、様式第４ ９．［３］関係） 

⑤現在中心市街地の区域内に立地している公共公益施設について、その移転計画がある場合は、当該

計画に関する資料（基本方針第 10 章、様式第４ 10．関係） 

⑥その他必要な書類 

 

⒝中心市街地活性化基本計画と同時に、構造改革特別区域計画の認定申請を行う場合 

中心市街地活性化基本計画に関する添付資料の他、構造改革特別区域計画に次の資料を添付してく

ださい。 
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・構造改革特別区域計画 

・構造改革特別区域計画の添付書類 

構造改革特別区域計画の記載及び添付書類の詳細は、「構造改革特別区域計画認定申請マニュア

ル」を確認してください。 

（https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/manual/kaitei.html） 

申請された計画が認定された場合はホームページに掲載します。 

パンフレット等でも活用する場合がありますので御了承ください。 

 

（削除）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①区域の図面 

構造改革特別区域（特区）に含まれる行政区画を表示した図面又は方位、縮尺、目標となる地物

及び特区を表示した付近見取図 

・特区の範囲を明らかにするために必要な図面を添付書類として求めるものです。構造改革特別

区域計画認定申請マニュアルの付録１のうち、モデル添付書類の「地図Ａ」又は「地図Ｂ」を

参考にしてください。 

・２種類の図面が定められています。 

ⅰ．特区の範囲が市域、県域等の行政界と一致する場合は、単に行政区画を表示した図面で足

りることとします。 

   →→→ 地図Ａを添付 

ⅱ．特区の範囲が市域、県域等の行政界と異なる場合は、行政界の一部を切り取って特区の範

囲とする場合は紛れがないように、方位、縮尺、目標となる地物とともに区域を表示する図

面も求めます。 

    →→→ 地図Ａに加えて、地図Ｂも添付 

②工程表 

（構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書） 

・構造改革特別区域計画の認定基準のうち、３号基準への適合を判断するために求められる添付

書類です。付録１のうち、モデル添付書類の「工程表」を参考にしてください。 

・ここには、事業（関連事業を含む）ごとの工程を示すだけでなく、事業相互の関連を明確にし、

計画の意義、目標、効果との関連を勘案して、計画全体として何がどのような手順で達成され

るのかが明らかとなるようにしてください。 

・工程表として図示するとともに、計画の全体像が明らかになるように文章でも記述してくださ

い。 

・個別の事業の工程については、少なくとも、次の点について記述してください。 

ⅰ．当該規制の特例措置等の適用が開始される日 

ⅱ．構造改革特別区域計画の認定後に特例措置等に基づく許認可が行われる場合には、当該許

認可申請を行う見込みの日 

ⅲ．特例措置等に基づく事実行為が実際に開始される日 

③実施主体の特定の状況 

規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 

・構造改革特別区域計画に記載される「規制の特例措置を受けようとする者」の内容を補完して、

構造改革特別区域計画の認定基準のうち、３号基準への適合を判断するために求められる添付

書類です。付録１のうちモデル添付書類の「実施主体」を参考にしてください。 

・ポイントは次のとおりです。 

ⅰ．既に主体が特定されている場合には、主体の名称その他主体の特定に必要な情報を記載し

てください。 

ⅱ．主体が特定される見込みが高い場合には、主体の特定に向けたこれまでの調整状況、主体

の特定までのスケジュール、主体が特定される蓋然性が高いことを示す特区内における同種

の事業の実績等を記述してください。 

④関係者の意見 
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⒞中心市街地活性化基本計画と同時に、地域再生計画の認定申請を行う場合 

中心市街地活性化基本計画に関する添付資料の他、       次の資料を添付してください。 

・地域再生計画 

・地域再生計画の添付書類 

地域再生計画の記載及び添付書類の詳細は、事務連絡及び地域再生計画認定申請マニュアル（各

論）・（総論）を確認してください。 

（https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sinsei.html） 

申請された計画が認定された場合はホームページに掲載します。 

 

（削除）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒟中心市街地活性化基本計画と同時に、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の認定申請を行う場合 

中心市街地活性化基本計画に関する添付資料の他、構造改革特別区域計画、地域再生計画及び上記

⒝⒞で示されている資料を添付してください。 

（構造改革特別区域法第４条第４項の規定に基づき聴いた意見の概要） 

・意見を聴いた主体の名称、意見を聴いた日時、意見を聴いた方法、意見の概要、意見に対する

対応について記載してください。 

⑤特定事業の実施予定者からの提案（計画を作成する地方公共団体へのもの） 

構造改革特別区域法第４条第５項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっ

ては、当該提案の概要 

・提案を行った主体の名称、提案が行われた日時、提案の内容、提案に対する対応について記載

してください。 

⑥同意要件に関する資料 

（その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類） 

内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した添付書類としては、原則として、構造改革特別区

域基本方針の別表１で「同意の要件」が設定されている特例措置に限って、次のものを認めてい

ます。 

・弊害を防止する措置としての安全確保策の安全性を立証するための実験データ、文献等 

・構造改革特別区域計画の認定申請として定められている事前手続が行われたれたことを示す書

類 

 

⒞中心市街地活性化基本計画と同時に、地域再生計画の認定申請を行う場合 

中心市街地活性化基本計画に関する添付資料の他、地域再生計画に次の資料を添付してください。 

①区域の付近見取図（縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図） 

・区域を具体的に特定するために必要な場合において、地域再生の範囲を明らかにするために必

要な図面を添付書類として求めるものです（市域等の行政区画と一致する等、具体的に特定す

ることが可能な場合、添付は不要です。）。様式は、地域再生計画の認定回毎に発出される事務

連絡の「区域の付近見取図」を使用してください。 

②工程表（地域再生計画の工程表を示す文書） 

・地域再生計画の認定基準のうち、３号基準への適合を判断するために求められる添付書類です。

様式は、事務連絡の「工程表」を使用してください。 

・ここには、事業（関連事業を含む）ごとの工程を示すだけでなく、事業相互の関連を明確にし、

計画の意義、目標、効果との関連を勘案して、計画全体として何がどのような手順で達成され

るのかが明らかとなるようにしてください。 

③地域再生協議会の議事概要 

・地域再生法第５条第９項の規定により協議をした場合には、当該協議の概要を記載した資料を

添付してください。 

④その他必要資料 

・地域再生計画に記載する支援措置により必要書類が異なるため、事務連絡及び地域再生計画認

定申請マニュアル(各論)・（総論）を確認ください。 

 

⒟中心市街地活性化基本計画と同時に、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の認定申請を行う場合 

中心市街地活性化基本計画に関する添付資料の他、構造改革特別区域計画、地域再生計画及び上記

⒝⒞で示されている資料を添付してください。 



37 

 

 

２．認定基本計画の変更の認定申請に必要な書類 

①中心市街地活性化基本計画の変更の認定申請書（様式第２） 

②変更後の中心市街地活性化基本計画（様式第４） 

③変更点がわかる新旧対照表 

④必要な添付資料 

   

３．書類の書式 

位置図、区域図等を除き横書きとし、12 ポイント程度の見やすいフォントを使用してください。また新

旧対照表においては横書きとし、左列に変更後、右列に変更前を記載してください。 

 

 

Ⅴ．認定と連携した支援措置等に関する解説等 

 

１．関係行政機関の⾧による同意について 

内閣総理大臣は、市町村から申請のあった基本計画について認定をしようとするときは、下記により関

係行政機関の長の同意を求めます。 

具体的には、法第９条第２項第２号から第８号に掲げる事項として基本計画に記載された支援措置のう

ち、認定による効果が生じる法に定める特別の措置（２．(1)に示すもの）及び認定と連携した支援措置

（２．(2)に示すもの）が記載されている場合には、内閣総理大臣は期限を付して関係行政機関の長に同意

を求めることとし、認定による効果が生じない中心市街地の活性化に資するその他の支援措置（２．(3)に

示すもの）については、関係行政機関の長の同意を求めませんが、市町村の求めに応じて関係行政機関に

対して情報提供を行います。 

関係行政機関の長は、所管する法令等への適合性及び諸計画との整合性等の観点から同意を行います。 

基本計画に記載する事業等を選定する際には、当該事業等を所管する関係行政機関の長の同意がない場

合は、認定の対象とならないことを踏まえ、事前に関係行政機関との十分な調整を図ることが必要です。 

なお、関係行政機関の長が認定に同意しなかった場合においては、その理由を申請市町村に対して通知

します。 

 

２．認定と連携した支援措置等 

⑴法に定める特別の措置 

法第４章に定められた特別の措置のうち、基本計画の認定を受けることのほかに要件を定めていない

ものについては、基本計画の認定を受けることにより活用することが可能となり、記載の無い場合は活

用することができません。 

また、同章に定められた特別の措置のうち、基本計画の認定を受けることのほかに要件を定めている

 

２．認定基本計画の変更の認定申請に必要な書類 

①中心市街地活性化基本計画の変更の認定申請書（様式第２） 

②変更後の中心市街地活性化基本計画（様式第４） 

③変更点がわかる新旧対照表 

④必要な添付資料 

   

３．書類の書式 

位置図、区域図等を除き横書きとし、12 ポイント程度の見やすいフォントを使用してください。また新

旧対照表においては横書きとし、左列に変更後、右列に変更前を記載してください。 

 

 

Ⅴ．認定と連携した支援措置等に関する解説等 

 

１．関係行政機関の⾧による同意について 

内閣総理大臣は、市町村から申請のあった基本計画について認定をしようとするときは、下記により関

係行政機関の長の同意を求めます。 

具体的には、法第９条第２項第２号から第８号に掲げる事項として基本計画に記載された支援措置のう

ち、認定による効果が生じる法に定める特別の措置（２．(1)に示すもの）及び認定と連携した支援措置（２．

(2)に示すもの）が記載されている場合には、内閣総理大臣は期限を付して関係行政機関の長に同意を求め

ることとし、認定による効果が生じない中心市街地の活性化に資するその他の支援措置（２．(3)に示すも

の）については、関係行政機関の長の同意を求めませんが、市町村の求めに応じて関係行政機関に対して

情報提供を行います。 

関係行政機関の長は、所管する法令等への適合性及び諸計画との整合性等の観点から同意を行います。 

基本計画に記載する事業等を選定する際には、当該事業等を所管する関係行政機関の長の同意がない場

合は、認定の対象とならないことを踏まえ、事前に関係行政機関との十分な調整を図ることが必要です。 

なお、関係行政機関の長が認定に同意しなかった場合においては、その理由を申請市町村に対して通知

します。 

 

２．認定と連携した支援措置等 

⑴法に定める特別の措置 

法第４章に定められた特別の措置のうち、基本計画の認定を受けることのほかに要件を定めていない

ものについては、基本計画の認定を受けることにより活用することが可能となり、記載の無い場合は活

用することができません。 

また、同章に定められた特別の措置のうち、基本計画の認定を受けることのほかに要件を定めている
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ものについては、基本計画の認定に加えて、当該要件を満たすことにより活用することが可能となりま

す。 

 ⑵認定と連携した支援措置 

政府の支援措置のうち、認定と連携した支援措置は、以下に示すとおりです。 

① 認定と連携した特例措置 

政府の支援措置のうち、基本計画の認定を要件として、支援の対象となる、支援対象項目が拡大する、

支援要件が緩和されるなどの措置を講ずるものについては、基本計画に当該支援措置を活用する取組

について記載することが必要となります。特別交付税により支援される中心市街地活性化ソフト事業

及び中心市街地再活性化特別対策事業についても同様となりますので、記載漏れなどがないようにご

注意ください。 

なお、当該支援措置を活用するに当たっては、別途、支援措置の要件等を満たすことが必要です。 

また、政府が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で重点的な支援を行うこととなり

ます。 

②認定と連携した重点的な支援措置 

政府の支援措置のうち、中心市街地の活性化以外にも活用が可能な支援措置で、認定基本計画と連

携させて重点的な支援を実施するものについては、基本計画に当該支援措置を活用する取組について

記載することが必要となります。 

なお、政府が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で重点的な支援を行うこととなり

ます。 

⑶中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

前述の⑴及び⑵に該当しない政府の支援措置についても、中心市街地の活性化に資する取組である場

合には、⑴及び⑵に掲げるものと併せて総合的かつ一体的に推進することが重要です。 

このため、これらの支援措置を活用する取組についても基本計画に記載してください。関係府省庁は、

効果的かつ効率的な実施がなされるよう必要な支援を行うよう努めます。 

なお、広く中心市街地の活性化に資する取組として有効であるものについては、積極的に実施してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものについては、基本計画の認定に加えて、当該要件を満たすことにより活用することが可能となりま

す。 

 ⑵認定と連携した支援措置 

政府の支援措置のうち、認定と連携した支援措置は、以下に示すとおりです。 

① 認定と連携した特例措置 

政府の支援措置のうち、基本計画の認定を要件として、支援の対象となる、支援対象項目が拡大する、

支援要件が緩和されるなどの措置を講ずるものについては、基本計画に当該支援措置を活用する取組

について記載することが必要となります。特別交付税により支援される中心市街地活性化ソフト事業

及び中心市街地再活性化特別対策事業についても同様となりますので、記載漏れなどがないようにご

注意ください。 

なお、当該支援措置を活用するに当たっては、別途、支援措置の要件等を満たすことが必要です。 

また、政府が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で重点的な支援を行うこととなり

ます。 

②認定と連携した重点的な支援措置 

政府の支援措置のうち、中心市街地の活性化以外にも活用が可能な支援措置で、認定基本計画と連

携させて重点的な支援を実施するものについては、基本計画に当該支援措置を活用する取組について

記載することが必要となります。 

なお、政府が予算上の支援を行うものについては、予算の範囲内で重点的な支援を行うこととなり

ます。 

⑶中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

前述の⑴及び⑵に該当しない政府の支援措置についても、中心市街地の活性化に資する取組である場

合には、⑴及び⑵に掲げるものと併せて総合的かつ一体的に推進することが重要です。 

このため、これらの支援措置を活用する取組についても基本計画に記載してください。関係府省庁は、

効果的かつ効率的な実施がなされるよう必要な支援を行うよう努めます。 

なお、広く中心市街地の活性化に資する取組として有効であるものについては、積極的に実施してく

ださい。 
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認定申請マニュアル 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

変  更  後（令和８年度版） 変  更  前（令和７年度版） 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

Ⅵ．基本計画の認定と連携した支援措置等 

 

１．支援措置一覧 

※ 国の支援措置を受ける場合は、内閣府地方創生推進事務局ホームページの中心市街地活性化基本計画認定申請

マニュアルのページにあります「個別事業（４章～８章）の記載例」を参考に支援内容を記載して下さい。 

(URL:http://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/ninteisinsei_manual.html) 

 

（１）法に定める特別の措置 

支援措置名 所管府省

庁 

対応章 ページ 

１ 
土地区画整理事業の換地計画において定める保留地

の特例（法第16条） 

国 土 交 通

省 
４，５，６ 50 

２ 
路外駐車場についての都市公園の占用の特例（法第

17条） 

国 土 交 通

省 
４ 51 

３ 
中心市街地公共空地等の設置及び管理（法第18条、

第19条） 

国 土 交 通

省 
４ 52 

４ 中心市街地共同住宅供給事業（法第22条～第34条） 
国 土 交 通

省 
６ 53 

５ 
地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例（法第

35条） 

国 土 交 通

省 
６ 54 

６ 
大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店

舗立地法特例区域）（法第37条・第38条） 

経 済 産 業

省 
７ 55 

７ 
民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大

臣認定（法第42条） 

経 済 産 業

省 
７ 56 

８ 
独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務

（法第44条） 

経 済 産 業

省 
７ 57 

９ 中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条） 
経 済 産 業

省 
７ 58 

10 

中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街

地活性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第７項、

第48条） 

経 済 産 業

省 
７ 59 

11 

特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街

地活性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第８項、

第48条） 

経 済 産 業

省 
７ 61 

12 
特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済

産業大臣認定（法第７条第12項、第50条） 

経 済 産 業

省 
７ 62 

13 独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経 経 済 産 業 ７ 65 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

Ⅵ．基本計画の認定と連携した支援措置等 

 

１．支援措置一覧 

※ 国の支援措置を受ける場合は、内閣府地方創生推進事務局ホームページの中心市街地活性化基本計画認定申請マ

ニュアルのページにあります「個別事業（４章～８章）の記載例」を参考に支援内容を記載して下さい。 

(URL:http://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/ninteisinsei_manual.html) 

 

（１）法に定める特別の措置 

支援措置名 所管府省

庁 

対応章 ページ 

１ 
土地区画整理事業の換地計画において定める保留地

の特例（法第16条） 

国 土 交 通

省 
４，５，６ 50 

２ 
路外駐車場についての都市公園の占用の特例（法第

17条） 

国 土 交 通

省 
４ 51 

３ 
中心市街地公共空地等の設置及び管理（法第18条、

第19条） 

国 土 交 通

省 
４ 52 

４ 中心市街地共同住宅供給事業（法第22条～第34条） 
国 土 交 通

省 
６ 53 

５ 
地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例（法第

35条） 

国 土 交 通

省 
６ 54 

６ 
大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店

舗立地法特例区域）（法第37条・第38条） 

経 済 産 業

省 
７ 55 

７ 
民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大

臣認定（法第42条） 

経 済 産 業

省 
７ 56 

８ 
独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務

（法第44条） 

経 済 産 業

省 
７ 57 

９ 中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条） 
経 済 産 業

省 
７ 58 

10 

中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街

地活性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第７項、

第48条） 

経 済 産 業

省 
７ 59 

11 

特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街

地活性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第８項、

第48条） 

経 済 産 業

省 
７ 61 

12 
特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済

産業大臣認定（法第７条第12項、第50条） 

経 済 産 業

省 
７ 62 

13 独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経 経 済 産 業 ７ 65 
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P3 

 

 

 

 

由の資金の貸付制度（法第52条第２項） 省 

14 中小企業信用保険法の特例（法第53条） 
経 済 産 業

省 
７ 66 

15 
認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対す

る大規模小売店舗立地法の特例（法第58条） 

経 済 産 業

省 
７ 67 

 

支援措置名 
所管府省

庁 

対応章 
ページ 

16 共通乗車船券（法第40条） 
国 土 交 通

省 
８ 68 

17 道路の占用の特例（法第41条） 
国 土 交 通

省 
８ 69 

18 

都市型新事業に係る特定民間中心市街地活性化事

業計画の主務大臣認定（法第７条第10項第１号、第48

条） 

経 済 産 業

省 
８ 70 

19 

中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間中

心市街地活性化事業計画の主務大臣認定（法第７条

第10項第２号、第54条、第55条） 

農 林 水 産

省 
８ 72 

20 

乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る

特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認

定（法第７条第10項第３号、第56条） 

国 土 交 通

省 
８ 74 

21 

貨物運送効率化事業に係る特定民間中心市街地活

性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第10項第４

号、第57条） 

国 土 交 通

省 
８ 76 

 

（２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 
所管府省

庁 

対応章 
ページ 

１ 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 
４，５，

６，７，８ 
78 

２ 中心市街地再活性化特別対策事業 総務省 
４，５，

６，７，８ 
80 

３ 
都市開発資金（用地先行取得資金（中心市街地活性

化促進用地）） 

国 土 交 通

省 
４ 81 

４ 

社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事

業） 

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

国 土 交 通

省 
５ 82 

５ 中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付 経済産業 ７ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

由の資金の貸付制度（法第52条第２項） 省 

14 中小企業信用保険法の特例（法第53条） 
経 済 産 業

省 
７ 66 

15 
認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対す

る大規模小売店舗立地法の特例（法第58条） 

経 済 産 業

省 
７ 67 

 

支援措置名 
所管府省

庁 

対応章 
ページ 

16 共通乗車船券（法第40条） 
国 土 交 通

省 
８ 68 

17 道路の占用の特例（法第41条） 
国 土 交 通

省 
８ 69 

18 

都市型新事業に係る特定民間中心市街地活性化事

業計画の主務大臣認定（法第７条第10項第１号、第48

条） 

経 済 産 業

省 
８ 70 

19 

中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間中

心市街地活性化事業計画の主務大臣認定（法第７条

第10項第２号、第54条、第55条） 

農 林 水 産

省 
８ 72 

20 

乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る

特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認

定（法第７条第10項第３号、第56条） 

国 土 交 通

省 
８ 74 

21 

貨物運送効率化事業に係る特定民間中心市街地活

性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第10項第４

号、第57条） 

国 土 交 通

省 
８ 76 

 

（２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 
所管府省

庁 

対応章 
ページ 

１ 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 
４，５，

６，７，８ 
78 

２ 中心市街地再活性化特別対策事業 総務省 
４，５，

６，７，８ 
80 

３ 
都市開発資金（用地先行取得資金（中心市街地活性

化促進用地）） 

国 土 交 通

省 
４ 81 

４ 

社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事

業） 

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

国 土 交 通

省 
５ 82 

５ 中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付 経済産業 ７ 83 
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（企業活力強化資金）） 省 

６ 

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中

小小売商業高度化事業の用に供する土地を譲渡した

際の譲渡所得の特別控除 

経 済 産 業

省 
７ 84 

 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 所管府省

庁 

対応章 ページ 

１ 

社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事

業） 

防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 85 

２ 

社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事

業） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 86 

３ 

社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事

業） 

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 87 

４ 
社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

防災・安全交付金（街なみ環境整備事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 88 

５ 

社会資本整備総合交付金（水道・下水道事業、都市水

環境整備下水道事業） 

防災・安全交付金（水道・下水道事業、都市水環境整

備下水道事業） 

国 土 交 通

省 
４ 89 

６ 
社会資本整備総合交付金（港湾事業） 

防災・安全交付金（港湾事業） 

国 土 交 通

省 
４ 90 

７ 
社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

国 土 交 通

省 
４ 91 

８ 

社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施

設等整備事業） 

防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整

備事業） 

国 土 交 通

省 
４ 92 

９ 地域未来交付金（地域未来推進型） 内閣府 
４，５，

６，７，８ 
93 

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

 ※以下の記載は例示です。基本計画に記載する事業で、かつ国の支援措置を活用する場合は、例

示にない場合でも当該支援措置名を記載ください。 
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（企業活力強化資金）） 省 

６ 

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中

小小売商業高度化事業の用に供する土地を譲渡した

際の譲渡所得の特別控除 

経 済 産 業

省 
７ 84 

 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 所管府省

庁 

対応章 ページ 

１ 

社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事

業） 

防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 85 

２ 

社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事

業） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 86 

３ 

社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事

業） 

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 87 

４ 
社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

防災・安全交付金（街なみ環境整備事業） 

国 土 交 通

省 
４，６ 88 

５ 

社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境

整備下水道事業） 

防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水

道事業） 

国 土 交 通

省 
４ 89 

６ 
社会資本整備総合交付金（港湾事業） 

防災・安全交付金（港湾事業） 

国 土 交 通

省 
４ 90 

７ 
社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

国 土 交 通

省 
４ 91 

８ 

社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施

設等整備事業） 

防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整

備事業） 

国 土 交 通

省 
４ 92 

９ 
新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付

金） 
内閣府 

４，５，

６，７，８ 
93 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

 ※以下の記載は例示です。基本計画に記載する事業で、かつ国の支援措置を活用する場合は、例

示にない場合でも当該支援措置名を記載ください。 
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支援措置名 所管府省庁 対応章 ページ 

１ 都市構造再編集中支援事業 国土交通省 
４，５，

６，７，８ 
95 

２ 
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

防災・安全交付金（都市再生整備計画事業） 
国土交通省 

４，５，

６，７，８ 
96 

３ 空き家対策総合支援事業 国土交通省 ４，６ 97 

４ まちなかウォーカブル推進事業 国土交通省 ４，７，８ 98 

５ 

社会資本整備総合交付金（道路事業） 

防災・安全交付金（道路事業） 

連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等 

国土交通省 ４，８ 99 

６ 
社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事

業） 
国土交通省 ４，８ 100 

７ 都市・地域交通戦略推進事業 国土交通省 ４，８ 101 

８ 
社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 
国土交通省 ４ 101 

９ 
民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の

支援 
国土交通省 ４ 102 

10 都市開発資金（都市環境維持・改善事業資金） 国土交通省 ４ 102 

11 農村集落基盤再編・整備事業 農林水産省 ４ 103 

12 地域用水環境整備事業 農林水産省 ４ 103 

13 
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国宝・

重要文化財建造物保存修理強化対策事業） 
文部科学省 ４ 104 

14 
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝統的

建造物群基盤強化事業 ） 
文部科学省 ４ 104 

15 
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（歴史活

き活き！史跡等総合活用整備事業） 
文部科学省 ４ 104 

16 「低未利用土地権利設定等促進計画」制度 国土交通省 ４ 105 

17 「立地誘導促進施設協定」制度 国土交通省 ４ 105 

18 
社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 

防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 
国土交通省 ４ 106 

19 
社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 
国土交通省 ４ 106 

20 
社会資本整備総合交付金（都市公園・緑地等事業） 

防災・安全交付金（都市公園・緑地等事業） 
国土交通省 ４ 106 

21 
社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 
国土交通省 ４，６ 107 

22 

社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促

進事業） 

防災・安全交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

国土交通省 ４ 107 
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支援措置名 所管府省庁 対応章 ページ 

１ 都市構造再編集中支援事業 国土交通省 
４，５，

６，７，８ 
95 

２ 
社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

防災・安全交付金（都市再生整備計画事業） 
国土交通省 

４，５，

６，７，８ 
96 

３ 空き家対策総合支援事業 国土交通省 ４，６ 97 

４ まちなかウォーカブル推進事業 国土交通省 ４，７，８ 98 

５ 

社会資本整備総合交付金（道路事業） 

防災・安全交付金（道路事業） 

連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等 

国土交通省 ４，８ 99 

６ 
社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事

業） 
国土交通省 ４，８ 100 

７ 都市・地域交通戦略推進事業 国土交通省 ４，８ 101 

８ 
社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 
国土交通省 ４ 101 

９ 
民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の

支援 
国土交通省 ４ 102 

10 都市開発資金（都市環境維持・改善事業資金） 国土交通省 ４ 102 

11 農村集落基盤再編・整備事業 農林水産省 ４ 103 

12 地域用水環境整備事業 農林水産省 ４ 103 

13 
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国宝・

重要文化財建造物保存修理強化対策事業） 
文部科学省 ４ 104 

14 
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝統的

建造物群基盤強化事業 ） 
文部科学省 ４ 104 

15 
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（歴史活

き活き！史跡等総合活用整備事業） 
文部科学省 ４ 104 

16 「低未利用土地権利設定等促進計画」制度 国土交通省 ４ 105 

17 「立地誘導促進施設協定」制度 国土交通省 ４ 105 

18 
社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 

防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 
国土交通省 ４ 106 

19 
社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 
国土交通省 ４ 106 

20 
社会資本整備総合交付金（都市公園・緑地等事業） 

防災・安全交付金（都市公園・緑地等事業） 
国土交通省 ４ 106 

21 
社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 
国土交通省 ４，６ 107 

22 

社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促

進事業） 

防災・安全交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

国土交通省 ４ 107 
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23 医療提供体制施設整備交付金 厚生労働省 ５ 108 

24 社会福祉施設等施設整備費補助金 厚生労働省 ５ 108 

25 就学前教育・保育施設整備交付金 こども家庭庁 ５ 109 

26 保育対策総合支援事業費補助金 こども家庭庁 ５ 109 

27 公立文教施設の整備 文部科学省 ５ 109 

28 地域支援事業交付金 等 厚生労働省 ６ 110 

29 
地域少子化対策重点推進交付金（結婚・妊娠・共育

ての相談機会提供・支援プログラム ） 
こども家庭庁 ６ 110 

30 

中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商

業者等の設備投資資金等に対する低利融資（企業

活力強化貸付（企業活力強化資金）） 

経済産業省 ７ 111 

31 
大規模小売店舗立地法の特例（第二種大規模小売

店舗立地法特例区域） 
経済産業省 ７ 112 

32 食品流通拠点整備の推進 農林水産省 ７ 112 

33 地域少子化対策重点推進交付金 こども家庭庁 ７ 113 

34 地域再生エリアマネジメント負担金制度 内閣府 ７ 113 

35 商店街活性化促進事業計画に基づく措置 内閣府 ７ 114 

36 中心市街地・商店街等診断・サポート事業 経済産業省 ７ 114 

37 
中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事

業 
経済産業省 ７ 115 

38 中心市街地活性化協議会運営支援事業 経済産業省 ７ 116 

39 鉄道駅総合改善事業費補助 国土交通省 ８ 117 

40 

地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通確

保維持事業／地域公共交通バリア解消促進等事業

／地域公共交通調査等事業） 

国土交通省 ８ 117 

41 
鉄道施設総合安全対策事業費補助（踏切保安設備

整備） 
国土交通省 ８ 117 

42 

地下鉄など鉄道整備に対する補助（都市鉄道整備事

業費補助（地下高速鉄道／空港アクセス鉄道等）、

幹線鉄道等活性化事業費補助） 

国土交通省 ８ 118 

43 都市鉄道利便増進事業費補助 国土交通省 ８ 118 

44 地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備 国土交通省 ８ 119 

45 官民連携都市再生推進事業 国土交通省 ８ 119 

 

２．支援措置内容 

 

 基本方針の「第２章５．認定と連携した支援措置等について」及び本マニュアルⅤ．で整理し

た認定と連携した支援措置は、以下の区分のとおりとなります。 

基本計画に記載する支援措置の事項として、基本方針及び本マニュアルⅢ．４．～８．の「(2)
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23 医療提供体制施設整備交付金 厚生労働省 ５ 108 

24 社会福祉施設等施設整備費補助金 厚生労働省 ５ 108 

25 就学前教育・保育施設整備交付金 こども家庭庁 ５ 109 

26 保育対策総合支援事業費補助金 こども家庭庁 ５ 109 

27 公立文教施設の整備 文部科学省 ５ 109 

28 地域支援事業交付金 等 厚生労働省 ６ 110 

29 
地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援

事業） 
こども家庭庁 ６ 110 

30 

中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商

業者等の設備投資資金等に対する低利融資（企業

活力強化貸付（企業活力強化資金）） 

経済産業省 ７ 111 

31 
大規模小売店舗立地法の特例（第二種大規模小売

店舗立地法特例区域） 
経済産業省 ７ 112 

32 食品流通拠点整備の推進 農林水産省 ７ 112 

33 地域少子化対策重点推進交付金 こども家庭庁 ７ 113 

34 地域再生エリアマネジメント負担金制度 内閣府 ７ 113 

35 商店街活性化促進事業計画に基づく措置 内閣府 ７ 114 

36 中心市街地・商店街等診断・サポート事業 経済産業省 ７ 114 

37 
中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事

業 
経済産業省 ７ 115 

38 中心市街地活性化協議会運営支援事業 経済産業省 ７ 116 

39 鉄道駅総合改善事業費補助 国土交通省 ８ 117 

40 

地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通確

保維持事業／地域公共交通バリア解消促進等事業

／地域公共交通調査等事業） 

国土交通省 ８ 117 

41 
鉄道施設総合安全対策事業費補助（踏切保安設備

整備） 
国土交通省 ８ 117 

42 

地下鉄など鉄道整備に対する補助（都市鉄道整備事

業費補助（地下高速鉄道／空港アクセス鉄道等）、

幹線鉄道等活性化事業費補助） 

国土交通省 ８ 118 

43 都市鉄道利便増進事業費補助 国土交通省 ８ 118 

44 地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備 国土交通省 ８ 119 

45 官民連携まちなか再生推進事業 国土交通省 ８ 119 

 

２．支援措置内容 

 

 基本方針の「第２章５．認定と連携した支援措置等について」及び本マニュアルⅤ．で整理し

た認定と連携した支援措置は、以下の区分のとおりとなります。 

基本計画に記載する支援措置の事項として、基本方針及び本マニュアルⅢ．４．～８．の「(2)
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具体的事業の内容」に掲げられている事項については、様式第４（４．～８．［２］具体的事業

の内容）に記載してください。また、以下の支援措置に示される前述の事項以外については、

「その他の事項」欄に記載してください。 

なお、区分の「（１）法に定める特別の措置」、「（２）認定と連携した支援措置」について

は、関係行政機関の長の同意が必要となります。「（３）中心市街地の活性化に資するその他の

支援措置」については、認定にあたっての同意を改めて得る必要はありません。 

 

※１ 平成22年４月１日より国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金・交付金につい

ては、社会資本整備総合交付金として一部を除き原則一括化されたところです。 

社会資本整備総合交付金、個別補助金で支援する事業等の基本計画への記載について

は、内閣府地方創生推進事務局ホームページの中心市街地活性化基本計画認定申請マニュ

アルのページにあります「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考にしてください。 

この他、実施する事業の内容によっては、他の分野（Ａ．市街地の整備改善のための事

業 等）にそれぞれ位置づけることも可能です。 

 

※２ 平成26年８月１日より都市再生特別措置法の一部を改正する法律が施行され、中心市

街地を内包し、都市全体を対象とする、都市構造を再構築するための手厚い支援措置を講

ずることとしたところです。 

基本方針第１章１．においても、「中心市街地の活性化は、人口減少、高齢化などの我

が国の社会経済状況が大きく変化する中で、地方都市全体の活力の向上を図るための一環

として捉えていくことが重要であり、地域全体の居住環境の向上、医療・福祉といった機

能の確保といった都市構造の再構築の取組、地域公共交通の充実、更には農業を含む地域

活性化の取組等と一体となって、各施策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取

り組むことが必要である。」とされていることも踏まえ、基本計画の認定と連携した支援

措置等についてもこうした考え方のもとに活用が図られることが重要です。 

 

 ※３ 中心市街地活性化ソフト事業の基本計画への記載にあたっては、事業実施場所と中心市

街地活性化区域との関係性に応じた区域区分（区域内、区域外、区域内外）をその他の事

項欄に記載することや支援措置の実施時期を月単位で記載することなどが他の支援措置

と異なりますので、当該事業の「基本計画に記載する事項」の欄及び「留意事項等」の欄

をご確認頂くと共に、内閣府地方創生推進事務局ホームページの中心市街地活性化基本

計画認定申請マニュアルのページにあります「総務省の支援措置に係る中心市街地活性

化ソフト事業の記載例」を参考にしてください。 

      https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/ninteisinsei_manual.html 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例（法第16条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定基本計画に定められた土地区画整理事業であって地方公共団体、都市再

生機構又は地方住宅供給公社が施行するものの換地計画（認定基本計画におい
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具体的事業の内容」に掲げられている事項については、様式第４（４．～８．［２］具体的事業

の内容）に記載してください。また、以下の支援措置に示される前述の事項以外については、「そ

の他の事項」欄に記載してください。 

なお、区分の「（１）法に定める特別の措置」、「（２）認定と連携した支援措置」について

は、関係行政機関の長の同意が必要となります。「（３）中心市街地の活性化に資するその他の

支援措置」については、認定にあたっての同意を改めて得る必要はありません。 

 

※１ 平成22年４月１日より国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金・交付金について

は、社会資本整備総合交付金として一部を除き原則一括化されたところです。 

社会資本整備総合交付金、個別補助金で支援する事業等の基本計画への記載について

は、内閣府地方創生推進事務局ホームページの中心市街地活性化基本計画認定申請マニュ

アルのページにあります「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考にしてください。 

この他、実施する事業の内容によっては、他の分野（Ａ．市街地の整備改善のための事

業 等）にそれぞれ位置づけることも可能です。 

 

※２ 平成26年８月１日より都市再生特別措置法の一部を改正する法律が施行され、中心市街

地を内包し、都市全体を対象とする、都市構造を再構築するための手厚い支援措置を講ず

ることとしたところです。 

基本方針第１章１．においても、「中心市街地の活性化は、人口減少、高齢化などの我

が国の社会経済状況が大きく変化する中で、地方都市全体の活力の向上を図るための一環

として捉えていくことが重要であり、地域全体の居住環境の向上、医療・福祉といった機

能の確保といった都市構造の再構築の取組、地域公共交通の充実、更には農業を含む地域

活性化の取組等と一体となって、各施策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取

り組むことが必要である。」とされていることも踏まえ、基本計画の認定と連携した支援

措置等についてもこうした考え方のもとに活用が図られることが重要です。 

 

 ※３ 中心市街地活性化ソフト事業の基本計画への記載にあたっては、事業実施場所と中心市

街地活性化区域との関係性に応じた区域区分（区域内、区域外、区域内外）をその他の事

項欄に記載することや支援措置の実施時期を月単位で記載することなどが他の支援措置

と異なりますので、当該事業の「基本計画に記載する事項」の欄及び「留意事項等」の欄

をご確認頂くと共に、内閣府地方創生推進事務局ホームページの中心市街地活性化基本

計画認定申請マニュアルのページにあります「総務省の支援措置に係る中心市街地活性

化ソフト事業の記載例」を参考にしてください。 

      https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/ninteisinsei_manual.html 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例（法第16条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定基本計画に定められた土地区画整理事業であって地方公共団体、都市再

生機構又は地方住宅供給公社が施行するものの換地計画（認定基本計画におい

https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/ninteisinsei_manual.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/ninteisinsei_manual.html
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て定められた中心市街地（以下「認定中心市街地」という。）の区域内の宅地

について定められたものに限る。）においては、認定基本計画に土地区画整理

事業と併せてその整備が定められた都市福利施設（認定中心市街地の区域内の

住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。）で国、地方公共団体

等が設置するもの又は同様にその整備が定められた公営住宅等の用に供する

ため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めるこ

とができます。 

要件 本特例の対象となる保留地は、以下の要件を満たすことが必要です。 

① 認定基本計画において法第９条第２項第２号に掲げる事項として定めら

れた土地区画整理事業であって土地区画整理法第３条第４項、第３条の

２又は第３条の３の規定により施行するものの換地計画（認定中心市街

地の区域内の宅地について定められたもの限る。）において定める保留地

であること。 

② 当該特例による保留地を活用して整備する施設等が次のいずれかである

こと。 

ⅰ）都市福利施設（認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利

便のため必要な施設に限る。）で国、地方公共団体、中心市街地整備推

進機構その他政令で定める者が設置するもの（土地区画整理法第２条第

５項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において法第９条第２項

第３号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定め

られたものに限る。） 

ⅱ）公営住宅等（認定基本計画において法第９条第２項第４号に掲げる事

項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限

る。） 

③ 当該特例による保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行す

る土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他

の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同

意を得ること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下について

記載してください。 

・保留地の特例を活用し、土地区画整理事業と併せて整備する都市福利施設

及び公営住宅等の概要  

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.

html 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 路外駐車場についての都市公園の占用の特例（法第17条） 

所管府省庁 国土交通省  
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て定められた中心市街地（以下「認定中心市街地」という。）の区域内の宅地

について定められたものに限る。）においては、認定基本計画に土地区画整理

事業と併せてその整備が定められた都市福利施設（認定中心市街地の区域内の

住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。）で国、地方公共団体

等が設置するもの又は同様にその整備が定められた公営住宅等の用に供する

ため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めるこ

とができます。 

要件 本特例の対象となる保留地は、以下の要件を満たすことが必要です。 

④ 認定基本計画において法第９条第２項第２号に掲げる事項として定めら

れた土地区画整理事業であって土地区画整理法第３条第４項、第３条の２

又は第３条の３の規定により施行するものの換地計画（認定中心市街地の

区域内の宅地について定められたもの限る。）において定める保留地であ

ること。 

⑤ 当該特例による保留地を活用して整備する施設等が次のいずれかである

こと。 

ⅰ）都市福利施設（認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利

便のため必要な施設に限る。）で国、地方公共団体、中心市街地整備推

進機構その他政令で定める者が設置するもの（土地区画整理法第２条第

５項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において法第９条第２項

第３号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定め

られたものに限る。） 

ⅱ）公営住宅等（認定基本計画において法第９条第２項第４号に掲げる事

項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限

る。） 

⑥ 当該特例による保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する

土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の

宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を

得ること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下について

記載してください。 

・保留地の特例を活用し、土地区画整理事業と併せて整備する都市福利施設

及び公営住宅等の概要  

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.

html 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 路外駐車場についての都市公園の占用の特例（法第17条） 

所管府省庁 国土交通省  

http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html
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概要 都市公園の地下に設けられる、認定基本計画に定められた路外駐車場の整備

を行うに当たり、一定の要件を満たす場合、公園管理者は占用の許可を与える

ものとします。 

要件 本特例の対象となる駐車場は、以下の要件を満たすことが必要です。 

① 基本計画において、駐車場法第３条の駐車場整備地区内に整備されるべ

き同法第４条第２項第５号の主要な路外駐車場（都市計画において定め

られた路外駐車場を除く。）の整備に関する事項を定めた場合であって、

当該基本計画が法第９条第10項（第11条第２項において準用する場合を

含む）の認定を受け、駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に

関する事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備目標年次

を明らかにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めるこ

と。 

② 都市公園法第２条第１項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整

備に関する事業の計画の概要について、あらかじめ、公園管理者（同法第

２条の３の規定により公園を管理する者）の同意を得ること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかに、下記につい

て記載してください。 

・事業の規模 

・整備の目標年次 

・占用する都市公園の名称・種別・規模・管理主体 

留意事項等 都市公園の地下に設けられる路外駐車場は、都市公園法第７条第１項の規定

に基づく政令で定める技術的基準に適合していることが必要です。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中心市街地公共空地等の設置及び管理（法第18条、第19条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定中心市街地における一定規模以上の土地・建築物その他の工作物の所

有者との契約に基づいて、地方公共団体又は中心市街地整備推進機構が、緑

地・広場その他の公共空地・駐車場その他認定中心市街地の区域内の居住者

等の利用に供する施設を設置・管理することができるものです。 

要件 緑地・広場その他の公共空地を設置・管理する場合は300㎡以上、駐車場

を設置・管理する場合は500㎡以上の規模であることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

留意事項等 中心市街地整備推進機構は設置・管理している緑地における保存樹等につ

いて、保存義務等を負うこととなります。（法第61条、第62条） 
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概要 都市公園の地下に設けられる、認定基本計画に定められた路外駐車場の整備

を行うに当たり、一定の要件を満たす場合、公園管理者は占用の許可を与える

ものとします。 

要件 本特例の対象となる駐車場は、以下の要件を満たすことが必要です。 

③ 基本計画において、駐車場法第３条の駐車場整備地区内に整備されるべ

き同法第４条第２項第５号の主要な路外駐車場（都市計画において定め

られた路外駐車場を除く。）の整備に関する事項を定めた場合であって、

当該基本計画が法第９条第10項（第11条第２項において準用する場合を

含む）の認定を受け、駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に

関する事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備目標年次

を明らかにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めるこ

と。 

④ 都市公園法第２条第１項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整

備に関する事業の計画の概要について、あらかじめ、公園管理者（同法第

２条の３の規定により公園を管理する者）の同意を得ること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかに、下記につい

て記載してください。 

・事業の規模 

・整備の目標年次 

・占用する都市公園の名称・種別・規模・管理主体 

留意事項等 都市公園の地下に設けられる路外駐車場は、都市公園法第７条第１項の規定

に基づく政令で定める技術的基準に適合していることが必要です。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中心市街地公共空地等の設置及び管理（法第18条、第19条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定中心市街地における一定規模以上の土地・建築物その他の工作物の所

有者との契約に基づいて、地方公共団体又は中心市街地整備推進機構が、緑

地・広場その他の公共空地・駐車場その他認定中心市街地の区域内の居住者

等の利用に供する施設を設置・管理することができるものです。 

要件 緑地・広場その他の公共空地を設置・管理する場合は300㎡以上、駐車場

を設置・管理する場合は500㎡以上の規模であることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

留意事項等 中心市街地整備推進機構は設置・管理している緑地における保存樹等につ

いて、保存義務等を負うこととなります。（法第61条、第62条） 
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参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中心市街地共同住宅供給事業（法第22条～第34条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定中心市街地において、優良な共同住宅の供給を支援します。 

国は、法第30条に基づき、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費

用の一部を補助する地方公共団体、または、法第34条に基づき、同事業によ

り住宅の供給を行う地方公共団体に対して、その費用の一部を補助します。 

また、地方住宅供給公社においては、委託により、中心市街地共同住宅供

給事業の実施等が行うことができることとする特例措置があります。（法第

33条） 

要件 中心市街地共同住宅供給事業の実施に当たっては、基本計画に必要な事項

を記載して内閣総理大臣の認定を受けるとともに、具体の事業計画につい

て、法第22条に基づく市町村長による認定（地方公共団体が事業を実施する

場合を除く。）が必要です。 

なお、市町村による事業計画の認定に当たっては、特に以下の事項に留意

してください。 

・周辺の土地利用の状況等を十分に勘案して、良好な居住の環境の確保そ

の他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。 

・入居者の利便及び福祉の確保の観点から、入居者のため必要な駐車場が

確保されるよう配慮するとともに、高齢者等の入居が見込まれる場合に

おいては、住宅の設計・設備の設置について安全面等について配慮がな

されていること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・供給される予定の住宅戸数 

なお、中心市街地共同住宅供給事業の実施予定者として地方住宅供給公社

を位置付ける場合には、その必要性を記載してください。 

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例（法第35条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 地方住宅供給公社法第８条の規定に係わらず、認定市町村である市は地方

住宅供給公社を設立することができます。 
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参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中心市街地共同住宅供給事業（法第22条～第34条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定中心市街地において、優良な共同住宅の供給を支援します。 

国は、法第30条に基づき、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費

用の一部を補助する地方公共団体、または、法第34条に基づき、同事業によ

り住宅の供給を行う地方公共団体に対して、その費用の一部を補助します。 

また、地方住宅供給公社においては、委託により、中心市街地共同住宅供

給事業の実施等が行うことができることとする特例措置があります。（法第

33条） 

要件 中心市街地共同住宅供給事業の実施に当たっては、基本計画に必要な事項

を記載して内閣総理大臣の認定を受けるとともに、具体の事業計画につい

て、法第22条に基づく市町村長による認定（地方公共団体が事業を実施する

場合を除く。）が必要です。 

なお、市町村による事業計画の認定に当たっては、特に以下の事項に留意

してください。 

・周辺の土地利用の状況等を十分に勘案して、良好な居住の環境の確保そ

の他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。 

・入居者の利便及び福祉の確保の観点から、入居者のため必要な駐車場が

確保されるよう配慮するとともに、高齢者等の入居が見込まれる場合に

おいては、住宅の設計・設備の設置について安全面等について配慮がな

されていること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・供給される予定の住宅戸数 

なお、中心市街地共同住宅供給事業の実施予定者として地方住宅供給公社

を位置付ける場合には、その必要性を記載してください。 

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例（法第35条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 地方住宅供給公社法第８条の規定に係わらず、認定市町村である市は地方

住宅供給公社を設立することができます。 
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要件 特にありません。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下①につ

いて記載するとともに、支援措置の内容については、以下②のとおり記載し

てください。 

①  地方住宅供給公社設立の目的、 

 基本計画の目標達成のための位置付け及び必要性 

②  地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例 

留意事項等 法第35条の特例により地方住宅供給公社を設立しようとするに当たって

は、地方住宅供給公社法施行令の改正が必要となることから、あらかじめ、

国土交通省と協議が必要です。  

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店舗立地法特例区域）（法第

37条・第38条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の商業等

の活性化を図るため、認定中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設

又は変更の際の届出自体を不要とする等により、大規模小売店舗立地法の手

続を実質的に適用除外とするものです。 

要件 都道府県及び政令指定都市等が、認定中心市街地の全部又は一部を特例区

域として定めることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（「第一種大規模小売店舗立地法特例区域の設定」と記載） 

・措置の内容（「大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店舗立

地法特例区域）」と記載） 

留意事項等 市町村が本特例措置を活用する旨を基本計画に記載する場合においては、

特例区域の指定主体である都道府県の同意を得ていることが望まれます。ま

た、都道府県においては市町村と連携し、本特例措置制度の効果的な活用が

図られるよう努めてください。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/download

files/kaisetu-tokurei.pdf（スキーム・解説等） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadf

iles/qa-tokurei.pdf（質問及び回答集） 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 
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要件 特にありません。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下①につ

いて記載するとともに、支援措置の内容については、以下②のとおり記載し

てください。 

②  地方住宅供給公社設立の目的、 

 基本計画の目標達成のための位置付け及び必要性 

②  地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例 

留意事項等 法第35条の特例により地方住宅供給公社を設立しようとするに当たって

は、地方住宅供給公社法施行令の改正が必要となることから、あらかじめ、

国土交通省と協議が必要です。  

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店舗立地法特例区域）（法第

37条・第38条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の商業等

の活性化を図るため、認定中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設

又は変更の際の届出自体を不要とする等により、大規模小売店舗立地法の手

続を実質的に適用除外とするものです。 

要件 都道府県及び政令指定都市等が、認定中心市街地の全部又は一部を特例区

域として定めることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（「第一種大規模小売店舗立地法特例区域の設定」と記載） 

・措置の内容（「大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店舗立

地法特例区域）」と記載） 

留意事項等 市町村が本特例措置を活用する旨を基本計画に記載する場合においては、

特例区域の指定主体である都道府県の同意を得ていることが望まれます。ま

た、都道府県においては市町村と連携し、本特例措置制度の効果的な活用が

図られるよう努めてください。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/download

files/kaisetu-tokurei.pdf（スキーム・解説等） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadf

iles/qa-tokurei.pdf（質問及び回答集） 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
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支援措置名 民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大臣認定（法第42条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地活性化に向けて、まちづくり会社等の民間事業者が行うにぎ

わいを生み出すイベントの開催やまちの個性を発見するための研修等の

事業に対し、経済産業大臣が民間中心市街地商業活性化事業（以下「商業

活性化事業」という。）として事業計画の認定を行います。 

当該事業計画の認定を受けた民間事業者は、当該事業計画に基づいて実

施する事業に関し、以下の支援措置を受けることができます。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務（法第44条） 

・中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条） 

・株式会社日本政策金融公庫による低利融資 

要件 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する

事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協

議会の協議を経ていることが必要です。 

また、以下の要件を満たすことが必要です。 

・当該事業が小売業の顧客の増加や小売業者の経営の効率化を図る事業

であること。 

・事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎を有

しており、かつ、その役員に暴力団との関係その他の事情に照らして

業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。 

・事業等の実施スケジュールが明確であること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・事業名（商業活性化事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大臣認

定」と記載） 

認定に基づき「中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条）」を

活用する際はその旨記載してください。 

・その他の事項（活用する他の支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支援

措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行

うことが必要です。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意

見を付すことができます。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfi

les/no42_nintei.pdf 
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支援措置名 民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大臣認定（法第42条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地活性化に向けて、まちづくり会社等の民間事業者が行うにぎ

わいを生み出すイベントの開催やまちの個性を発見するための研修等の

事業に対し、経済産業大臣が民間中心市街地商業活性化事業（以下「商業

活性化事業」という。）として事業計画の認定を行います。 

当該事業計画の認定を受けた民間事業者は、当該事業計画に基づいて実

施する事業に関し、以下の支援措置を受けることができます。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務（法第44条） 

・中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条） 

・株式会社日本政策金融公庫による低利融資 

要件 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する

事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協

議会の協議を経ていることが必要です。 

また、以下の要件を満たすことが必要です。 

・当該事業が小売業の顧客の増加や小売業者の経営の効率化を図る事業

であること。 

・事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎を有

しており、かつ、その役員に暴力団との関係その他の事情に照らして

業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。 

・事業等の実施スケジュールが明確であること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・事業名（商業活性化事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「民間中心市街地商業活性化事業計画の経済産業大臣認

定」と記載） 

認定に基づき「中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条）」を

活用する際はその旨記載してください。 

・その他の事項（活用する他の支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支援

措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行

うことが必要です。この場合において、市町村は当該事業計画に関して意

見を付すことができます。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfi

les/no42_nintei.pdf 

 

 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no42_nintei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no42_nintei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no42_nintei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no42_nintei.pdf
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区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務（法第44条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 法第42条に基づき民間中心市街地商業活性化事業計画（以下「商業活性

化事業計画」という。）の認定を受けた中小企業者は、中心市街地におけ

る商業の活性化を促進させるため、テナントミックスやファシリティマネ

ジメント等のソフト事業を実施する際に、全国の各種事例の知見が蓄積さ

れている独立行政法人中小企業基盤整備機構から、運営ノウハウ等事業実

施のための情報提供や専門家の派遣等の協力を受けることができます。 

要件 法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定を受け、かつ、以下の要件

を満たすことが必要です。 

・事業実施主体が中小企業者であること。 

・小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業に

あっては、中小小売商業者の経営のために行う事業に限られます（展

示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業につ

いては、中小小売商業者のために行う事業に限られません。）。 

基本計画に

記載する事

項 

特にありません。 

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資金の充実を促進し、その

健全な成長、発展を図るための投資等の事業を行うことを目的としており、

その対象は、中小企業者一般ではなく、資本金の額が３億円以下の株式会社

を初回投資の対象としています。 

本特例措置は、法第42条に基づく民間中心市街地商業活性化事業計画（以

下「商業活性化事業計画」という。）の認定を受けた民間事業者の、資金調

達の多様化を図り、その事業活動を促進することを目的として、当該認定事

業者が資本金が３億円を超える中小企業者であっても、中小企業投資育成

株式会社による以下の措置が行えるようにするものです。 

・株式会社の設立に際して発行される株式の引受け及び保有 

・増資新株の引受け及び保有 

・新株予約権の引受け及び保有 

・新株予約権付社債等の引受け及び保有 
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区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 独立行政法人中小企業基盤整備機構による協力業務（法第44条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 法第42条に基づき民間中心市街地商業活性化事業計画（以下「商業活性

化事業計画」という。）の認定を受けた中小企業者は、中心市街地におけ

る商業の活性化を促進させるため、テナントミックスやファシリティマネ

ジメント等のソフト事業を実施する際に、全国の各種事例の知見が蓄積さ

れている独立行政法人中小企業基盤整備機構から、運営ノウハウ等事業実

施のための情報提供や専門家の派遣等の協力を受けることができます。 

要件 法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定を受け、かつ、以下の要件

を満たすことが必要です。 

・事業実施主体が中小企業者であること。 

・小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業に

あっては、中小小売商業者の経営のために行う事業に限られます（展

示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業につ

いては、中小小売商業者のために行う事業に限られません。）。 

基本計画に

記載する事

項 

特にありません。 

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中小企業投資育成株式会社法の特例（法第45条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資金の充実を促進し、その

健全な成長、発展を図るための投資等の事業を行うことを目的としており、

その対象は、中小企業者一般ではなく、資本金の額が３億円以下の株式会社

を初回投資の対象としています。 

本特例措置は、法第42条に基づく民間中心市街地商業活性化事業計画（以

下「商業活性化事業計画」という。）の認定を受けた民間事業者の、資金調

達の多様化を図り、その事業活動を促進することを目的として、当該認定事

業者が資本金が３億円を超える中小企業者であっても、中小企業投資育成

株式会社による以下の措置が行えるようにするものです。 

・株式会社の設立に際して発行される株式の引受け及び保有 

・増資新株の引受け及び保有 

・新株予約権の引受け及び保有 

・新株予約権付社債等の引受け及び保有 
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要件 法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定を受けることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

商業活性化事業の措置の内容の欄に「中小企業投資育成株式会社法の特

例」と記載してください。 

留意事項等 本特例措置の活用については、別途中小企業投資育成株式会社の審査を

経て投資の可否が決定されます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務

大臣認定（法第７条第７項、第48条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中小小売商業者等が認定中心市街地において行う、業種構成・店舗配置、

基盤整備及びソフト事業を総合的に推進し、周辺地域への波及効果の認め

られる商店街等中小小売商業の高度化を図る施設を整備する事業に対し、

経済産業大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事業計

画」という。）の認定を行います。 

具体的には、①共同施設の設置、商店街の空き店舗を活用したテナントの

誘致や店舗の計画的な建て替え等を実施する経営近代化事業、②集団で立

地環境の良い新たな区域に移転等を行い、営業に必要な店舗、倉庫、事務所

等を設置するほか、種々の共同事業の一環として集会場、イベント広場、駐

車場等の整備等を実施する基盤強化整備事業、③ショッピングセンタータ

イプの店舗やそれと併設される施設を設置する共同店舗等整備事業等がこ

れに当たります。 

当該事業計画の認定を受けた民間事業者は、法第53条に基づく中小企業

信用保険法の特例を受けることができます。また、都道府県と独立行政法人

中小企業基盤整備機構による高度化事業の貸し付けが無利子となります。 

要件 中小小売商業高度化事業は、法第７条第７項に規定する事業であること

が必要で、本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっ

ては、認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ているこ

とが必要です。 

また、中心市街地の活性化に関する法律施行令第12条及び経済産業省関

係中心市街地の活性化に関する法律施行規則（以下「経済産業省関係施行規

則」という。）第12条及び第13条、別途定める認定の基準を満たすことが必

要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。 

その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 
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要件 法第42条に基づく商業活性化事業計画の認定を受けることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

商業活性化事業の措置の内容の欄に「中小企業投資育成株式会社法の特

例」と記載してください。 

留意事項等 本特例措置の活用については、別途中小企業投資育成株式会社の審査を

経て投資の可否が決定されます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務

大臣認定（法第７条第７項、第48条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中小小売商業者等が認定中心市街地において行う、業種構成・店舗配置、

基盤整備及びソフト事業を総合的に推進し、周辺地域への波及効果の認め

られる商店街等中小小売商業の高度化を図る施設を整備する事業に対し、

経済産業大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事業計

画」という。）の認定を行います。 

具体的には、①共同施設の設置、商店街の空き店舗を活用したテナントの

誘致や店舗の計画的な建て替え等を実施する経営近代化事業、②集団で立

地環境の良い新たな区域に移転等を行い、営業に必要な店舗、倉庫、事務所

等を設置するほか、種々の共同事業の一環として集会場、イベント広場、駐

車場等の整備等を実施する基盤強化整備事業、③ショッピングセンタータ

イプの店舗やそれと併設される施設を設置する共同店舗等整備事業等がこ

れに当たります。 

当該事業計画の認定を受けた民間事業者は、法第53条に基づく中小企業

信用保険法の特例を受けることができます。また、都道府県と独立行政法人

中小企業基盤整備機構による高度化事業の貸し付けが無利子となります。 

要件 中小小売商業高度化事業は、法第７条第７項に規定する事業であること

が必要で、本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっ

ては、認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ているこ

とが必要です。 

また、中心市街地の活性化に関する法律施行令第12条及び経済産業省関

係中心市街地の活性化に関する法律施行規則（以下「経済産業省関係施行規

則」という。）第12条及び第13条、別途定める認定の基準を満たすことが必

要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。 

その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 
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・事業名（中小小売商業高度化事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性

化事業計画の経済産業大臣認定」と記載） 

・その他の事項（活用する支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支

援措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

また、以下の事項についても記載してください。 

① 当該中心市街地における他の商店街へ当該中小小売商業高度化事業

が与える影響（当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街

等の来街者数の現況等） 

② 個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上に与える影響及

び商店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上に与える影

響 

③基本計画における当該中小小売商業高度化事業の位置づけ 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行

うことが必要です。 

この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことがで

きます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務

大臣認定（法第７条第８項、第48条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 まちづくり会社等の民間事業者が認定中心市街地において実施する、商業

基盤施設又は相当規模の商業施設の整備を行う事業に対し、経済産業大臣が

特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事業計画」という。）

の認定を行います。 

認定特定民間中心市街地活性化事業者が、当該事業計画に基づく事業を行

う場合には、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化事

業の貸し付けが無利子となります。 

要件 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する

事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協

議会の協議を経ていることが必要です。 

また、特定商業施設等整備事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

① 事業の実施地域が、一定の商業集積が見られ、公共公益施設が一つ以

上存在し、さらに、電車、バス等の公共交通機関による来訪が可能な

地域であること。 
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・事業名（中小小売商業高度化事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性

化事業計画の経済産業大臣認定」と記載） 

・その他の事項（活用する支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支

援措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

また、以下の事項についても記載してください。 

③ 当該中心市街地における他の商店街へ当該中小小売商業高度化事業

が与える影響（当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街

等の来街者数の現況等） 

④ 個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上に与える影響及

び商店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上に与える影

響 

③基本計画における当該中小小売商業高度化事業の位置づけ 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行

うことが必要です。 

この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことがで

きます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務

大臣認定（法第７条第８項、第48条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 まちづくり会社等の民間事業者が認定中心市街地において実施する、商業

基盤施設又は相当規模の商業施設の整備を行う事業に対し、経済産業大臣が

特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事業計画」という。）

の認定を行います。 

認定特定民間中心市街地活性化事業者が、当該事業計画に基づく事業を行

う場合には、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化事

業の貸し付けが無利子となります。 

要件 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請に当たっては、実施する

事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画について協

議会の協議を経ていることが必要です。 

また、特定商業施設等整備事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

③ 事業の実施地域が、一定の商業集積が見られ、公共公益施設が一つ以

上存在し、さらに、電車、バス等の公共交通機関による来訪が可能な

地域であること。 
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P18 

② 整備する施設が、商業施設の場合は原則500㎡以上、商業基盤施設の場

合は、周辺の小売業者の顧客その他の地域住民の利便の増進又は周辺

の相当数の小売業の業務の円滑な実施に資するものであること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（特定商業施設等整備事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性

化事業計画の経済産業大臣認定」と記載） 

・その他の事項（活用する支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支援

措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

留意事項等  経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行

うことが必要です。 

 この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことがで

きます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定（法第７条第

12項、第50条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 民間事業者が認定中心市街地において実施する、地域住民や自治体の強い

コミットメントがあり、かつ、経済効果の高い民間プロジェクトに対し、経

済産業大臣が特定民間中心市街地経済活力向上事業計画（以下「経済活力向

上事業計画」という。）の認定を行います。 

経済活力向上事業計画の認定を受けた民間事業者は、以下の支援措置を受

けることができます。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の資金の貸付制度

（法第52条第２項） 

・中小企業信用保険法の特例（法第53条） 

・大規模小売店舗立地法の特例（法第58条） 

・株式会社日本政策金融公庫による低利融資 

要件 経済産業大臣による経済活力向上事業計画の認定の申請に当たっては、

実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画に

ついて協議会の協議を経ていることが必要です。 

また、以下の要件を満たすことが必要です。 

① 実施する特定民間中心市街地経済活力向上事業（以下「経済活力向上

事業」という。）で実施する事業は中小小売商業高度化事業、特定商
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P18 

④ 整備する施設が、商業施設の場合は原則500㎡以上、商業基盤施設の場

合は、周辺の小売業者の顧客その他の地域住民の利便の増進又は周辺

の相当数の小売業の業務の円滑な実施に資するものであること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（特定商業施設等整備事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性

化事業計画の経済産業大臣認定」と記載） 

・その他の事項（活用する支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支援

措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

留意事項等  経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行

うことが必要です。 

 この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことがで

きます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定（法第７条第

12項、第50条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 民間事業者が認定中心市街地において実施する、地域住民や自治体の強い

コミットメントがあり、かつ、経済効果の高い民間プロジェクトに対し、経

済産業大臣が特定民間中心市街地経済活力向上事業計画（以下「経済活力向

上事業計画」という。）の認定を行います。 

経済活力向上事業計画の認定を受けた民間事業者は、以下の支援措置を受

けることができます。 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の資金の貸付制度

（法第52条第２項） 

・中小企業信用保険法の特例（法第53条） 

・大規模小売店舗立地法の特例（法第58条） 

・株式会社日本政策金融公庫による低利融資 

要件 経済産業大臣による経済活力向上事業計画の認定の申請に当たっては、

実施する事業が認定基本計画に記載された事業であって、当該事業計画に

ついて協議会の協議を経ていることが必要です。 

また、以下の要件を満たすことが必要です。 

③ 実施する特定民間中心市街地経済活力向上事業（以下「経済活力向上

事業」という。）で実施する事業は中小小売商業高度化事業、特定商
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業施設等整備事業、都市型新事業であり、各事業について法第７条に

定める要件をそれぞれ満たすこと。 

② 目標の設定に関して以下ｉ）からⅲ）までの要件を全て満たすこと。 

ⅰ）以下のいずれかの指標を達成することが、当該事業の事業計画に

照らして十分に見込まれること。 

一．「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の４倍以上であるこ

と。 

二．「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の１％以上

であること。 

三．「年間平均雇用人数」が、50人以上であること。 

ⅱ）周辺地域の経済活力を向上させる波及効果が見込まれること。 

来訪者、就業者、売上高の増加が、事業実施区域に止まらず、当該

事業実施区域を含んだ中心市街地及びその周辺地域に対して、どの

ような形で寄与するか以下の観点から説明されていること。 

一．当該中心市街地及び周辺地域の商圏や来訪者等に関する分析に

基づき、当該地域に対する集客や売上高等に関する効果が相当程

度あること。 

二．当該中心市街地において商業・居住・公共サービス等の多様な都

市機能の集積に資する事業であること。 

ⅲ）以下のいずれかの形で、地域住民や市町村の強いコミットメント

が示されていること。 

一．当該事業実施区域の地権者から当該事業者に対し、安価な地代

あるいは当該事業の収益に連動する地代によって貸付けが行われ

ていること。 

二．当該中心市街地の相当数の住民、商業・サービス業者から、当該

事業者が出資、貸付け又は寄付（いずれも現物を含む。）を受けて

いること。 

三．当該市町村から当該事業に要する経費の相当部分について貸付

けが行われていること。 

四．当該市町村の議会において、当該事業を推進すべきである旨の

決議がなされていること。 

五．その他、上記と同等以上の強いコミットメントを当該中心市街

地の関係者や当該市町村が行っていると認められること。 

ⅳ）事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎

を有しており、かつ、その役員に暴力団員との関係その他の事情に

照らして業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。 

ⅴ）確実に実施される見込みがあることとして、事業の実施時期や必

要な資金の額及びその調達方法が、事業を実施するにあたり無理の

無いものであることが説明されていること。 

基本計画に 基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ
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業施設等整備事業、都市型新事業であり、各事業について法第７条に

定める要件をそれぞれ満たすこと。 

④ 目標の設定に関して以下ｉ）からⅲ）までの要件を全て満たすこと。 

ⅰ）以下のいずれかの指標を達成することが、当該事業の事業計画に

照らして十分に見込まれること。 

一．「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の４倍以上であるこ

と。 

二．「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の１％以上

であること。 

三．「年間平均雇用人数」が、50人以上であること。 

ⅱ）周辺地域の経済活力を向上させる波及効果が見込まれること。 

来訪者、就業者、売上高の増加が、事業実施区域に止まらず、当該

事業実施区域を含んだ中心市街地及びその周辺地域に対して、どの

ような形で寄与するか以下の観点から説明されていること。 

一．当該中心市街地及び周辺地域の商圏や来訪者等に関する分析に

基づき、当該地域に対する集客や売上高等に関する効果が相当程

度あること。 

二．当該中心市街地において商業・居住・公共サービス等の多様な都

市機能の集積に資する事業であること。 

ⅲ）以下のいずれかの形で、地域住民や市町村の強いコミットメント

が示されていること。 

一．当該事業実施区域の地権者から当該事業者に対し、安価な地代

あるいは当該事業の収益に連動する地代によって貸付けが行われ

ていること。 

二．当該中心市街地の相当数の住民、商業・サービス業者から、当該

事業者が出資、貸付け又は寄付（いずれも現物を含む。）を受けて

いること。 

三．当該市町村から当該事業に要する経費の相当部分について貸付

けが行われていること。 

四．当該市町村の議会において、当該事業を推進すべきである旨の

決議がなされていること。 

五．その他、上記と同等以上の強いコミットメントを当該中心市街

地の関係者や当該市町村が行っていると認められること。 

ⅳ）事業実施主体が、必要な体制、知識及び経験並びに経理的な基礎

を有しており、かつ、その役員に暴力団員との関係その他の事情に

照らして業務の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。 

ⅴ）確実に実施される見込みがあることとして、事業の実施時期や必

要な資金の額及びその調達方法が、事業を実施するにあたり無理の

無いものであることが説明されていること。 

基本計画に 基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P20 

 

 

 

 

 

 

記載する事

項 

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（経済活力向上事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大

臣認定」と記載） 

認定に基づき「独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の

資金の貸付制度（法第52条第２項）」、「中小企業信用保険法の特例（法

第53条）」、「大規模小売店舗立地法の特例（法第58条）」を活用する

際はその旨記載してください。 

・その他の事項（活用する支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支援

措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

また、当該事業が、中小小売商業高度化事業の場合は、以下の事項につい

ても記載してください。 

ⅰ）当該中心市街地における他の商店街へ当該中小小売商業高度化事業が

与える影響（当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街等の

来街者数の現況等） 

ⅱ）個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力に与える影響及び商店

街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力に与える影響 

ⅲ）基本計画における、当該中小小売商業高度化事業の位置づけ 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行う

ことが必要です。 

この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができ

ます。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfil

es/no50_nintei.pdf 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の資金の貸付制度（法

第52条第２項） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構が市町村と協調して、法第50条に基づ

く認定を受けた経済活力向上事業計画に基づいて実施する事業に対し、必要

な資金の一部を無利子貸付するものです。 

・貸付割合：貸付対象事業費の80％以内 

・貸付対象：土地、建物、構築物、設備 

要件 本制度は以下の要件を満たすことが必要です。 

・法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計画に基づき実施する

事業であること 
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記載する事

項 

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（経済活力向上事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大

臣認定」と記載） 

認定に基づき「独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の

資金の貸付制度（法第52条第２項）」、「中小企業信用保険法の特例（法

第53条）」、「大規模小売店舗立地法の特例（法第58条）」を活用する

際はその旨記載してください。 

・その他の事項（活用する支援措置の名称を記載） 

この事項に記載した支援措置については、「（２）認定と連携した支援

措置」、又は「（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置」

の事項に再掲してください。 

また、当該事業が、中小小売商業高度化事業の場合は、以下の事項につい

ても記載してください。 

ⅰ）当該中心市街地における他の商店街へ当該中小小売商業高度化事業が

与える影響（当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街等の

来街者数の現況等） 

ⅱ）個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力に与える影響及び商店

街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力に与える影響 

ⅲ）基本計画における、当該中小小売商業高度化事業の位置づけ 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、市町村を経由して行う

ことが必要です。 

この場合において、市町村は当該事業計画に関して意見を付すことができ

ます。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfil

es/no50_nintei.pdf 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由の資金の貸付制度（法

第52条第２項） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構が市町村と協調して、法第50条に基づ

く認定を受けた経済活力向上事業計画に基づいて実施する事業に対し、必要

な資金の一部を無利子貸付するものです。 

・貸付割合：貸付対象事業費の80％以内 

・貸付対象：土地、建物、構築物、設備 

要件 本制度は以下の要件を満たすことが必要です。 

・法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計画に基づき実施する

事業であること 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no50_nintei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no50_nintei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no50_nintei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/downloadfiles/no50_nintei.pdf
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・事業実施主体及び事業内容が経済産業省関係施行規則第17条及び第18条

に該当すること 

基本計画に

記載する事

項 

本措置を活用する場合には、経済活力向上事業の措置の内容の欄に、法第

52条第２項に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由

の資金の貸付制度を活用する旨を記載してください（個々の事業の措置内容

として再掲する必要はありません。）。 

留意事項等 ・市町村が貸付事業を行うのに必要な規程、体制等を整備していることが必

要です。 

・本貸付制度を活用する際には、市町村及び独立行政法人中小企業基盤整備

機構の審査を経て貸付けの可否が決定されます。 

参考ＵＲＬ https://www.smrj.go.jp/sme/funding/municipalities_loan/index.html 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中小企業信用保険法の特例（法第53条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 本特例措置は、中小企業信用保険法の規定における、普通保険、無担保保

険、特別小口保険について、中心市街地商業等活性化関連保証を受けた中小

企業者に係るものは、その保険関係の限度額をその他の保険関係の限度額と

別に定めることができるものです。 

また、認定された特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事

業計画」という。）又は認定経済活力向上事業計画に基づく中小小売商業高

度化事業又は特定事業を実施する公益法人については、同法における中小企

業者とみなして、同法を適用し、普通保険、無担保保険の保険であって、特

定会社や公益法人が行う当該事業の実施に必要な資金に係るものについて

は、普通保険、無担保保険の限度額を２倍に拡大するものです。 

さらに、中心市街地商業等活性化関連保証及び中心市街地商業等活性化支

援関連保証について、普通保険のてん補率を、70/100から80/100に引き上げ、

保険料を、同法第４条の規定に関わらず、保険金額の年２/100以内において

政令で定める率を乗じた額に引き下げる措置を講ずるものです。 

要件 法第７条第７項第１号から第７号に定める中小小売商業高度化事業又は

同条第10項第１号に掲げる特定事業に係る特定民間事業計画又は経済活力

向上事業計画の認定が必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

本特例措置を活用する場合には、特定民間中心市街地活性化事業又は経済

活力向上事業の措置の内容の欄に、法第53条に基づく中小企業信用保険法の

特例を活用する旨を記載してください（個々の事業の措置内容として再掲す

る必要はありません。）。 

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 
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・事業実施主体及び事業内容が経済産業省関係施行規則第17条及び第18条

に該当すること 

基本計画に

記載する事

項 

本措置を活用する場合には、経済活力向上事業の措置の内容の欄に、法第

52条第２項に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村経由

の資金の貸付制度を活用する旨を記載してください（個々の事業の措置内容

として再掲する必要はありません。）。 

留意事項等 ・市町村が貸付事業を行うのに必要な規程、体制等を整備していることが必

要です。 

・本貸付制度を活用する際には、市町村及び独立行政法人中小企業基盤整備

機構の審査を経て貸付けの可否が決定されます。 

参考ＵＲＬ https://www.smrj.go.jp/sme/funding/municipalities_loan/index.html 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中小企業信用保険法の特例（法第53条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 本特例措置は、中小企業信用保険法の規定における、普通保険、無担保保

険、特別小口保険について、中心市街地商業等活性化関連保証を受けた中小

企業者に係るものは、その保険関係の限度額をその他の保険関係の限度額と

別に定めることができるものです。 

また、認定された特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事

業計画」という。）又は認定経済活力向上事業計画に基づく中小小売商業高

度化事業又は特定事業を実施する公益法人については、同法における中小企

業者とみなして、同法を適用し、普通保険、無担保保険の保険であって、特

定会社や公益法人が行う当該事業の実施に必要な資金に係るものについて

は、普通保険、無担保保険の限度額を２倍に拡大するものです。 

さらに、中心市街地商業等活性化関連保証及び中心市街地商業等活性化支

援関連保証について、普通保険のてん補率を、70/100から80/100に引き上げ、

保険料を、同法第４条の規定に関わらず、保険金額の年２/100以内において

政令で定める率を乗じた額に引き下げる措置を講ずるものです。 

要件 法第７条第７項第１号から第７号に定める中小小売商業高度化事業又は

同条第10項第１号に掲げる特定事業に係る特定民間事業計画又は経済活力

向上事業計画の認定が必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

本特例措置を活用する場合には、特定民間中心市街地活性化事業又は経済

活力向上事業の措置の内容の欄に、法第53条に基づく中小企業信用保険法の

特例を活用する旨を記載してください（個々の事業の措置内容として再掲す

る必要はありません。）。 

留意事項等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

https://www.smrj.go.jp/sme/funding/municipalities_loan/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/funding/municipalities_loan/index.html
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区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する大規模小売店舗立地法

の特例（法第58条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の経済活

力の向上を図るため、法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計

画に基づいて実施する事業が、大規模小売店舗を立地する事業の場合、法第

37条に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域と同様に、大規模小

売店舗立地法の新設又は変更の際の届出自体を不要とする等により、大規模

小売店舗立地法の手続を実質的に適用除外とするものです。 

要件 法第50条に定める経済活力向上事業計画に、本特例を活用する旨及び本

特例を活用して設置しようとする大規模小売店舗の所在地並びに経済産業

省関係施行規則第16条に規定する事項を記載した上で、当該事業計画の認

定を受けることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

特例措置を活用する場合には、経済活力向上事業の措置の内容の欄に「大

規模小売店舗立地法の特例」と記載してください（個々の事業の措置内容と

して再掲する必要はありません。）。 

留意事項等 ・法第50条に基づく経済活力向上事業計画に本特例を活用する旨の記載が

あった場合、経済産業大臣がその認定に際し、都道府県知事に協議するこ

ととなりますので、事前に都道府県にその概要等を連絡、情報共有してく

ださい。 

・都道府県知事は同意に際し、必要と認める場合は、事業者に対し、地域住

民等への説明会の開催等を求めることができます。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/download

files/kaisetu-tokurei.pdf（スキーム・解説等） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadf

iles/qa-tokurei.pdf（質問及び回答集） 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 共通乗車船券（法第40条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 鉄道、索道（ロープウェー等）、軌道（路面電車等）、バス、旅客船を

対象とする共通乗車船券の導入について法第40条に基づく届出を行った

場合、関係事業法規に基づく届出を行ったものとみなす特例を設け、窓口

の一元化、ワンストップサービスによる手続きの迅速化により、運送事業

者の事務負担を軽減し、共通乗車船券の発行の促進を図るものです。 

これにより、運賃及び料金の割引による移動に係る費用負担及び乗り換

えの度ごとに切符を買う手間が省けることによる心理的負担を軽減し、公
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区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する大規模小売店舗立地法

の特例（法第58条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の経済活

力の向上を図るため、法第50条に基づく認定を受けた経済活力向上事業計

画に基づいて実施する事業が、大規模小売店舗を立地する事業の場合、法第

37条に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域と同様に、大規模小

売店舗立地法の新設又は変更の際の届出自体を不要とする等により、大規模

小売店舗立地法の手続を実質的に適用除外とするものです。 

要件 法第50条に定める経済活力向上事業計画に、本特例を活用する旨及び本

特例を活用して設置しようとする大規模小売店舗の所在地並びに経済産業

省関係施行規則第16条に規定する事項を記載した上で、当該事業計画の認

定を受けることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

特例措置を活用する場合には、経済活力向上事業の措置の内容の欄に「大

規模小売店舗立地法の特例」と記載してください（個々の事業の措置内容と

して再掲する必要はありません。）。 

留意事項等 ・法第50条に基づく経済活力向上事業計画に本特例を活用する旨の記載が

あった場合、経済産業大臣がその認定に際し、都道府県知事に協議するこ

ととなりますので、事前に都道府県にその概要等を連絡、情報共有してく

ださい。 

・都道府県知事は同意に際し、必要と認める場合は、事業者に対し、地域住

民等への説明会の開催等を求めることができます。 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/download

files/kaisetu-tokurei.pdf（スキーム・解説等） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadf

iles/qa-tokurei.pdf（質問及び回答集） 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 共通乗車船券（法第40条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 鉄道、索道（ロープウェー等）、軌道（路面電車等）、バス、旅客船を

対象とする共通乗車船券の導入について法第40条に基づく届出を行った

場合、関係事業法規に基づく届出を行ったものとみなす特例を設け、窓口

の一元化、ワンストップサービスによる手続きの迅速化により、運送事業

者の事務負担を軽減し、共通乗車船券の発行の促進を図るものです。 

これにより、運賃及び料金の割引による移動に係る費用負担及び乗り換

えの度ごとに切符を買う手間が省けることによる心理的負担を軽減し、公

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
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共交通機関の利用者の利便の増進を図り、中心市街地へのアクセス向上及

び中心市街地における移動円滑化を図るものです。 

要件 本特例に係る共通乗車船券は、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定

中心市街地内を移動する旅客を対象とし、二以上の運送事業者が定める期

間、区間等の条件の範囲内で、各旅客運送機関を利用できるものです。 

本特例を活用するに当たっては、基本計画に記載し、認定を受ける必要が

あります。 

なお、二以上の運送事業者には、鉄道・バスといった異種モード間をま

たがる場合のみならず、同種のモードの場合も含まれ、また、二以上の運

送事業を行う一事業者（例えば、鉄道事業と自動車運送事業を行う事業者）

も含まれます。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあ

りません。 

留意事項等 当該事業の着実かつ円滑な実施の確保を図る観点から、事前に十分、運

送事業者間の調整を行う必要があります。 

なお、法第40条第１項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の

割引の届出をしようとする運送事業者は、国土交通省関係施行規則第49条

に定める届出書を共同で提出する必要があります。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 道路の占用の特例（法第41条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 道路法上、道路を占用しようとするときは、道路管理者の許可を受けなけ

ればならないとされており、当該許可にあたっては、道路の敷地外に余地が

ないためにやむを得ないこと（以下「無余地性」という。）等の許可基準に

適合する必要があります。 

本特例の活用により、認定基本計画に記載された施設等の道路の占用であ

り、道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域に設けられる施設

等であること等の要件に該当する場合において、当該認定基本計画の期間内

に限り無余地性の基準にかかわらず、道路敷地外に余地があっても道路の占

用が可能となるものです。 

要件 基本計画に道路の占用許可に関する事項（対象施設等（中心市街地の活性

化に関する法律施行令第５条に規定するものに限る。）、占用しようとする

場所等）が記載されており、 

①道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域に設けられる施設

（当該指定に係る種類のものに限る。）であること 
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共交通機関の利用者の利便の増進を図り、中心市街地へのアクセス向上及

び中心市街地における移動円滑化を図るものです。 

要件 本特例に係る共通乗車船券は、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定

中心市街地内を移動する旅客を対象とし、二以上の運送事業者が定める期

間、区間等の条件の範囲内で、各旅客運送機関を利用できるものです。 

本特例を活用するに当たっては、基本計画に記載し、認定を受ける必要が

あります。 

なお、二以上の運送事業者には、鉄道・バスといった異種モード間をま

たがる場合のみならず、同種のモードの場合も含まれ、また、二以上の運

送事業を行う一事業者（例えば、鉄道事業と自動車運送事業を行う事業者）

も含まれます。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあ

りません。 

留意事項等 当該事業の着実かつ円滑な実施の確保を図る観点から、事前に十分、運

送事業者間の調整を行う必要があります。 

なお、法第40条第１項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の

割引の届出をしようとする運送事業者は、国土交通省関係施行規則第49条

に定める届出書を共同で提出する必要があります。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 道路の占用の特例（法第41条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 道路法上、道路を占用しようとするときは、道路管理者の許可を受けなけ

ればならないとされており、当該許可にあたっては、道路の敷地外に余地が

ないためにやむを得ないこと（以下「無余地性」という。）等の許可基準に

適合する必要があります。 

本特例の活用により、認定基本計画に記載された施設等の道路の占用であ

り、道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域に設けられる施設

等であること等の要件に該当する場合において、当該認定基本計画の期間内

に限り無余地性の基準にかかわらず、道路敷地外に余地があっても道路の占

用が可能となるものです。 

要件 基本計画に道路の占用許可に関する事項（対象施設等（中心市街地の活性

化に関する法律施行令第５条に規定するものに限る。）、占用しようとする

場所等）が記載されており、 

①道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域に設けられる施設

（当該指定に係る種類のものに限る。）であること 
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②道路法第33条の政令に定める基準に適合すること 

③安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして中心市街地の活

性化に関する法律施行令第11条の規定に適合すること 

が必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（道路の占用の特例を活用して行う個々の事業名） 

・措置の内容（道路の占用の特例を活用する旨） 

留意事項等 ・市町村が、基本計画に道路の占用許可に関する事項を記載しようとする際

には、あらかじめ道路管理者及び都道府県公安委員会の同意を得ることが

必要です。 

・道路管理者の同意を得た際に提出した書類（占用の主体、占用物件、占用

区域及び期間の分かるもの）の写しを添付してください。 

・都道府県公安委員会の同意書及び都道府県公安委員会へ提出した書類の

写しを添付してください。 

・占用主体は、原則、道路管理者が設置する「特例道路占用区域に係る占用

主体の選定のための委員会」によって選定されます。 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html  

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 都市型新事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定（法

第７条第10項第１号、第48条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 民間事業者が認定中心市街地において、中心市街地に集まる個人消費者や

事業者等のニーズに対応した商品・サービスの提供を行う都市型新事業を実

施する企業等の立地を促進するための施設を整備することにより、中心市街

地における活発な事業活動の展開を図る事業に対し、経済産業大臣が特定民

間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事業計画」という。）の認定

を行います。 

なお、当該認定特定民間事業の認定を受けた者は、法第53条に基づく中小

企業信用保険法の特例を受けることができます。 

要件 本事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

① 施設の機能 

整備する施設は、都市型新事業を実施する事業者が入居して事業展

開スペースとして利用する機能（賃貸型事業場等）、新商品・新役務に

係る研究開発等を促進する機能（共同研究施設・産学連携支援施設等）、

研究開発や事業化を支援する機能（インキュベータ等）、市場の動向や

ニーズ把握を行う機能（情報交流施設等）又は需要者との接触を通じて

新事業展開を促進する機能（展示・販売施設等）を有する施設であるこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②道路法第33条の政令に定める基準に適合すること 

③安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして中心市街地の活

性化に関する法律施行令第11条の規定に適合すること 

が必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（道路の占用の特例を活用して行う個々の事業名） 

・措置の内容（道路の占用の特例を活用する旨） 

留意事項等 ・市町村が、基本計画に道路の占用許可に関する事項を記載しようとする際

には、あらかじめ道路管理者及び都道府県公安委員会の同意を得ることが

必要です。 

・道路管理者の同意を得た際に提出した書類（占用の主体、占用物件、占用

区域及び期間の分かるもの）の写しを添付してください。 

・都道府県公安委員会の同意書及び都道府県公安委員会へ提出した書類の

写しを添付してください。 

・占用主体は、原則、道路管理者が設置する「特例道路占用区域に係る占用

主体の選定のための委員会」によって選定されます。 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html  

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 都市型新事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定（法

第７条第10項第１号、第48条） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 民間事業者が認定中心市街地において、中心市街地に集まる個人消費者や

事業者等のニーズに対応した商品・サービスの提供を行う都市型新事業を実

施する企業等の立地を促進するための施設を整備することにより、中心市街

地における活発な事業活動の展開を図る事業に対し、経済産業大臣が特定民

間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間事業計画」という。）の認定

を行います。 

なお、当該認定特定民間事業の認定を受けた者は、法第53条に基づく中小

企業信用保険法の特例を受けることができます。 

要件 本事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

⑤ 施設の機能 

整備する施設は、都市型新事業を実施する事業者が入居して事業展

開スペースとして利用する機能（賃貸型事業場等）、新商品・新役務に

係る研究開発等を促進する機能（共同研究施設・産学連携支援施設等）、

研究開発や事業化を支援する機能（インキュベータ等）、市場の動向や

ニーズ把握を行う機能（情報交流施設等）又は需要者との接触を通じて

新事業展開を促進する機能（展示・販売施設等）を有する施設であるこ

https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/02.html
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と。 

② 施設の規模 

整備する施設の規模は、おおむね５事業者程度以上の利用が可能と

なるものであること。 

③ 事業実施主体 

本事業は、組合による実施、共同事業形態等の民間事業者の協力・連

携の下での実施、民間事業者と地方公共団体等の公的主体の協力・連携

による実施等、中心市街地の活性化に即した事業を実施できる主体及

び事業形態によって行われること。 

④ 中心市街地の特性の活用 

中心市街地及びその周辺に存在する事業者や研究機関、事業者支援

機関等、当該中心市街地の有する人や組織のポテンシャル、技術的蓄積

等を適切に活用する事業であること。      

本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定

基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要がありま

す。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（特定事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（活用する支援措置の内容） 

・その他の事項（経済産業大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項各号に

掲げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必

要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すこ

とができます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画

の主務大臣認定（法第７条第10項第２号、第54条、第55条） 

所管府省庁 農林水産省 

概要 民間事業者が認定中心市街地において、近年の中心市街地の衰退や商店

街の空洞化問題に対処するため、駐車場、休憩所等の消費者利便性を備えた

食品商業集積施設を整備することにより、中心市街地における食品流通の

円滑化を図る事業に対し、農林水産大臣が特定民間中心市街地活性化事業

計画（以下「特定民間事業計画」という。）の認定を行います。 

当該特定民間事業計画の認定を受けた者は、法第54条に基づく食品等持
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と。 

⑥ 施設の規模 

整備する施設の規模は、おおむね５事業者程度以上の利用が可能と

なるものであること。 

⑦ 事業実施主体 

本事業は、組合による実施、共同事業形態等の民間事業者の協力・連

携の下での実施、民間事業者と地方公共団体等の公的主体の協力・連携

による実施等、中心市街地の活性化に即した事業を実施できる主体及

び事業形態によって行われること。 

⑧ 中心市街地の特性の活用 

中心市街地及びその周辺に存在する事業者や研究機関、事業者支援

機関等、当該中心市街地の有する人や組織のポテンシャル、技術的蓄積

等を適切に活用する事業であること。      

本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定

基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要がありま

す。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（特定事業として行う個々の事業名） 

・措置の内容（活用する支援措置の内容） 

・その他の事項（経済産業大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 経済産業大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項各号に

掲げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必

要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すこ

とができます。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画

の主務大臣認定（法第７条第10項第２号、第54条、第55条） 

所管府省庁 農林水産省 

概要 民間事業者が認定中心市街地において、近年の中心市街地の衰退や商店

街の空洞化問題に対処するため、駐車場、休憩所等の消費者利便性を備えた

食品商業集積施設を整備することにより、中心市街地における食品流通の

円滑化を図る事業に対し、農林水産大臣が特定民間中心市街地活性化事業

計画（以下「特定民間事業計画」という。）の認定を行います。 

当該特定民間事業計画の認定を受けた者は、法第54条に基づく食品等流
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続的供給推進機構による債務保証等を受けることができます。  

要件 中心市街地食品流通円滑化事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

①設置内容の条件 

i）食品小売業者の店舗（外食・花き関係を含む。）が５店舗以上集積す

るものであること。 

ⅱ）生鮮食料品（青果、鮮魚又は食肉をいう。）の小売業者の店舗がある

こと。 

ⅲ）食品小売の事業を主として行う者の店舗が２／３以上あること。 

ⅳ）駐車場、駐輪場、休憩所、広場、緑化施設等の利用者の利便の増進に

資する施設が、店舗が集積する施設と一体的に（利用可能な範囲に）設

置されるものであること。 

※ 上記のⅰ)～ⅳ)の条件において既存の施設を利用することも可能

です。（全ての施設を新設する必要はありません。） 

②事業実施主体 

食品小売業者の出資又は拠出に係る法人又は事業協同組合等の食品小

売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法

人 

本事業の農林水産大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、

認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要

があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（特定事業として行う個々の事業名） 

・支援措置の内容（活用する支援措置の名称） 

・その他の事項（農林水産大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 農林水産大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項に掲げ

る事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要が

あります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すこ

とができます。 

なお、施設の整備に当たっては、周辺の住宅の分布状況、道路及び交通網

の整備状況、小売店の立地状況、防災対策等に十分配慮するとともに、高齢

者、障害者等が利用しやすいものとなるよう施設のユニバーサルデザイン、

バリアフリー等に十分配慮してください。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る特定民間中心市街地活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通合理化促進機構による債務保証等を受けることができます。  

要件 中心市街地食品流通円滑化事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

①設置内容の条件 

i）食品小売業者の店舗（外食・花き関係を含む。）が５店舗以上集積す

るものであること。 

ⅱ）生鮮食料品（青果、鮮魚又は食肉をいう。）の小売業者の店舗がある

こと。 

ⅲ）食品小売の事業を主として行う者の店舗が２／３以上あること。 

ⅳ）駐車場、駐輪場、休憩所、広場、緑化施設等の利用者の利便の増進に

資する施設が、店舗が集積する施設と一体的に（利用可能な範囲に）設

置されるものであること。 

※ 上記のⅰ)～ⅳ)の条件において既存の施設を利用することも可能

です。（全ての施設を新設する必要はありません。） 

②事業実施主体 

食品小売業者の出資又は拠出に係る法人又は事業協同組合等の食品小

売業者を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法

人 

本事業の農林水産大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、

認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要

があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・事業名（特定事業として行う個々の事業名） 

・支援措置の内容（活用する支援措置の名称） 

・その他の事項（農林水産大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 農林水産大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項に掲げ

る事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要が

あります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すこ

とができます。 

なお、施設の整備に当たっては、周辺の住宅の分布状況、道路及び交通網

の整備状況、小売店の立地状況、防災対策等に十分配慮するとともに、高齢

者、障害者等が利用しやすいものとなるよう施設のユニバーサルデザイン、

バリアフリー等に十分配慮してください。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る特定民間中心市街地活
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性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第10項第３号、第56条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 民間事業者が、バスの運行頻度の改善等中心市街地内外におけるバスサ

ービスの向上を図るために、運行系統ごとの運行回数の増加を行う事業に

対し、国土交通大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間

事業計画」という。）の認定を行います。 

特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第56条の規定により、運行

系統ごとの運行回数の増加に係る道路運送法上の運行計画の変更につい

て、事後の届出で足りることとなります。 

要件 本事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

① 中心市街地内の商業施設等を利用しやすくするため、運行回数の増加

を行おうとする運行系統の周辺の商業施設の営業時間、時間帯ごとの

施設利用客の多寡等に配慮すること。 

② それぞれの地域における実情を踏まえ、運行回数の増加により中心市

街地を含めた地域におけるバスサービスが全体として利用者の利便性

を高め、かつ、調和がとれたものとなるようにすること。 

③ バスサービスと鉄道等他の公共交通機関との連絡の円滑化に配慮する

ことにより、交通サービス全体として利用しやすいものとすること。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認

定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があ

ります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・その他の事項（国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 国土交通大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項に掲

げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必

要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付す

ことができます。 

なお、本事業の実施については、以下の事項に留意することが必要です。 

① 運行回数の増加に当たっては、地域社会における高齢化の進展、障害

者の自立に関する社会的要請の高まり等を踏まえ、また、出来る限り

多くの者にバスを利用してもらうため、ノンステップバス等の低床バ

ス車両の導入に努めることが必要です。 

② バスの運行回数の増加と併せて、パークアンドバスライド、サイクル

アンドバスライド等の交通システムを導入するために必要な施設の整

備を行うことが、利用者の利便を向上させる上で効果的であり望まれ

ます。 

③ 環境への影響にも配慮することが望ましいことから、低公害車、低燃
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性化事業計画の主務大臣認定（法第７条第10項第３号、第56条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 民間事業者が、バスの運行頻度の改善等中心市街地内外におけるバスサ

ービスの向上を図るために、運行系統ごとの運行回数の増加を行う事業に

対し、国土交通大臣が特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「特定民間

事業計画」という。）の認定を行います。 

特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第56条の規定により、運行

系統ごとの運行回数の増加に係る道路運送法上の運行計画の変更につい

て、事後の届出で足りることとなります。 

要件 本事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

④ 中心市街地内の商業施設等を利用しやすくするため、運行回数の増加

を行おうとする運行系統の周辺の商業施設の営業時間、時間帯ごとの

施設利用客の多寡等に配慮すること。 

⑤ それぞれの地域における実情を踏まえ、運行回数の増加により中心市

街地を含めた地域におけるバスサービスが全体として利用者の利便性

を高め、かつ、調和がとれたものとなるようにすること。 

⑥ バスサービスと鉄道等他の公共交通機関との連絡の円滑化に配慮する

ことにより、交通サービス全体として利用しやすいものとすること。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認

定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があ

ります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・その他の事項（国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 国土交通大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項に掲

げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必

要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付す

ことができます。 

なお、本事業の実施については、以下の事項に留意することが必要です。 

④ 運行回数の増加に当たっては、地域社会における高齢化の進展、障害

者の自立に関する社会的要請の高まり等を踏まえ、また、出来る限り

多くの者にバスを利用してもらうため、ノンステップバス等の低床バ

ス車両の導入に努めることが必要です。 

⑤ バスの運行回数の増加と併せて、パークアンドバスライド、サイクル

アンドバスライド等の交通システムを導入するために必要な施設の整

備を行うことが、利用者の利便を向上させる上で効果的であり望まれ

ます。 

⑥ 環境への影響にも配慮することが望ましいことから、低公害車、低燃
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P29 

費車の導入に努めることが必要です。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 貨物運送効率化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣

認定（法第７条第10項第４号、第57条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 民間事業者が中心市街地において、貨物の輸送の効率化を図るとともに、

交通渋滞の緩和や環境負荷の低減等による中心市街地内の交通環境の改善

と地域住民の生活環境の改善を図るために、共同集配施設を整備し、共同で

集荷又は配送を行う事業に対し、国土交通大臣が特定民間中心市街地活性

化事業計画（以下「特定民間事業計画」という。）の認定を行います。 

特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第57条に規定する貨物利

用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例を受けることができます。 

要件 貨物運送効率化事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

① 実施場所 

共同集配事業が行われる地域は、当該中心市街地において、営業用貨

物自動車による交錯輸送が著しいことにより、貨物の運送の効率化を図

ることが適切であると認められる地域とします。 

共同集配のための施設を整備する事業が行われる地域は、中心市街地

の区域の外であっても差し支えありません。 

② 事業実施主体 

法第７条第10項第４号イに規定する施設を整備する事業者と同号ロに

規定する共同集配事業を行う事業者は、同一主体でも、異なる主体でも

差し支えありません。なお、事業の円滑な実施の観点から、事業実施に

当たり許認可等を要する場合には、許認可等に係る関係法令等を所管す

る行政機関等との十分な調整を図ることが必要です。イとロが異なる主

体の場合は共同で特定民間事業計画を申請することとします。 

ロに規定する事業を行う事業者は、既存運送事業者の全部又は大部分

の集配を集約し、積合貨物の運送を行う必要があります。 

③ 施設 

同号イに規定する施設は、必ずしも自動仕分けコンベア等高度な物流

機器を備えている必要はなく、共同集配事業を実施するために中心市街

地から集貨された貨物の仕分け又は当該中心市街地への貨物の配達に必

要な仕分けを行うことができる施設及び規模を備えていれば足ります。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、

認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要

があります。 

基本計画に 基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ
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費車の導入に努めることが必要です。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （１）法に定める特別の措置 

支援措置名 貨物運送効率化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣

認定（法第７条第10項第４号、第57条） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 民間事業者が中心市街地において、貨物の輸送の効率化を図るとともに、

交通渋滞の緩和や環境負荷の低減等による中心市街地内の交通環境の改善

と地域住民の生活環境の改善を図るために、共同集配施設を整備し、共同で

集荷又は配送を行う事業に対し、国土交通大臣が特定民間中心市街地活性

化事業計画（以下「特定民間事業計画」という。）の認定を行います。 

特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第57条に規定する貨物利

用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例を受けることができます。 

要件 貨物運送効率化事業は以下の要件を満たすことが必要です。 

④ 実施場所 

共同集配事業が行われる地域は、当該中心市街地において、営業用貨

物自動車による交錯輸送が著しいことにより、貨物の運送の効率化を図

ることが適切であると認められる地域とします。 

共同集配のための施設を整備する事業が行われる地域は、中心市街地

の区域の外であっても差し支えありません。 

⑤ 事業実施主体 

法第７条第10項第４号イに規定する施設を整備する事業者と同号ロに

規定する共同集配事業を行う事業者は、同一主体でも、異なる主体でも

差し支えありません。なお、事業の円滑な実施の観点から、事業実施に

当たり許認可等を要する場合には、許認可等に係る関係法令等を所管す

る行政機関等との十分な調整を図ることが必要です。イとロが異なる主

体の場合は共同で特定民間事業計画を申請することとします。 

ロに規定する事業を行う事業者は、既存運送事業者の全部又は大部分

の集配を集約し、積合貨物の運送を行う必要があります。 

⑥ 施設 

同号イに規定する施設は、必ずしも自動仕分けコンベア等高度な物流

機器を備えている必要はなく、共同集配事業を実施するために中心市街

地から集貨された貨物の仕分け又は当該中心市街地への貨物の配達に必

要な仕分けを行うことができる施設及び規模を備えていれば足ります。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、

認定基本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要

があります。 

基本計画に 基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ
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記載する事

項 

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・その他の事項（国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 国土交通大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項に掲

げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必

要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付す

ことができます。 

なお、本事業を実施していくに当たって、以下の事項に留意する必要があ

ります。 

① 貨物運送効率化事業の円滑な実施に当たっては、事前に十分、運送事

業者間の調整を行い、また、取引先の理解を得るなど共同集配事業が

円滑に実施できるよう所要の措置を講ずる必要があります。 

また、利害の調整に当たっては、本事業が中心市街地に係る集配を

行う運送事業者の全部又は大部分が参加するものであるため、大企業

と中小企業が一体となって実施することが十分想定されることから、

このような場合には、中小企業に不当な負担を課すことがないよう配

慮する必要があります。 

② 貨物運送効率化事業が円滑に実施され、その実施が一層促進されるた

めには、集配、荷捌きの効率化、伝票類の統一化、貨物の追跡管理情

報システムの高度化、事故時の責任体制の明確化など、サービスレベ

ルの向上に努める必要があります。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 中心市街地活性化ソフト事業 

所管府省庁 総務省 

概要 市町村が、国庫補助金・交付金等を伴わない単独事業（市町村以外の事業実施主体

が国庫補助金・交付金等の交付を受けている場合を除く。）として中心市街地再活性

化のために行うソフト事業に要する経費の一部について特別交付税により措置しま

す。 

要件 下記の要件を全て満たす経費とする。 

① 中心市街地再活性化対策のために実施するイベント等のソフト事業

に要する経費（地方債（地方財政法第５条第５号に規定する地方債に限

る。）を財源とすることができる経費以外の経費）であること。 
② 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）第９条
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記載する事

項 

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・その他の事項（国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けよう

とする旨） 

留意事項等 国土交通大臣による当該事業計画の認定の申請は、法第48条第３項に掲

げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必

要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付す

ことができます。 

なお、本事業を実施していくに当たって、以下の事項に留意する必要があ

ります。 

③ 貨物運送効率化事業の円滑な実施に当たっては、事前に十分、運送事

業者間の調整を行い、また、取引先の理解を得るなど共同集配事業が

円滑に実施できるよう所要の措置を講ずる必要があります。 

また、利害の調整に当たっては、本事業が中心市街地に係る集配を

行う運送事業者の全部又は大部分が参加するものであるため、大企業

と中小企業が一体となって実施することが十分想定されることから、

このような場合には、中小企業に不当な負担を課すことがないよう配

慮する必要があります。 

④ 貨物運送効率化事業が円滑に実施され、その実施が一層促進されるた

めには、集配、荷捌きの効率化、伝票類の統一化、貨物の追跡管理情

報システムの高度化、事故時の責任体制の明確化など、サービスレベ

ルの向上に努める必要があります。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 中心市街地活性化ソフト事業 

所管府省庁 総務省 

概要 市町村が、国庫補助金・交付金等を伴わない単独事業（市町村以外の事業実施主体

が国庫補助金・交付金等の交付を受けている場合を除く。）として中心市街地再活性

化のために行うソフト事業に要する経費の一部について特別交付税により措置しま

す。 

要件 下記の要件を全て満たす経費とする。 

① 中心市街地再活性化対策のために実施するイベント等のソフト事業

に要する経費（地方債（地方財政法第５条第５号に規定する地方債に限

る。）を財源とすることができる経費以外の経費）であること。 
② 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）第９条
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第 10 項に定める内閣総理大臣の認定を受けた基本計画（以下、「認定

基本計画」という。）に記載された市町村が行う事業（認定基本計画中

４から８の各項の「［２］具体的事業の内容（２）①認定と連携した支

援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業」に記載されて

いる事業に限る。）であること。 
なお、商店街振興組合、市民団体、第三セクター等が実施するものに

対して助成する事業を含む。 
③ 市町村の負担する額（一般財源所要額）が 100 万円を超える事業で

あること。なお、一般財源所要額が１億円を超える事業については、当

該事業に要する経費は１億円とする。 
④ 次のいずれかに該当するものであること。 
ⅰ 原則として、その全部又は一部が認定基本計画に定める中心市街地の区域を

対象としたイベント事業で、その内容、規模等に鑑みて中心市街地の活性化を

主目的とするイベント事業（商業ベースのものを除く。）の実施又は助成 

ⅱ 原則として、その全部又は一部が認定基本計画に定める中心市街地の区域を

対象とした中心市街地活性化に関する講演会、シンポジウム等の事業の実施又

は助成 

ⅲ 中心市街地活性化のためのまちづくりリーダー等の後継者育成研修事業への

助成 

ⅳ 認定基本計画に記載された事業の具体化に必要な詳細調査、資金計画、事業

性評価、合意形成等の事業 

ⅴ 中心市街地における空き店舗対策事業 

ⅵ その他中心市街地の再活性化のために特に重要なソフト事業 

基本計画に記

載する事項 

・ 基本計画中「その他特記事項」欄に、事業実施場所と中心市街地活性化区域との関

係に応じて「区域内」「区域外」「区域内外」のいずれかを記載すること。「区域

外」「区域内外」と記載した事業においては、主たる部分が区域外で実施される場

合、「活性化を実現するための位置づけ及び必要性」欄に、当該事業が中心市街地

の活性化に相当程度寄与する合理的な理由、具体的な方法論を記載すること。 

基本計画中「支援措置実施時期」欄には、月単位での実施時期について記載するこ

と。その際、支援措置の実施時期が認定計画期間内か、必ず確認すること。 

留意事項等 ・当該支援措置を受けようとする事業については、特別交付税の調査様式の提出時に、

当該事業が期間内の計画の各項（２）①に記載されていることが分かるページの写

しを提出してください。 

・地方債の充当予定事業は本支援措置の対象となりません。 

・事業実施場所の区分を「区域外」又は「区域内外」とする場合は、事業名と位置関

係を示した図面を添付（本マニュアルＰ38の添付資料①を参照）してください。 

根拠法令等 特別交付税に関する省令附則第５条第15項第２号 

参考ＵＲＬ http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf 
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第 10 項に定める内閣総理大臣の認定を受けた基本計画（以下、「認定

基本計画」という。）に記載された市町村が行う事業（認定基本計画中

４から８の各項の「［２］具体的事業の内容（２）①認定と連携した支

援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業」に記載されて

いる事業に限る。）であること。 
なお、商店街振興組合、市民団体、第三セクター等が実施するものに

対して助成する事業を含む。 
③ 市町村の負担する額（一般財源所要額）が 100 万円を超える事業で

あること。なお、一般財源所要額が１億円を超える事業については、当

該事業に要する経費は１億円とする。 
④ 次のいずれかに該当するものであること。 
ⅰ 原則として、その全部又は一部が認定基本計画に定める中心市街地の区域を

対象としたイベント事業で、その内容、規模等に鑑みて中心市街地の活性化を

主目的とするイベント事業（商業ベースのものを除く。）の実施又は助成 

ⅱ 原則として、その全部又は一部が認定基本計画に定める中心市街地の区域を

対象とした中心市街地活性化に関する講演会、シンポジウム等の事業の実施又

は助成 

ⅲ 中心市街地活性化のためのまちづくりリーダー等の後継者育成研修事業への

助成 

ⅳ 認定基本計画に記載された事業の具体化に必要な詳細調査、資金計画、事業

性評価、合意形成等の事業 

ⅴ 中心市街地における空き店舗対策事業 

ⅵ その他中心市街地の再活性化のために特に重要なソフト事業 

基本計画に記

載する事項 

・ 基本計画中「その他特記事項」欄に、事業実施場所と中心市街地活性化区域との関

係に応じて「区域内」「区域外」「区域内外」のいずれかを記載すること。「区域

外」「区域内外」と記載した事業においては、主たる部分が区域外で実施される場

合、「活性化を実現するための位置づけ及び必要性」欄に、当該事業が中心市街地

の活性化に相当程度寄与する合理的な理由、具体的な方法論を記載すること。 

基本計画中「支援措置実施時期」欄には、月単位での実施時期について記載するこ

と。その際、支援措置の実施時期が認定計画期間内か、必ず確認すること。 

留意事項等 ・当該支援措置を受けようとする事業については、特別交付税の調査様式の提出時に、

当該事業が期間内の計画の各項（２）①に記載されていることが分かるページの写

しを提出してください。 

・地方債の充当予定事業は本支援措置の対象となりません。 

・事業実施場所の区分を「区域外」又は「区域内外」とする場合は、事業名と位置関

係を示した図面を添付（本マニュアルＰ38の添付資料①を参照）してください。 

根拠法令等 特別交付税に関する省令附則第５条第15項第２号 

参考ＵＲＬ http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf 

 

 

http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf
http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf
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区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 中心市街地再活性化特別対策事業 

所管府省庁 総務省 

概要 市町村が、自主的・主体的に展開する中心市街地再活性化に向けた新たな

計画的取組を支援する観点から、市町村が単独事業として中心市街地再活

性化のために行う施設整備等を一般単独事業債の対象とし、その元利償還

金の30％を特別交付税の算定対象とします。 

要件 以下に例示され、かつ認定基本計画各項（２）①に本支援措置を活用する

ものとして位置付けられた施設の整備又は公共的団体が行う施設の整備に

対する市町村の助成事業であること。 

【対象となる施設整備の例】 

・集客力を高める施設の整備（市民広場、ホール、駐車場等） 

・地域の産業の振興に資する施設の整備（展示施設等） 

・良好な都市・居住環境と街並み景観の向上に資する施設の整備（ポケッ

トパーク等） 

・子育て支援や若者の居場所づくりに資する施設の整備（託児所等） 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

留意事項等 基本計画の認定後、別途、地方債（一般単独事業債）の同意等手続きが必

要となります。 

また、別途地域振興室から行う照会時に、当該事業が期間内の計画の各項

（２）①に位置づけられている事が分かるページの写しを提出してくださ

い。ただし、照会時点において当該事業が期間内の計画各項（２）①に位置

づけられていない場合は、年度末までに当該事業が計画各項（２）①に位置

づけられるように基本計画の変更を行い、認定後の計画の該当ページを速

やかに提出してください。 

根拠法令等 ○令和７年度の中心市街地再活性化特別対策事業の取扱いについては、４月

に公表予定の「令和７年度地方債同意等基準運用要綱」をご参照ください。 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/keikaku.html） 

○特別交付税に関する省令第３条第１項第３号イ第57号 

参考ＵＲＬ http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 都市開発資金（用地先行取得資金（中心市街地活性化促進用地）） 

所管府省庁 国土交通省  
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区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 中心市街地再活性化特別対策事業 

所管府省庁 総務省 

概要 市町村が、自主的・主体的に展開する中心市街地再活性化に向けた新たな

計画的取組を支援する観点から、市町村が単独事業として中心市街地再活

性化のために行う施設整備等を一般単独事業債の対象とし、その元利償還

金の30％を特別交付税の算定対象とします。 

要件 以下に例示され、かつ認定基本計画各項（２）①に本支援措置を活用する

ものとして位置付けられた施設の整備又は公共的団体が行う施設の整備に

対する市町村の助成事業であること。 

【対象となる施設整備の例】 

・集客力を高める施設の整備（市民広場、ホール、駐車場等） 

・地域の産業の振興に資する施設の整備（展示施設等） 

・良好な都市・居住環境と街並み景観の向上に資する施設の整備（ポケッ

トパーク等） 

・子育て支援や若者の居場所づくりに資する施設の整備（託児所等） 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

留意事項等 基本計画の認定後、別途、地方債（一般単独事業債）の同意等手続きが必

要となります。 

また、別途地域振興室から行う照会時に、当該事業が期間内の計画の各項

（２）①に位置づけられている事が分かるページの写しを提出してくださ

い。ただし、照会時点において当該事業が期間内の計画各項（２）①に位置

づけられていない場合は、年度末までに当該事業が計画各項（２）①に位置

づけられるように基本計画の変更を行い、認定後の計画の該当ページを速

やかに提出してください。 

根拠法令等 ○令和７年度の中心市街地再活性化特別対策事業の取扱いについては、４月

に公表予定の「令和７年度地方債同意等基準運用要綱」をご参照ください。 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/keikaku.html） 

○特別交付税に関する省令第３条第１項第３号イ第57号 

参考ＵＲＬ http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 都市開発資金（用地先行取得資金（中心市街地活性化促進用地）） 

所管府省庁 国土交通省  

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/keikaku.html
http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/keikaku.html
http://www.chisou.go.jp/tiiki/seisaku_package/pdf/3-5.pdf
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概要 都市の計画的な整備を推進するため、地方公共団体又は中心市街地整備推

進機構が再開発事業等の面整備事業に有効に利用できる用地等の取得を行

うために必要な資金について低利融資を行います。 

特例措置：認定中心市街地を対象 

要件 都市開発資金の貸付の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市開発資金の貸付けに関する法律第１条第１項第２号、第２項第２号 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_00003

5.html 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的とし

て、認定中心市街地について、都市機能のまちなか立地、空きビルの再生、

多目的広場等の整備等を総合的に支援します。 

特例措置：認定中心市街地のみ支援 

要件  当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に、認定基本計画に位置

付けられた公益施設が含まれていること等が必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に含まれる公益施設の

用途及び社会資本総合整備計画における要素となる事業の名称を記載

してください。 

なお、住宅や商業等の施設を併設する際にはその旨を記載してくださ

い。 

・この他、地方公共団体以外（独立行政法人都市再生機構、協議会）に対

しては補助事業として支援しております。 

支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載

例」を参考に以下①～③のどれかを選んで記載してください。 

  ①社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

  ②防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

  ③暮らし・にぎわい再生事業 
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概要 都市の計画的な整備を推進するため、地方公共団体又は中心市街地整備推

進機構が再開発事業等の面整備事業に有効に利用できる用地等の取得を行

うために必要な資金について低利融資を行います。 

特例措置：認定中心市街地を対象 

要件 都市開発資金の貸付の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市開発資金の貸付けに関する法律第１条第１項第２号、第２項第２号 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_00003

5.html 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的とし

て、認定中心市街地について、都市機能のまちなか立地、空きビルの再生、

多目的広場等の整備等を総合的に支援します。 

特例措置：認定中心市街地のみ支援 

要件  当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に、認定基本計画に位置

付けられた公益施設が含まれていること等が必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に含まれる公益施設の

用途及び社会資本総合整備計画における要素となる事業の名称を記載

してください。 

なお、住宅や商業等の施設を併設する際にはその旨を記載してくださ

い。 

・この他、地方公共団体以外（独立行政法人都市再生機構、協議会）に対

しては補助事業として支援しております。 

支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載

例」を参考に以下①～③のどれかを選んで記載してください。 

  ①社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

  ②防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

  ③暮らし・にぎわい再生事業 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000035.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000035.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000035.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000035.html
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   ※独立行政法人都市再生機構、協議会向け 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_00006

3.html 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地活性化のため、次に定める者が事業の合理化、共同化等を図る

設備投資及び運転資金に対し、株式会社日本政策金融公庫による低利融資

を行います。 

① 認定経済活力向上事業計画に基づいて事業を行う民間事業者・まちづ

くり会社等 

② 認定経済活力向上事業計画に基づいて整備された施設で卸・小売・飲

食サービス及びサービス業を行う中小企業者 

③ 中心市街地活性化基本計画の認定区域内で、卸・小売・飲食サービス

及びサービス業を営む者 

④ 中心市街地活性化基本計画の認定区域内で、不動産賃貸業を営む民間

事業者・まちづくり会社等 (※中心市街地活性化法第15条１項に規定

する者、または同法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業の

経済産業大臣認定を受けた者に限る。) 

なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。 

要件 ・中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）①及び②につ

いて「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定（法第７条第12

項、第50条）」に定める要件が必要です。 

・中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）④

のうち、中心市街地活性化法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業

の経済産業大臣認定を受けた者については同法第42条に定める要件が必要

です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。 

また、その他の事項欄に、①、②の場合は「特定民間中心市街地経済活力

向上事業計画の経済産業大臣認定」、④の場合は「民間中心市街地商業活性

化事業計画の経済産業大臣認定」と記載してください。 

留意事項等 詳細は株式会社日本政策金融公庫（沖縄県においては沖縄振興開発金融

公庫）にお問い合わせください。 
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   ※独立行政法人都市再生機構、協議会向け 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_00006

3.html 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地活性化のため、次に定める者が事業の合理化、共同化等を図る

設備投資及び運転資金に対し、株式会社日本政策金融公庫による低利融資

を行います。 

⑤ 認定経済活力向上事業計画に基づいて事業を行う民間事業者・まちづ

くり会社等 

⑥ 認定経済活力向上事業計画に基づいて整備された施設で卸・小売・飲

食サービス及びサービス業を行う中小企業者 

⑦ 中心市街地活性化基本計画の認定区域内で、卸・小売・飲食サービス

及びサービス業を営む者 

⑧ 中心市街地活性化基本計画の認定区域内で、不動産賃貸業を営む民間

事業者・まちづくり会社等 (※中心市街地活性化法第15条１項に規定

する者、または同法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業の

経済産業大臣認定を受けた者に限る。) 

なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。 

要件 ・中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）①及び②につ

いて「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の経済産業大臣認定（法第７条第12

項、第50条）」に定める要件が必要です。 

・中心市街地における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）④

のうち、中心市街地活性化法42条に規定する民間中心市街地商業活性化事業

の経済産業大臣認定を受けた者については同法第42条に定める要件が必要

です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。 

また、その他の事項欄に、①、②の場合は「特定民間中心市街地経済活力

向上事業計画の経済産業大臣認定」、④の場合は「民間中心市街地商業活性

化事業計画の経済産業大臣認定」と記載してください。 

留意事項等 詳細は株式会社日本政策金融公庫（沖縄県においては沖縄振興開発金融

公庫）にお問い合わせください。 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000063.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000063.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000063.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000063.html
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根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ ＜日本政策金融公庫ホームページ＞ 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html（国民生活事業） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html（中小企業事

業） 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業の

用に供する土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除 

所管府省庁 経済産業省 

概要 認定特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「認定特定民間事業計画」

という。）に基づく中小小売商業高度化事業の用に供するために土地を譲渡

する場合に、譲渡所得から1,500万円を特別控除することが認められていま

す（租税特別措置法第34条の２、同法第65条の４）。 

要件 認定特定民間事業計画（法第49条第２項）に基づく中小小売商業高度化事

業（法第７条第７項第１号から第４号まで又は第７号に掲げるものに限

る。）の用に供する土地であって、当該事業が所定の要件を満たすものであ

ることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業であることが必

要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。 

また、その他の事項欄に、「特定民間中心市街地活性化事業計画の経済産

業大臣認定」と記載してください。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域

等における住宅宅地事業及び住宅ストック改善事業の推進を図るため、基

幹的な公共施設整備と併せて居住環境基盤施設整備、鉄道施設整備等の、住

宅宅地事業及び住宅ストック改善事業に関連する公共施設等を整備するも
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根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ ＜日本政策金融公庫ホームページ＞ 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html（国民生活事業） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html（中小企業事

業） 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

支援措置名 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業の

用に供する土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除 

所管府省庁 経済産業省 

概要 認定特定民間中心市街地活性化事業計画（以下「認定特定民間事業計画」

という。）に基づく中小小売商業高度化事業の用に供するために土地を譲渡

する場合に、譲渡所得から1,500万円を特別控除することが認められていま

す（租税特別措置法第34条の２、同法第65条の４）。 

要件 認定特定民間事業計画（法第49条第２項）に基づく中小小売商業高度化事

業（法第７条第７項第１号から第４号まで又は第７号に掲げるものに限

る。）の用に供する土地であって、当該事業が所定の要件を満たすものであ

ることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業であることが必

要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。 

また、その他の事項欄に、「特定民間中心市街地活性化事業計画の経済産

業大臣認定」と記載してください。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域

等における住宅宅地事業及び住宅ストック改善事業の推進を図るため、基

幹的な公共施設整備と併せて居住環境基盤施設整備、鉄道施設整備等の、住

宅宅地事業及び住宅ストック改善事業に関連する公共施設等を整備するも

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html


32 

 

 

 

 

P36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のについて、総合的に支援を行います。 

要件 住宅市街地基盤整備事業の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・住宅宅地事業又は住宅ストック改善事業の概要（団地名、団地タイプ、

事業手法、事業実施主体、事業期間、入居期間、計画戸数又は面積） 

・関連公共施設等の概要（施設名、種別、事業実施主体、事業期間、事業

量） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

 ②防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市

街地景観の形成、密集市街地の整備改善、水害に対する安全性確保及び街な

か居住の推進等を図るため、住宅等の建設、公共施設の整備等について総合

的に助成を行います。 

要件 住宅市街地総合整備事業の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・事業地区名と整備タイプ 

・整備する住宅の概要：整備主体、戸数、実施時期 

・整備する関連公共施設の概要：整備主体、施設名、実施時期 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

①社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 

②防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

留意事項等 社会資本総合整備計画に住宅市街地総合整備事業の整備地区を含む一定

の規模・要件を満たした区域（整備区域）を定め、整備方針等を明記した住

宅市街地整備計画を記載し、国土交通大臣に提出する必要があります。 
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のについて、総合的に支援を行います。 

要件 住宅市街地基盤整備事業の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・住宅宅地事業又は住宅ストック改善事業の概要（団地名、団地タイプ、

事業手法、事業実施主体、事業期間、入居期間、計画戸数又は面積） 

・関連公共施設等の概要（施設名、種別、事業実施主体、事業期間、事業

量） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

 ②防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市

街地景観の形成、密集市街地の整備改善            及び街な

か居住の推進等を図るため、住宅等の建設、公共施設の整備等について総合

的に助成を行います。 

要件 住宅市街地総合整備事業の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・事業地区名と整備タイプ 

・整備する住宅の概要：整備主体、戸数、実施時期 

・整備する関連公共施設の概要：整備主体、施設名、実施時期 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

①社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 

②防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

留意事項等 社会資本総合整備計画に住宅市街地総合整備事業の整備地区を含む一定

の規模・要件を満たした区域（整備区域）を定め、整備方針等を明記した住

宅市街地整備計画を記載し、国土交通大臣に提出する必要があります。 
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根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478308.pdf 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 地方公共団体が主体となり、公的賃貸住宅の整備や面的な居住環境整備な

ど地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計

画的に推進するための支援を行います。具体的な支援の対象としては、公営

住宅、地域優良賃貸住宅の整備、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業

等のほか、提案事業による事業等の実施があげられます。 

要件 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別

措置法に基づき、地方公共団体が地域住宅計画を作成し、国土交通大臣に提

出の上、当該計画が目標の妥当性、計画の効果・効率性及び計画の実現可能

性の客観的評価基準に適合しているものとして判断された計画に基づく事

業であることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・事業名（当該交付金を活用して行う個々の事業名） 

・支援措置等の名称（社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事

業）） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。（括

弧内には、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編 第１章イ－15－

（１）の表イ－15－（１）－１に規定されている地域住宅計画に基づく事業

の交付対象事業名を記入してください。） 

 ①社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業（○○事業）） 

 ②防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業（○○事業）） 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 
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根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478308.pdf 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 地方公共団体が主体となり、公的賃貸住宅の整備や面的な居住環境整備な

ど地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計

画的に推進するための支援を行います。具体的な支援の対象としては、公営

住宅、地域優良賃貸住宅の整備、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業

等のほか、提案事業による事業等の実施があげられます。 

要件 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別

措置法に基づき、地方公共団体が地域住宅計画を作成し、国土交通大臣に提

出の上、当該計画が目標の妥当性、計画の効果・効率性及び計画の実現可能

性の客観的評価基準に適合しているものとして判断された計画に基づく事

業であることが必要です。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・事業名（当該交付金を活用して行う個々の事業名） 

・支援措置等の名称（社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事

業）） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。（括

弧内には、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編 第１章イ－15－

（１）の表イ－15－（１）－１に規定されている地域住宅計画に基づく事業

の交付対象事業名を記入してください。） 

 ①社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業（○○事業）） 

 ②防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業（○○事業）） 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 
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支援措置名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

防災・安全交付金（街なみ環境整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づく

り協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことに

より、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成するための支援を行います。 

要件 街なみ環境整備事業の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・事業地区名 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

①社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

②防災・安全交付金（街なみ環境整備事業） 

留意事項等 社会資本総合整備計画に街なみ環境整備方針を記載し、国土交通大臣に

提出する必要があります。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478281.pdf 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（水道・下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

防災・安全交付金（水道・下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、汚水処理整備をは

じめ、浸水被害の防止、地震対策及び再生水のせせらぎ水路への活用等を目

的とした下水道整備に対して支援を行います。 

要件 認定中心市街地の一部を含み、下水道事業の要件を満たす必要がありま

す。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・下水道施設の名称 

・その構造及び位置 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

 ②防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

留意事項等 下水道法第４条第１項若しくは下水道法第25条の23第１項に定める事業
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支援措置名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

防災・安全交付金（街なみ環境整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づく

り協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことに

より、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成するための支援を行います。 

要件 街なみ環境整備事業の要件を満たす必要があります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・事業地区名 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

①社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

②防災・安全交付金（街なみ環境整備事業） 

留意事項等 社会資本総合整備計画に街なみ環境整備方針を記載し、国土交通大臣に

提出する必要があります。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478281.pdf 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、汚水処理整備をは

じめ、浸水被害の防止、地震対策及び再生水のせせらぎ水路への活用等を目

的とした下水道整備に対して支援を行います。 

要件 認定中心市街地の一部を含み、下水道事業の要件を満たす必要がありま

す。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・下水道施設の名称 

・その構造及び位置 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

 ②防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

留意事項等 下水道法第４条第１項若しくは下水道法第25条の23第１項に定める事業

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478281.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478281.pdf
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計画の策定をしておく必要があります。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（港湾事業） 

防災・安全交付金（港湾事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 中心市街地の活性化に資する港湾施設の整備に対して支援を行います。 

要件 港湾施設を中心として、その活用を図るために必要な関連施設整備を行

うもので、かつ、地域住民がそれらの施設を活用した交流空間の形成・活用

に積極的であることが必要となります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・当該事業にて行う施設整備を含む、港湾と中心市街地を結びつける計画

の内容 

・当該計画を推進する際の地域住民、市町村等の連携した取組内容 

留意事項等 基本計画を策定する際に、港湾法第３条の３に定める港湾計画への適合

等、事前に港湾管理者と十分な調整を図ることとしてください。 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（港湾事業） 

 ②防災・安全交付金(港湾事業） 

※港湾管理者が実施する事業 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 中心市街地における洪水の防止や地域のまちづくりと一体的に実施する

河川の整備及び環境整備を行うものに支援を行います。 

要件 以下のいずれかに該当し国の負担・補助等があるものが対象となります。 

① 中心市街地の区域内の河川において、当該事業が中心市街地の治水安
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計画の策定をしておく必要があります。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（港湾事業） 

防災・安全交付金（港湾事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 中心市街地の活性化に資する港湾施設の整備に対して支援を行います。 

要件 港湾施設を中心として、その活用を図るために必要な関連施設整備を行

うもので、かつ、地域住民がそれらの施設を活用した交流空間の形成・活用

に積極的であることが必要となります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・当該事業にて行う施設整備を含む、港湾と中心市街地を結びつける計画

の内容 

・当該計画を推進する際の地域住民、市町村等の連携した取組内容 

留意事項等 基本計画を策定する際に、港湾法第３条の３に定める港湾計画への適合

等、事前に港湾管理者と十分な調整を図ることとしてください。 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（港湾事業） 

 ②防災・安全交付金(港湾事業） 

※港湾管理者が実施する事業 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 中心市街地における洪水の防止や地域のまちづくりと一体的に実施する

河川の整備及び環境整備を行うものに支援を行います。 

要件 以下のいずれかに該当し国の負担・補助等があるものが対象となります。 

③ 中心市街地の区域内の河川において、当該事業が中心市街地の治水安
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全度の向上に効果のある事業であること。 

② 中心市街地の区域内の河川において、水辺空間の再生や地域住民等に

よる施設の利活用を図るために実施する事業であること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・事業名（河川名及び事業名） 

・支援措置の内容及び実施時期（区間、延長及び事業期間） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（河川事業） 

 ②防災・安全交付金（河川事業） 

留意事項等 中心市街地の区域外の河川において行う事業であっても、その主たる目

的が中心市街地の治水安全度の向上である場合には、事業を位置付けるこ

とが可能です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置  

支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、か

つ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川の整

備に対して支援を行います。 

要件 基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、か

つ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川にお

ける改良工事であって、基本計画等又は当該計画の実現に寄与する治水施

設等整備事業計画に位置付けられているものが対象となります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・河川名 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

 ②防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

留意事項等 都道府県事業等を記載する場合は、事前に事業実施主体の了解を得るこ
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全度の向上に効果のある事業であること。 

④ 中心市街地の区域内の河川において、水辺空間の再生や地域住民等に

よる施設の利活用を図るために実施する事業であること。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項を記載してくださ

い。その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してくださ

い。 

・事業名（河川名及び事業名） 

・支援措置の内容及び実施時期（区間、延長及び事業期間） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（河川事業） 

 ②防災・安全交付金（河川事業） 

留意事項等 中心市街地の区域外の河川において行う事業であっても、その主たる目

的が中心市街地の治水安全度の向上である場合には、事業を位置付けるこ

とが可能です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 

 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置  

支援措置名 社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、か

つ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川の整

備に対して支援を行います。 

要件 基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、か

つ快適な居住環境の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川にお

ける改良工事であって、基本計画等又は当該計画の実現に寄与する治水施

設等整備事業計画に位置付けられているものが対象となります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほか、以下につい

て記載してください。 

・河川名 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る

記載例」を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

 ②防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

留意事項等 都道府県事業等を記載する場合は、事前に事業実施主体の了解を得るこ
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とが必要です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 地域未来交付金（地域未来推進型） 

所管府省庁 内閣府 

概要 地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活かし、地場産業の付加価値

向上等を通じて、地方の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築するた

め、地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組を、計画から

実施まで後押しする。 

留意事項等 事業ごとに、ふさわしい具体的な重要業績評価指標（以下「KPI 」とい

う。）の設定及びPDCA サイクルを整備し、KPI は、原則として事業目的に

照らして実現すべき成果目標（アウトカム）に係る指標を設定することが必

要である。 

各地方公共団体においては、交付金の具体的使途（実施計画上の経費内訳

に記載された内容）や実施体制について、必ず地方公共団体のウェブサイト

において公表した上で、国への報告を行うこととする。 

また、個別の事業ごとに         地域の多様な主体の参画に

よりKPI の達成度について効果検証を行うことが必要であり、毎年度の効

果検証の結果及び改善方策については、当該事業の改善やその後の地方版

総合戦略の改訂の検討に反映される必要がある。加えて、必ず地方公共団体

のウェブサイトにおいて公表した上で、国への報告を行うこととする。 

   採択にあたっては、目指す将来像及び課題の設定、KPI設定の適切

性、自立性、地域の多様な主体の参画について審査を行う。 

 なお、他の国庫補助金等を受けている又は受けることが確定している事

業に要する経費は、原則として支援の対象外であり、他の国庫補助金等の対

象となる可能性のある事業については、補助率等にかかわらず他の国庫補

助金等を優先して活用することを原則とする。 

根拠法令等 地域再生法第５条第４項第１号、第13条 

参考ＵＲＬ https://www.chisou.go.jp/sousei/about/chiikimiraikoufukin/index.ht

ml 

 

なお、（２）認定と連携した重点的支援措置のうち、市街地の整備改善のための事業、街な

か居住の推進のための事業、公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業、特定事業

等であって、沖縄振興計画に基づき沖縄県内において実施されるものについては、内閣府にそ

の経費を一括計上し、それぞれの事業を所管する各省に移替え等を行い執行されるものがあり
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とが必要です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

支援措置名 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金） 

所管府省庁 内閣府 

概要 地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう、日本経

済成長の起爆剤としての大規模な地方創生策を講ずるため、地方公共団体

の自主性と創意工夫に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生

に資する地域の独自の取組を支援する。 

留意事項等 事業ごとに、ふさわしい具体的な重要業績評価指標（以下「KPI 」とい

う。）の設定及びPDCA サイクルを整備し、KPI は、原則として事業目的に

照らして実現すべき成果  （アウトカム）に係る指標を設定することが必

要である。 

各地方公共団体においては、交付金の具体的使途（実施計画上の経費内訳

に記載された内容）や実施体制について、必ず地方公共団体のウェブサイト

において公表した上で、国への報告を行うこととする。 

また、個別の事業ごとに産官学金労言などの地域の多様な主体の参画に

よりKPI の達成度について効果検証を行うことが必要であり、毎年度の効

果検証の結果及び改善方策については、当該事業の改善やその後の地方版

総合戦略の改訂の検討に反映される必要がある。加えて、必ず地方公共団体

のウェブサイトにおいて公表した上で、国への報告を行うこととする。 

また、採択にあたっては、目指す将来像及び課題の設定、KPI設定の適切

性、自立性、地域の多様な主体の参画の観点から審査する。 

 なお、他の国庫補助金等を受けている又は受けることが確定している事

業に要する経費は、原則として支援の対象外であり、他の国庫補助金等の対

象となる可能性のある事業については、補助率等にかかわらず他の国庫補

助金等を優先して活用することを原則とする。 

根拠法令等 地域再生法第５条第４項第１号、第13条 

参考ＵＲＬ 調整中 

 

 

なお、（２）認定と連携した重点的支援措置のうち、市街地の整備改善のための事業、街な

か居住の推進のための事業、公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業、特定事業

等であって、沖縄振興計画に基づき沖縄県内において実施されるものについては、内閣府にそ

の経費を一括計上し、それぞれの事業を所管する各省に移替え等を行い執行されるものがあり
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ます。その一部については、沖縄振興特別措置法に基づく補助負担割合の特例が適用されます。

（内閣府） 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 都市構造再編集中支援事業 

省庁 国土交通省 

概要 立地適正化計画に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居

住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的

な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事

業です。 

【対象事業】 

市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再生

整備計画）に基づき実施される次の事業等のうち立地適正化計画の目標に適合するも

の 

＜基幹事業＞ 

道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可

能エネルギー施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、高次都市施設（地域

交流センター、観光交流センター、テレワーク拠点施設、賑わい・交流創出施設等）、

都市機能誘導区域内の誘導施設 ・広域連携誘導施設 （医療、社会福祉、教育文化施

設等）、エリア価値向上整備事業、こどもまんなかまちづくり事業、暑熱対策事業 

等 

＜提案事業＞ 

事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（提案に

基づく事業） 

＜居住誘導促進事業＞ 

住居移転支援、元地の適正管理 等 

留意事項等 都市構造再編集中支援事業を実施する市町村等は、立地適正化計画を作成・公表

し、都市再生整備計画を国土交通大臣に提出することが必要です。 

根拠法令等 都市再生特別措置法、都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

防災・安全交付金（都市再生整備計画事業） 

省庁 国土交通省 
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ます。その一部については、沖縄振興特別措置法に基づく補助負担割合の特例が適用されます。

（内閣府） 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 都市構造再編集中支援事業 

省庁 国土交通省 

概要 立地適正化計画に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居

住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的

な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的とする事

業です。 

【対象事業】 

市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再生

整備計画）に基づき実施される次の事業等のうち立地適正化計画の目標に適合するも

の 

＜基幹事業＞ 

道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可

能エネルギー施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、高次都市施設（地域

交流センター、観光交流センター、テレワーク拠点施設、賑わい・交流創出施設等）、

都市機能誘導区域内の誘導施設 ・広域連携誘導施設 （医療、社会福祉、教育文化施

設等）、エリア価値向上整備事業、こどもまんなかまちづくり事業、暑熱対策事業 

等 

＜提案事業＞ 

事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（提案に

基づく事業） 

＜居住誘導促進事業＞ 

住居移転支援、元地の適正管理 等 

留意事項等 都市構造再編集中支援事業を実施する市町村等は、立地適正化計画を作成・公表

し、都市再生整備計画を国土交通大臣に提出することが必要です。 

根拠法令等 都市再生特別措置法、都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

防災・安全交付金（都市再生整備計画事業） 

省庁 国土交通省 

http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html
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概要 社会資本整備総合交付金は、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を

活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推

進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを

目的とする事業です。 

防災・安全交付金は、災害の発生が想定される地域において、事前復興まちづくり計

画等に基づき市町村等が行う防災拠点の形成を総合的に支援し、地域の防災性の向上

を図ることを目的とする事業です。 

【対象事業】 

○市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再

生整備計画）に基づき実施される以下の事業等 

＜基幹事業＞ 

道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可能

エネルギー施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、高次都市施設（地域交流

センター、観光交流センター等）、既存建造物活用事業、土地区画整理事業、エリア価

値向上整備事業、こどもまんなかまちづくり事業、暑熱対策事業 等 

＜提案事業＞ 

事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（提案に

基づく事業） 

留意事項等 都市再生整備計画事業を実施する市町村は、都市再生整備計画を作成し国土交通大

臣に提出することが必要です。 

根拠法令等 都市再生特別措置法、社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 空き家対策総合支援事業 

所管府省庁 国土交通省  

概要 空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用・除却

に係る取組や、ＮＰＯや民間事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用

等に係る調査検討又は改修工事等に対して支援を行います。 

＜空き家対策基本事業＞ 

○空き家の除却（設計費等を含む）[補助率：2/5※１] 

○空き家を除却した後の土地の整備※２
[補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）] 

○空き家の活用（設計費等を含む）[補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）] 

○空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ[補助

率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）] 

○空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握[補助率：1/2] 

○空き家の所有者の特定[補助率：1/2] 

○空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務[補助率：

概要 社会資本整備総合交付金は、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を

活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推

進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを

目的とする事業です。 

防災・安全交付金は、災害の発生が想定される地域において、事前復興まちづくり計

画等に基づき市町村等が行う防災拠点の形成を総合的に支援し、地域の防災性の向上

を図ることを目的とする事業です。 

【対象事業】 

○市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再

生整備計画）に基づき実施される以下の事業等 

＜基幹事業＞ 

道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可能

エネルギー施設等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、高次都市施設（地域交流

センター、観光交流センター等）、既存建造物活用事業、土地区画整理事業、エリア価

値向上整備事業、こどもまんなかまちづくり事業、暑熱対策事業 等 

＜提案事業＞ 

事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業（提案に

基づく事業） 

留意事項等 都市再生整備計画事業を実施する市町村は、都市再生整備計画を作成し国土交通大

臣に提出することが必要です。 

根拠法令等 都市再生特別措置法、社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 空き家対策総合支援事業 

所管府省庁 国土交通省  

概要 空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用・除却

に係る取組や、ＮＰＯや民間事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用

等に係る調査検討又は改修工事等に対して支援を行います。 

＜空き家対策基本事業＞ 

○空き家の除却（設計費等を含む）[補助率：2/5※１] 

○空き家を除却した後の土地の整備※２
[補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）] 

○空き家の活用（設計費等を含む）[補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）] 

○空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビリティスタディ[補助

率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）] 

○空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握[補助率：1/2] 

○空き家の所有者の特定[補助率：1/2] 

○空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図るための業務[補助率：

http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html
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間接1/2（かつ市町村の1/2）] 

＜空き家対策附帯事業＞ 

○空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手統等を行

う事業等[補助率：1/2] 

＜空き家対策関連事業＞ 

○基本事業とあわせて実施する以下の事業[補助率：各事業による] 

 •住宅•建築物耐震改修事業  •住宅市街地総合整備事業 

 •街なみ環境整備事業    •狭あい道路整備等促進事業 

 •小規模住宅地区改良事業  •地域優良賃貸住宅整備事業 

 •住宅地区改良事業等計画基礎調査事業（空き家が集積し、その活用が必要な地域にお

ける空き家の活用の方針、関連する各種ハード事業の導入可能性の検討等） 

＜空き家対策モデル事業＞ 

○ＮＰＯ・民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高い空き家の改修工事

等や、調査検討・評価、普及・広報等（国が直接補助） 

・調査検討等支援事業[補助率：定額] 

・改修工事等支援事業[補助率：活用1/3、除却2/5、除却とあわせて行う土地の整備1/3] 

※１ 市町村が行政代執行等によりやむを得ず行う特定空家等の除却の補助率は1/2 

※２ 地域活性化要件が適用されない特定空家や不良住宅等を除却した後の土地を、公益性の高い用途で10年以

上活用する場合に限る。 

留意事項等 空き家対策モデル事業については、応募された提案に対する評価委員会

の評価結果を踏まえて、モデル性の高い取組を採択します。 

根拠法令等 住宅市街地総合整備事業制度要綱等 

参考ＵＲＬ                                  

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_

000035.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（まちなかウォーカブル推進事業） 

都市再生推進事業費補助（まちなかウォーカブル推進事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる

範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が

実施する、道路・公園・広場等の既存ストックの再編・利活用、滞在環境の

向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくな

る」まちなかづくりを推進する事業です。 

【対象事業】 

○市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再

生整備計画）に基づき実施される以下の事業等 

＜基幹事業＞ 

間接1/2（かつ市町村の1/2）] 

＜空き家対策附帯事業＞ 

○空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手統等を行

う事業等[補助率：1/2] 

＜空き家対策関連事業＞ 

○基本事業とあわせて実施する以下の事業[補助率：各事業による] 

 •住宅•建築物耐震改修事業  •住宅市街地総合整備事業 

 •街なみ環境整備事業    •狭あい道路整備等促進事業 

 •小規模住宅地区改良事業  •地域優良賃貸住宅整備事業 

 •住宅地区改良事業等計画基礎調査事業（空き家が集積し、その活用が必要な地域にお

ける空き家の活用の方針、関連する各種ハード事業の導入可能性の検討等） 

＜空き家対策モデル事業＞ 

○ＮＰＯ・民間事業者等の創意工夫によるモデル性の高い空き家の改修工事

等や、調査検討・評価、普及・広報等（国が直接補助） 

・調査検討等支援事業[補助率：定額] 

・改修工事等支援事業[補助率：活用1/3、除却2/5、除却とあわせて行う土地の整備1/3] 

※１ 市町村が行政代執行等によりやむを得ず行う特定空家等の除却の補助率は1/2 

※２ 地域活性化要件が適用されない特定空家や不良住宅等を除却した後の土地を、公益性の高い用途で10年以

上活用する場合に限る。 

留意事項等 空き家対策モデル事業については、応募された提案に対する評価委員会

の評価結果を踏まえて、モデル性の高い取組を採択します。 

根拠法令等 住宅市街地総合整備事業制度要綱等 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720517.pdf 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_

000035.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（まちなかウォーカブル推進事業） 

都市再生推進事業費補助（まちなかウォーカブル推進事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる

範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が

実施する、道路・公園・広場等の既存ストックの再編・利活用、滞在環境の

向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくな

る」まちなかづくりを推進する事業です。 

【対象事業】 

○市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画（都市再

生整備計画）に基づき実施される以下の事業等 

＜基幹事業＞ 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
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道路、公園、地域生活基盤施設（緑地、広場、       再生可能エネルギー施設

等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、既存建造物活用事業、エリア価値向上整

備事業、こどもまんなかまちづくり事業、暑熱対策事業、滞在環境整備事業、計画策定

支援事業 等 

＜提案事業＞ 

事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業

（提案に基づく事業） 

留意事項等  市町村等には交付金、都道府県及び民間事業者等には補助金で支援しま

す。 

根拠法令等 都市再生特別措置法、社会資本整備総合交付金交付要綱、 

都市再生推進事業制度要綱、都市再生推進事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000081.html 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（道路事業） 

防災・安全交付金（道路事業）  

連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等 

所管府省庁 国土交通省  

概要 都市機能の増進及び経済活力の向上により中心市街地等の活性化に資す

る道路の整備に対して支援を行います。 

 

支援措置の記載にあたっては、「国土交通省の支援措置に係る記載例」を

参考に以下①～③のどれかを選んで記載して下さい。  

①社会資本整備総合交付金（道路事業）  

②防災・安全交付金（道路事業）  

③連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等（個別補助制度） 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 等 

参考ＵＲＬ - 

 

道路、公園、地域生活基盤施設（緑地、広場、地域防災施設、再生可能エネルギー施設

等）、高質空間形成施設（歩行支援施設等）、既存建造物活用事業、エリア価値向上整

備事業、こどもまんなかまちづくり事業、暑熱対策事業、滞在環境整備事業、計画策定

支援事業 等 

＜提案事業＞ 

事業活用調査、まちづくり活動推進事業（社会実験等）、地域創造支援事業

（提案に基づく事業） 

留意事項等  市町村等には交付金、都道府県及び民間事業者等には補助金で支援しま

す。 

根拠法令等 都市再生特別措置法、社会資本整備総合交付金交付要綱、 

都市再生推進事業制度要綱、都市再生推進事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000081.html 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（道路事業） 

防災・安全交付金（道路事業）  

連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等 

所管府省庁 国土交通省  

概要 都市機能の増進及び経済活力の向上により中心市街地等の活性化に資す

る道路の整備に対して支援を行います。 

 

支援措置の記載にあたっては、「国土交通省の支援措置に係る記載例」を

参考に以下①～③のどれかを選んで記載して下さい。  

①社会資本整備総合交付金（道路事業）  

②防災・安全交付金（道路事業）  

③連続立体交差事業、無電柱化推進計画事業 等（個別補助制度） 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 等 

参考ＵＲＬ - 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000081.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000081.html
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業） 

省庁 国土交通省 

概要  地域公共交通活性化再生法による実施計画の認定を受けて行う鉄道施

設・バス施設の整備について支援を行います。 

【対象事業】 

地域公共交通特定事業※の実施計画の認定を受けた、持続可能性・利便性・

効率性の向上に資する施設整備 

※地域公共交通活性化法に基づく、ローカル鉄道に係る公共交通再構築や

バス路線の再編等を行う事業実施計画 

・鉄道施設（駅施設、線路設備、電路設備、信号保安設備 等）の整備 

・バス施設（停留所・車庫・営業所・バスロケ施設・EVバス関連施設（発電・

蓄電・充電）等）の整備 

※上記とあわせて、効果促進事業（地方自治体の作成する社会資本総合整備

計画ごとに交付対象事業全体の20％を目途）で、鉄道・バス車両の導入も支

援 

※JR本州3社又は大手民鉄の路線については、補助対象経費は総事業費の2/

3を上限（1/3は事業者の自己負担） 

要件 地域公共交通再構築事業の要件を満たす必要があります。 

留意事項等 地域公共交通再構築事業を実施する市町村は、地域公共交通計画及び立

地適正化計画その他のまちづくり・観光計画において中長期的に必要なネ

ットワーク（鉄道・バス路線）を位置付けることが必要です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 等 

参考ＵＲＬ - 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業） 

省庁 国土交通省 

概要  地域公共交通活性化再生法による実施計画の認定を受けて行う鉄道施

設・バス施設の整備について支援を行います。 

【対象事業】 

地域公共交通特定事業※の実施計画の認定を受けた、持続可能性・利便性・

効率性の向上に資する施設整備 

※地域公共交通活性化法に基づく、ローカル鉄道に係る公共交通再構築や

バス路線の再編等を行う事業実施計画 

・鉄道施設（駅施設、線路設備、電路設備、信号保安設備 等）の整備 

・バス施設（停留所・車庫・営業所・バスロケ施設・EVバス関連施設（発電・

蓄電・充電）等）の整備 

※上記とあわせて、効果促進事業（地方自治体の作成する社会資本総合整備

計画ごとに交付対象事業全体の20％を目途）で、鉄道・バス車両の導入も支

援 

※JR本州3社又は大手民鉄の路線については、補助対象経費は総事業費の2/

3を上限（1/3は事業者の自己負担） 

要件 地域公共交通再構築事業の要件を満たす必要があります。 

留意事項等 地域公共交通再構築事業を実施する市町村は、地域公共交通計画及び立

地適正化計画その他のまちづくり・観光計画において中長期的に必要なネ

ットワーク（鉄道・バス路線）を位置付けることが必要です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 等 

参考ＵＲＬ - 
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業） 

防災・安全交付金（都市・地域交通戦略推進事業） 

都市・地域交通戦略推進事業費 

省庁 国土交通省 

概要 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由

通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通などからなる都市の交通シ

ステムを明確な政策目的の下、都市・地域総合交通戦略等に基づき、パッケ

ージ施策として総合的に支援する事業です。 

地方公共団体に対しては社会資本整備総合交付金及び、防災・安全交付金、

法定協議会に対しては補助金にて支援可能となっています。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

都市・地域交通戦略推進事業制度要綱 

都市・地域交通戦略推進事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_fr_000015.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定基本計画に位置付けられる区域外の河川において、当該事業が中心市

街地の治水安全度の向上に資する河川の整備に対して支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援 

所管府省庁 国土交通省  

概要 民間事業者が施行する都市再生特別措置法第２条第１項に規定する都市

開発事業（以下「民間都市開発事業」という。）の立ち上げを支援するため、

優良な民間都市開発事業に対し、（一財）民間都市開発推進機構が出資等（ま

ち再生出資）を行うことにより、民間資金の誘導を図るものです。 

なお、民間都市開発事業について、（一財）民間都市開発推進機構による

出資等を受けるために、都市再生特別措置法第63条に規定する民間都市再生

整備事業計画等を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業） 

防災・安全交付金（都市・地域交通戦略推進事業） 

都市・地域交通戦略推進事業費 

省庁 国土交通省 

概要 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由

通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通などからなる都市の交通シ

ステムを明確な政策目的の下、都市・地域総合交通戦略等に基づき、パッケ

ージ施策として総合的に支援する事業です。 

地方公共団体に対しては社会資本整備総合交付金及び、防災・安全交付金、

法定協議会に対しては補助金にて支援可能となっています。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

都市・地域交通戦略推進事業制度要綱 

都市・地域交通戦略推進事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_fr_000015.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 認定基本計画に位置付けられる区域外の河川において、当該事業が中心市

街地の治水安全度の向上に資する河川の整備に対して支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援 

所管府省庁 国土交通省  

概要 民間事業者が施行する都市再生特別措置法第２条第１項に規定する都市

開発事業（以下「民間都市開発事業」という。）の立ち上げを支援するため、

優良な民間都市開発事業に対し、（一財）民間都市開発推進機構が出資等（ま

ち再生出資）を行うことにより、民間資金の誘導を図るものです。 

なお、民間都市開発事業について、（一財）民間都市開発推進機構による

出資等を受けるために、都市再生特別措置法第63条に規定する民間都市再生

整備事業計画等を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 
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留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市再生特別措置法第71条第１項第１号及び第103条第１項第１号、 

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第15条第１項第１条 

参考ＵＲＬ http://www.minto.or.jp/products/regenerate.html 

(民間都市開発推進機構HP) 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 都市開発資金（都市環境維持・改善事業資金） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を

推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづ

くり法人に貸付を行う地方公共団体に対し、無利子貸付けを行います。 

なお、貸付を受ける事業は都市再生整備計画に定められている必要があり

ます。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市開発資金の貸付けに関する法律第１条 

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第26条、第27条 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000052.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 農村集落基盤再編・整備事業 

所管府省庁 農林水産省 

概要 地域が中心市街地の活性化に向けた取組と併せて周辺の農村地域の個性

ある活性化を図る場合において、地域住民の参加の下、関係府省との連携を

図りつつ、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備と集落農園整備

等の農村生活環境の整備を総合的に実施する取組に対して支援を行いま

す。 

留意事項等 根拠法令に基づく農業生産基盤整備事業と一体的に実施することが必要

（中心地市街地のみでの事業実施は不可） 

根拠法令等 土地改良法施行令第50条第１項第７の７、第50条第７項、第50条第13項 

農山漁村地域整備交付金実施要綱等 

参考ＵＲＬ https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html

  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域用水環境整備事業 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市再生特別措置法第71条第１項第１号及び第103条第１項第１号、 

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第15条第１項第１条 

参考ＵＲＬ http://www.minto.or.jp/products/regenerate.html 

(民間都市開発推進機構HP) 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 都市開発資金（都市環境維持・改善事業資金） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を

推進するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生推進法人又はまちづ

くり法人に貸付を行う地方公共団体に対し、無利子貸付けを行います。 

なお、貸付を受ける事業は都市再生整備計画に定められている必要があり

ます。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市開発資金の貸付けに関する法律第１条 

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第26条、第27条 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000052.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 農村集落基盤再編・整備事業 

所管府省庁 農林水産省 

概要 地域が中心市街地の活性化に向けた取組と併せて周辺の農村地域の個性

ある活性化を図る場合において、地域住民の参加の下、関係府省との連携を

図りつつ、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備と集落農園整備

等の農村生活環境の整備を総合的に実施する取組に対して支援を行いま

す。 

留意事項等 根拠法令に基づく農業生産基盤整備事業と一体的に実施することが必要

（中心地市街地のみでの事業実施は不可） 

根拠法令等 土地改良法施行令第50条第１項第７の７、第50条第７項、第50条第13項 

農山漁村地域整備交付金実施要綱等 

参考ＵＲＬ https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html

  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域用水環境整備事業 

http://www.minto.or.jp/products/regenerate.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000052.html
http://www.minto.or.jp/products/regenerate.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000052.html
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所管府省庁 農林水産省 

概要 農業用水の持つ親水、景観・生態系の保全等の多面的機能を維持増進する

ため、中心市街地の農業水利施設の整備等と一体的に親水護岸、せせらぎ水

路等の整備に対して支援を行います。 

留意事項等 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）に基づく農用地区

域内の施設整備と一体的に実施することが必要（中心市街地のみでの事業

実施は不可） 

根拠法令等 農山漁村地域整備交付金実施要綱等 

参考ＵＲＬ https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国宝・重要文化財建造物保存修理

強化対策事業） 

所管府省庁 文部科学省 

概要 文化財建造物を保存・活用するため、国が指定した重要文化財の保存修理

等に対し、支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 文化財保護法第35条、第40条、文化財保存事業費関係補助金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/hojokin.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝統的建造物群基盤強化事業 ） 

所管府省庁 文部科学省 

概要 歴史的な集落・町並みを保存・活用するため、国が選定した重要伝統的建

造物群保存地区の保存修理等に対し支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 文化財保護法第146条、文化財保存事業費関係補助金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/hojokin.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（歴史活き活き！史跡等総合活用

整備事業） 

所管府省庁 文部科学省 

概要 歴史上、学術上価値が高い史跡等について、保存と活用を図るための事業

を行う所有者、管理団体等に対する補助を充実し、保存整備や活用等を推進

所管府省庁 農林水産省 

概要 農業用水の持つ親水、景観・生態系の保全等の多面的機能を維持増進する

ため、中心市街地の農業水利施設の整備等と一体的に親水護岸、せせらぎ水

路等の整備に対して支援を行います。 

留意事項等 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）に基づく農用地区

域内の施設整備と一体的に実施することが必要（中心市街地のみでの事業

実施は不可） 

根拠法令等 農山漁村地域整備交付金実施要綱等 

参考ＵＲＬ https://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（国宝・重要文化財建造物保存修理

強化対策事業） 

所管府省庁 文部科学省 

概要 文化財建造物を保存・活用するため、国が指定した重要文化財の保存修理

等に対し、支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 文化財保護法第35条、第40条、文化財保存事業費関係補助金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/hojokin.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（伝統的建造物群基盤強化事業 ） 

所管府省庁 文部科学省 

概要 歴史的な集落・町並みを保存・活用するため、国が選定した重要伝統的建

造物群保存地区の保存修理等に対し支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 文化財保護法第146条、文化財保存事業費関係補助金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/hojokin.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金（歴史活き活き！史跡等総合活用

整備事業） 

所管府省庁 文部科学省 

概要 歴史上、学術上価値が高い史跡等について、保存と活用を図るための事業

を行う所有者、管理団体等に対する補助を充実し、保存整備や活用等を推進
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します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 文化財保護法第35条、第118条、第120条、文化財保存事業費関係補助金交付

要綱 

参考ＵＲＬ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/hojokin.h

tml 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 「低未利用土地権利設定等促進計画」制度 

所管府省庁 国土交通省 

概要  低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権

にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画制度 

留意事項等 ・対象区域：立地適正化計画の居住誘導区域または都市機能誘導区域 

・立地適正化計画に低未利用土地利用等指針及び低未利用土地権利設定等

促進事業に関すること（区域及び立地を誘導すべき誘導施設等に関する事

項）を記載する必要がある。 

根拠法令等 都市再生特別措置法第81条14項、15項 

都市再生特別措置法第109条の14～第109条の21 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.htm

l 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 「立地誘導促進施設協定」制度 

所管府省庁 国土交通省 

概要  都市機能や居住を誘導すべき区域で、空き地・空き家を活用して、交流広

場、コミュティ施設、防犯等など、地域コミュニティやまちづくり団体が共

同で整備・管理する空間・施設（コモンズ）についての地権者合意による協

定制度。 

留意事項等 ・対象区域：立地適正化計画の居住誘導区域または都市機能誘導区域 

・立地適正化計画に立地誘導促進施設協定に関すること（区域及び施設の一

体的な整備又は管理に関する事項）を記載する必要がある。 

根拠法令等 ・都市再生特別措置法第81条８項 

・都市再生特別措置法第109条の２～第109条の４ 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.htm

l 

 

します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 文化財保護法第35条、第118条、第120条、文化財保存事業費関係補助金交付

要綱 

参考ＵＲＬ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/hojo/hojokin.h

tml 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 「低未利用土地権利設定等促進計画」制度 

所管府省庁 国土交通省 

概要  低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権

にこだわらず、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画制度 

留意事項等 ・対象区域：立地適正化計画の居住誘導区域または都市機能誘導区域 

・立地適正化計画に低未利用土地利用等指針及び低未利用土地権利設定等

促進事業に関すること（区域及び立地を誘導すべき誘導施設等に関する事

項）を記載する必要がある。 

根拠法令等 都市再生特別措置法第81条14項、15項 

都市再生特別措置法第109条の14～第109条の21 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.htm

l 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 「立地誘導促進施設協定」制度 

所管府省庁 国土交通省 

概要  都市機能や居住を誘導すべき区域で、空き地・空き家を活用して、交流広

場、コミュティ施設、防犯等など、地域コミュニティやまちづくり団体が共

同で整備・管理する空間・施設（コモンズ）についての地権者合意による協

定制度。 

留意事項等 ・対象区域：立地適正化計画の居住誘導区域または都市機能誘導区域 

・立地適正化計画に立地誘導促進施設協定に関すること（区域及び施設の一

体的な整備又は管理に関する事項）を記載する必要がある。 

根拠法令等 ・都市再生特別措置法第81条８項 

・都市再生特別措置法第109条の２～第109条の４ 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.htm

l 

 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 

防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 

省庁 国土交通省 

概要 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備

の必要な既成市街地の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地に

おける街区再編・整備による都市機能更新、低未利用地が散在する既成市街地における

低未利用地の集約化による誘導施設の整備を推進するため施行する土地区画整理事業

（都市再生区画整理事業）を支援します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 

省庁 国土交通省 

概要 空洞化が進行する中心市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機

能の更新を図り、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を促進するた

め、街なか再生の実現に資する市街地再開発事業に係る施設建築物の整備等に対して

支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000060.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市公園・緑地等事業） 

防災・安全交付金（都市公園・緑地等事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 都市公園のバリアフリー化や中心市街地の活性化に資する公園・緑地等

の整備について支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 

防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 

省庁 国土交通省 

概要 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備

の必要な既成市街地の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地に

おける街区再編・整備による都市機能更新、低未利用地が散在する既成市街地における

低未利用地の集約化による誘導施設の整備を推進するため施行する土地区画整理事業

（都市再生区画整理事業）を支援します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000020.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 

省庁 国土交通省 

概要 空洞化が進行する中心市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機

能の更新を図り、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を促進するた

め、街なか再生の実現に資する市街地再開発事業に係る施設建築物の整備等に対して

支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000060.html  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市公園・緑地等事業） 

防災・安全交付金（都市公園・緑地等事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 都市公園のバリアフリー化や中心市街地の活性化に資する公園・緑地等

の整備について支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土

地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備に対し支援を

行います。 

留意事項等 一定の要件を満たす中心市街地共同住宅供給事業については、市街地住

宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプ優良建築物等整備事業としての

支援を受けることが可能です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk

5_000080.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

防災・安全交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 バリアフリー法（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」）に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備の促進を図るため、

基本構想の策定及び基本構想に従って行われる動く通路、スロープ、エレ

ベーター等の整備、認定特定建築物の建築または不特定かつ多数の者が利

用し、若しくは主として高齢者・障害者等が利用する既存建築物のバリア

フリー改修工事に対し支援を行います。 

留意事項等 バリアフリー基本構想に基づく中心市街地区域内の生活関連道路等に

おいてバリアフリー化を図る事業（以下「バリアフリー事業」という。）

を中心市街地活性化基本計画に位置付けるに当たっては、その効果が認定

基本計画期間中に発現することが重要であることから、バリアフリー事業

担当課室等の各部署の理解と連携を深めることが望ましい。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 医療提供体制施設整備交付金 

所管府省庁 厚生労働省 

概要 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療

施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善等を図る観

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土

地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備に対し支援を

行います。 

留意事項等 一定の要件を満たす中心市街地共同住宅供給事業については、市街地住

宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプ優良建築物等整備事業としての

支援を受けることが可能です。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk

5_000080.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

防災・安全交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 バリアフリー法（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」）に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備の促進を図るため、

基本構想の策定及び基本構想に従って行われる動く通路、スロープ、エレ

ベーター等の整備、認定特定建築物の建築または不特定かつ多数の者が利

用し、若しくは主として高齢者・障害者等が利用する既存建築物のバリア

フリー改修工事に対し支援を行います。 

留意事項等 バリアフリー基本構想に基づく中心市街地区域内の生活関連道路等に

おいてバリアフリー化を図る事業（以下「バリアフリー事業」という。）

を中心市街地活性化基本計画に位置付けるに当たっては、その効果が認定

基本計画期間中に発現することが重要であることから、バリアフリー事業

担当課室等の各部署の理解と連携を深めることが望ましい。 

根拠法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 医療提供体制施設整備交付金 

所管府省庁 厚生労働省 

概要 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療

施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善等を図る観

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000080.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000080.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000080.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000080.html


49 

 

点から、医療施設等の施設整備について支援を行います。 

なお、本交付金は、医療計画制度の実効性を確保するため、都道府県にお

いて作成した「医療計画に基づく事業計画」により都道府県が自主性・裁量

性を発揮できるよう助成することとしています。 

留意事項等 都道府県の事業計画に基づく事業であること。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会福祉施設等施設整備費補助金 

所管府省庁 厚生労働省 

概要 生活保護法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律等の規定に基づき整備される社会福祉施設等の施設入所者等の福祉

の向上を図る観点から、これら施設の整備について支援を行います。 

なお、本補助金は、社会福祉法人等が整備し、地方公共団体が補助する社

会福祉施設等の整備に要する費用の一部を国が補助することとしています

（間接補助事業）。 

留意事項等 申請に当たっては都道府県・指定都市・中核市の障害福祉所管課等にお問

い合わせください。 

根拠法令等 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seik

atsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 就学前教育・保育施設整備交付金 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 保育等の基盤整備を推進するため、市町村が策定する整備計画に基づいて

実施される保育所・認定こども園等に関する施設整備事業に対して、国が交

付金を交付することとしています。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について（令和５年８月22日こ成事

第466号こども家庭庁長官通知） 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 保育対策総合支援事業費補助金 

点から、医療施設等の施設整備について支援を行います。 

なお、本交付金は、医療計画制度の実行性を確保するため、都道府県にお

いて作成した「医療計画に基づく事業計画」により都道府県が自主性・裁量

性を発揮できるよう助成することとしています。 

留意事項等 都道府県の事業計画に基づく事業であること。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 社会福祉施設等施設整備費補助金 

所管府省庁 厚生労働省 

概要 生活保護法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律等の規定に基づき整備される社会福祉施設等の施設入所者等の福祉

の向上を図る観点から、これら施設の整備について支援を行います。 

なお、本補助金は、社会福祉法人等が整備し、地方公共団体が補助する社

会福祉施設等の整備に要する費用の一部を国が補助することとしています

（間接補助事業）。 

留意事項等 申請に当たっては都道府県・指定都市・中核市の障害福祉所管課等にお問

い合わせください。 

根拠法令等 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seik

atsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 就学前教育・保育施設整備交付金 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 保育等の基盤整備を推進するため、市町村が策定する整備計画に基づいて

実施される保育所・認定こども園等に関する施設整備事業に対して、国が交

付金を交付することとしています。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について（令和５年８月22日こ成事

第466号こども家庭庁長官通知） 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 保育対策総合支援事業費補助金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-shisetsu1/index.html
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所管府省庁 こども家庭庁 

概要 小規模保育等の改修等や保育人材確保策等に必要な経費の一部を支援。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について（令和５年10月12日こ成

事第520号こども家庭庁長官通知） 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 公立文教施設の整備 

所管府省庁 文部科学省 

概要 公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金により、避難所や

地域コミュニティの拠点としての学校施設や社会体育施設の整備について

支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条及び第12条第

１項に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱等によります。 

参考ＵＲＬ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/zitumu.htm 

 

（公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の制度概要等に

ついて） 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域支援事業交付金 等 

所管府省庁 厚生労働省 

概要 地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防

し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多

様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び

認知症高齢者への支援体制の構築などを一体的に推進するものです。 

留意事項等 ・「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」

の各事業に要する経費に対して、一定割合を交付するものであり、それぞ

れの事業規模は市町村により異なります。 

・重層的支援体制整備事業交付金によって支援する場合もあります。 

根拠法令等 介護保険法第115条の45等 

参考ＵＲＬ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html 

（地域支援事業実施要綱、交付要綱等を掲載。） 

 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 小規模保育等の改修等や保育人材確保策等に必要な経費の一部を支援。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について（令和５年10月12日こ成

事第520号こども家庭庁長官通知） 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 公立文教施設の整備 

所管府省庁 文部科学省 

概要 公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金により、避難所や

地域コミュニティの拠点としての学校施設や社会体育施設の整備について

支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条及び第12条第

１項に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱等によります。 

参考ＵＲＬ https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/zitumu.htm 

 

（公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交付金の制度概要等に

ついて） 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域支援事業交付金 等 

所管府省庁 厚生労働省 

概要 地域支援事業は、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防

し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多

様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び

認知症高齢者への支援体制の構築などを一体的に推進するものです。 

留意事項等 ・「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」

の各事業に要する経費に対して、一定割合を交付するものであり、それぞ

れの事業規模は市町村により異なります。 

・重層的支援体制整備事業交付金によって支援する場合もあります。 

根拠法令等 介護保険法第115条の45等 

参考ＵＲＬ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html 

（地域支援事業実施要綱、交付要綱等を掲載。） 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/zitumu.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/zitumu.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域少子化対策重点推進交付金（結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プ

ログラム） 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方公共団体が行う結婚・妊

娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム（新婚世帯を対象に家賃、引越

費用等を補助）を支援します。 

留意事項等 地域少子化対策重点推進交付金実施要領に記載の事業実施に当たっての留

意点を遵守すること。 

根拠法令等 地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 

 

参考ＵＲＬ https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/ 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商業者等の設備投資資金等に

対する低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地・商店街において、卸・小売、飲食店、サービス業及び不動産

賃貸業を営む者（商店街振興組合、事業協同組合等を含む）に対して、経営

基盤の強化のための合理化・共同化等を図るための設備取得、集配センター

の取得、セルフサービス店の取得、ショッピングセンターへの入居、販売促

進・人材確保及び新分野への進出に必要な資金について、株式会社日本政策

金融公庫による低利融資を行います。 

貸付限度額は、中小企業事業が７億2,000万円（特別金利適用の場合は２

億7,000万円）、国民生活事業が7,200万円となります。 

なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 大規模小売店舗立地法の特例（第二種大規模小売店舗立地法特例区域） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し、中心市街地の商業等

の活性化を図るため、中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設又は

変更の際の届出書類の簡素化や新設や変更の届出に係る８ヶ月の実施制限

を適用除外とする等により、大規模小売店舗立地法の手続の簡素化を図るも

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業） 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、地方公共団体が行う結婚新生

活支援事業（新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助）を支援します。 

留意事項等 地域少子化対策重点推進交付金実施要領に記載の事業実施に当たっての留

意点を遵守すること。 

根拠法令等 地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 

 

参考ＵＲＬ https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/ 

 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商業者等の設備投資資金等に

対する低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金）） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地・商店街において、卸・小売、飲食店、サービス業及び不動産

賃貸業を営む者（商店街振興組合、事業協同組合等を含む）に対して、経営

基盤の強化のための合理化・共同化等を図るための設備取得、集配センター

の取得、セルフサービス店の取得、ショッピングセンターへの入居、販売促

進・人材確保及び新分野への進出に必要な資金について、株式会社日本政策

金融公庫による低利融資を行います。 

貸付限度額は、中小企業事業が７億2,000万円（特別金利適用の場合は２

億7,000万円）、国民生活事業が7,200万円となります。 

なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 大規模小売店舗立地法の特例（第二種大規模小売店舗立地法特例区域） 

所管府省庁 経済産業省 

概要 中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し、中心市街地の商業等

の活性化を図るため、中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設又は

変更の際の届出書類の簡素化や新設や変更の届出に係る８ヶ月の実施制限

を適用除外とする等により、大規模小売店舗立地法の手続の簡素化を図るも

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/
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のです。 

なお、第二種大規模小売店舗立地法特例区域は、都道府県及び政令指定都

市等により、基本計画の認定に関わらず設定することができますが、基本計

画に記載する場合においては、特例区域の指定主体と調整されていることが

望まれます。 

留意事項等 第二種大規模小売店舗立地法特例区域内に中心市街地活性化法第三十七条

第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められ

た区域がある場合においては、当該定められた区域を除きます。 

根拠法令等 中心市街地活性化法第65条 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/download

files/kaisetu-tokurei.pdf（スキーム・解説等） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadf

iles/qa-tokurei.pdf（質問及び回答集） 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 食品流通拠点整備の推進 

所管府省庁 農林水産省 

概要 食料の安定的な供給体制等を確保するため、物流の効率化、品質・衛生管

理の強化等を図る卸売市場施設の整備を支援します。 

留意事項等 強い農業づくり総合支援交付金のうち、卸売市場等支援タイプを活用しま

す。 

根拠法令等 卸売市場法 第16条 

参考ＵＲＬ https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r8kettei_pr9.pdf 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域少子化対策重点推進交付金 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 若い世代が結婚や出産の希望を実現できる社会をつくり、子育てしやすい 

生活環境を整備するために、地域の実情・課題に応じて自治体が実施する 

取組を重点的に支援します。 

留意事項等 地域少子化対策重点推進交付金実施要領に記載の事業実施に当たっての留

意点を遵守すること。 

根拠法令等 地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/ 

 

 

 

のです。 

なお、第二種大規模小売店舗立地法特例区域は、都道府県及び政令指定都

市等により、基本計画の認定に関わらず設定することができますが、基本計

画に記載する場合においては、特例区域の指定主体と調整されていることが

望まれます。 

留意事項等 第二種大規模小売店舗立地法特例区域内に中心市街地活性化法第三十七条

第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められ

た区域がある場合においては、当該定められた区域を除きます。 

根拠法令等 中心市街地活性化法第65条 

参考ＵＲＬ https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/download

files/kaisetu-tokurei.pdf（スキーム・解説等） 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadf

iles/qa-tokurei.pdf（質問及び回答集） 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 食品流通拠点整備の推進 

所管府省庁 農林水産省 

概要 食料の安定的な供給体制等を確保するため、物流の効率化、品質・衛生管

理の強化等を図る卸売市場施設の整備を支援します。 

留意事項等 強い農業づくり総合支援交付金のうち、卸売市場等支援タイプを活用しま

す。 

根拠法令等 卸売市場法 第16条 

参考ＵＲＬ https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7kettei_pr6.pdf 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域少子化対策重点推進交付金 

所管府省庁 こども家庭庁 

概要 ・結婚、子育てに関する地方公共団体の取組（結婚に対する取組、結婚、妊

娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運醸成の取組）を支援します。

（補助率１／２、２／３） 

・地方公共団体が行う伴走型結婚支援や、こどもとの触れ合い体験などの結

婚・子育てに温かい社会づくり・気運醸成を図る取組等を重点的に支援し

ます。（補助率２／３、３／４） 

留意事項等 地域少子化対策重点推進交付金実施要領に記載の事業実施に当たっての留

意点を遵守すること。 

根拠法令等 地域少子化対策重点推進交付金交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/ 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r8kettei_pr9.pdf
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/kaisetu-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/downloadfiles/qa-tokurei.pdf
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7kettei_pr6.pdf
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域再生エリアマネジメント負担金制度 

所管府省庁 内閣府 

概要  エリアマネジメント団体の財源の安定的確保を通じたエリアマネジメン

ト活動の促進を図るため、地域再生に資するエリアマネジメント活動につい

て、当該活動により受けると見込まれる受益の限度において市町村が事業者

から負担金を徴収し、これをエリアマネジメント団体に交付します。 

留意事項等 参考URLに掲載する 

「地域再生エリアマネジメント負担金制度ガイドライン」を参照ください。 

根拠法令等 地域再生法第５条第４項第６号、第17条の７～第17条の12 

参考ＵＲＬ https://www.chisou.go.jp/sousei/about/areamanagement/index.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 商店街活性化促進事業計画に基づく措置 

所管府省庁 内閣府 

概要  地域再生法に基づく地域再生計画に位置付けられた商店街活性化促進事

業を実施するための商店街活性化促進事業計画を作成した場合、商店街組織

は商店街振興組合法の特例、中小企業者は中小企業信用保険法の特例を受け

ることができるようになります。また、市町村長は、計画区域内の利活用さ

れていない建築物又は土地の所有者等に対し、計画に即した利活用を要請・

勧告できるようになります。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 地域再生法第５条第４項第７号、第17条の13～第17条の16 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中心市街地・商店街等診断・サポート事業 

所管府省庁 経済産業省 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構が有する専門的ノウハウを活かして、

まちづくり会社及び商店街組織等を対象に、地域における経済活力の向上と

エリア価値の向上等に向けた取り組みを支援します。 

要件 協議会、まちづくり会社、                    商

工会議所・商工会・商店街組織など、中心市街地の活性化に取り組む組織が

対象となります。 

基本計画に

記載する事

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域再生エリアマネジメント負担金制度 

所管府省庁 内閣府 

概要  エリアマネジメント団体の財源の安定的確保を通じたエリアマネジメン

ト活動の促進を図るため、地域再生に資するエリアマネジメント活動につい

て、当該活動により受けると見込まれる受益の限度において市町村が事業者

から負担金を徴収し、これをエリアマネジメント団体に交付します。 

留意事項等 参考URLに掲載する 

「地域再生エリアマネジメント負担金制度ガイドライン」を参照ください。 

根拠法令等 地域再生法第５条第４項第６号、第17条の７～第17条の12 

参考ＵＲＬ https://www.chisou.go.jp/sousei/about/areamanagement/index.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 商店街活性化促進事業計画に基づく措置 

所管府省庁 内閣府 

概要  地域再生法に基づく地域再生計画に位置付けられた商店街活性化促進事

業を実施するための商店街活性化促進事業計画を作成した場合、商店街組織

は商店街振興組合法の特例、中小企業者は中小企業信用保険法の特例を受け

ることができるようになります。また、市町村長は、計画区域内の利活用さ

れていない建築物又は土地の所有者等に対し、計画に即した利活用を要請・

勧告できるようになります。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 地域再生法第５条第４項第７号、第17条の13～第17条の16 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中心市街地・商店街等診断・サポート事業 

所管府省庁 経済産業省 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構が有する専門的ノウハウを活かして、

まちづくり会社及び商店街組織等を対象に、地域における経済活力の向上と

エリア価値の向上等に向けた取り組みを支援します。 

要件     まちづくり会社、商店街等組織、中心市街地活性化を検討する商

工会議所・商工会・まちづくり会社等の組織が対象となります。 

基本計画に

記載する事

項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にあり

ません。 

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/areamanagement/index.html
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/areamanagement/index.html
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項 

留意事項等                                  

  パッケージ型支援は公募により採択地域を決定します。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業 

所管府省庁 経済産業省 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中心市街地の活性化に関して課題を抱え

る中心市街地活性化協議会等に対して、専門知識・ノウハウを持つアドバイザーを

派遣し、認定基本計画（認定期間が終了した基本計画を含む）等に係る事業につい

てアドバイスを行います。 

要件         協議会、法第42条の規定に基づく認定民間中心市街地商業活性

化事業者である中小企業者及び協議会の組成を検討する者が対象となります。 

基本計画に記

載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にありません。

個別事業へのアドバイスの支援対象は、７章に掲載（掲載予定も含む）の事業となり

ます。 

留意事項等 派遣期間が一定回数を超える場合、アドバイザーの派遣費用の一部は利用者負担

となります。専門家の派遣回数には、限度があります。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html 

 

 

 

留意事項等 巡回型支援は、事前にオンラインによる相談を実施の上、採択を決定しま

す。パッケージ型支援は公募により採択  を決定します。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html 

 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中小企業アドバイザー（中心市街地活性化）派遣事業 

所管府省庁 経済産業省 

概要 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中心市街地の活性化に関して課題を抱え

る中心市街地活性化協議会等に対して、専門知識・ノウハウを持つアドバイザーを

派遣し、認定基本計画（認定期間が終了した基本計画を含む）等に係る事業につい

てアドバイスを行います。 

要件 中心市街地活性化協議会、法第42条の規定に基づく認定民間中心市街地商業活性

化事業者である中小企業者              が対象となります。 

基本計画に記

載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅢ．に掲げられている事項のほかは、特にありません。

個別事業へのアドバイスの支援対象は、７章に掲載（掲載予定も含む）の事業となり

ます。 

留意事項等 派遣期間が一定日数を超える場合、アドバイザーの派遣費用の一部は利用者負担

となります。専門家の派遣日数には、限度があります。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html 

 

 

 

http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html
http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html
http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html
http://www.smrj.go.jp/supporter/urban_vitalization/index.html
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中心市街地活性化協議会運営支援事業 

省庁 経済産業省 

概要 中心市街地活性化協議会支援センター（独立行政法人中小企業基盤整備機構内）で

は、        協議会やまちづくり関係者に対して、協議会設立・運営などの

  相談対応、情報提供、    勉強会を通じたネットワーク構築支援を実施して

います。 

＜支援内容＞ 

○ウェブサイト「まちかつ」の運営 

中心市街地活性化の課題解決のヒントとなるまちづくり事例や関連する補助金等の

施策情報のＨＰへの掲載、メールマガジン配信による情報発信の実施。 

○協議会やまちづくり関係者間のネットワークの構築支援 

取組事例の共有や課題解決方策を考える    勉強会の開催。 

○協議会の設立・運営等に関する相談対応 

中心市街地活性化協議会の設立・運営に関する手続きや事例紹介などの相談対応。 

                  

                          

要件         協議会、まちづくり関係者のほか、協議会の設立を検討している

組織にもご相談いただけます。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ https://machi.smrj.go.jp/ 

 

  

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 鉄道駅総合改善事業費補助 

所管府省庁 国土交通省  

概要                                  

                                  

    地方公共団体、鉄道事業者、地方運輸局等からなる協議会において

策定された整備計画に基づき、鉄道ネットワークの安定性等の向上等に資す

るホームやコンコースの拡幅等の駅改良や、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化を図るために必要となるバリアフリー施設            

                   の整備に対して支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ                            

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 中心市街地活性化協議会運営支援事業 

省庁 経済産業省 

概要 中心市街地活性化協議会支援センター（独立行政法人中小企業基盤整備機構内）で

は、中心市街地活性化協議会やまちづくり関係者に対して、協議会設立・運営などの

電話相談  、情報提供、交流会や勉強会を通じたネットワーク構築支援を実施して

います。 

＜支援内容＞ 

○ウェブサイト「まちかつ」の運営 

中心市街地活性化の課題解決のヒントとなるまちづくり事例や関連する補助金等の

施策情報のＨＰへの掲載、メールマガジン配信による情報発信の実施。 

○協議会やまちづくり関係者間のネットワークの構築支援 

取組事例の共有や課題解決方策を考える交流会や勉強会の開催。 

○協議会の設立・運営等に関する相談対応 

中心市街地活性化協議会の設立・運営に関する手続きや事例紹介などの相談対応。 

○You Tubeまちかつチャンネルの運営 

協議会・まちづくり会社のインタービュー動画を掲載。 

要件 中心市街地活性化協議会、まちづくり関係者のほか、協議会の設立を検討している

場合にもご相談いただけます。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 特にありません。 

参考ＵＲＬ https://machi.smrj.go.jp/ 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 鉄道駅総合改善事業費補助 

所管府省庁 国土交通省  

概要 駅空間の質的進化を目指し、まちとの一体感があり、全ての利用者にやさ

しく、分かりやすく、心地よく、ゆとりある次世代ステーションの創造を図

るため、地方公共団体、鉄道事業者、地方運輸局等からなる協議会において

策定された整備計画に基づき、                    

 ホームやコンコースの拡幅等の駅改良 、              

             バリアフリー施設や生活支援機能施設、観光案

内施設等の駅空間の高度化に資する施設の整備に対して支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001710583.pdf 

 

 

https://machi.smrj.go.jp/
https://machi.smrj.go.jp/
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区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通確保維持事業／地域公共交

通バリア解消促進等事業／地域公共交通調査等事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 多様な関係者の連携により、地方バス路線などの生活交通の確保・維持を

図るとともに、バリアフリー化や地域鉄道の安全性向上に資する設備の整

備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組みを支援します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱等 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000

041.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 鉄道施設総合安全対策事業費補助（踏切保安設備整備） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 踏切道における事故の防止と交通の円滑化を図るため、踏切遮断機や警報

機等の踏切保安設備の設置、障害物検知装置等の高規格保安設備の整備及び

災害時の踏切道の適確な管理のために行う踏切監視用カメラの整備等に係

る費用に対し支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 踏切道改良促進法第19条 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地下鉄など鉄道整備に対する補助（都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道

／空港アクセス鉄道等）、幹線鉄道等活性化事業費補助） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 大都市圏における交通混雑の緩和や鉄道の利用者利便の増進を図るため、

幹線鉄道の高速化や利便性向上に資する施設の整備等の事業に対し支援を

行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 ○地下高速鉄道整備事業費補助交付要綱 

○空港アクセス鉄道等整備事業費補助交付要綱 

○幹線鉄道等活性化事業費補助交付要領 

参考ＵＲＬ ○地下高速鉄道整備事業費補助 

http://www.mlit.go.jp/common/001000721.pdf  

○空港アクセス鉄道等整備事業費補助 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通確保維持事業／地域公共交

通バリア解消促進等事業／地域公共交通調査等事業） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 多様な関係者の連携により、地方バス路線などの生活交通の確保・維持を

図るとともに、バリアフリー化や地域鉄道の安全性向上に資する設備の整

備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組みを支援します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱等 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000

041.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 鉄道施設総合安全対策事業費補助（踏切保安設備整備） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 踏切道における事故の防止と交通の円滑化を図るため、踏切遮断機や警報

機等の踏切保安設備の設置、障害物検知装置等の高規格保安設備の整備及び

災害時の踏切道の適確な管理のために行う踏切監視用カメラの整備等に係

る費用に対し支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 踏切道改良促進法第19条 

参考ＵＲＬ - 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地下鉄など鉄道整備に対する補助（都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道

／空港アクセス鉄道等）、幹線鉄道等活性化事業費補助） 

所管府省庁 国土交通省  

概要 大都市圏における交通混雑の緩和や鉄道の利用者利便の増進を図るため、

幹線鉄道の高速化や利便性向上に資する施設の整備等の事業に対し支援を

行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 ○地下高速鉄道整備事業費補助交付要綱 

○空港アクセス鉄道等整備事業費補助交付要綱 

○幹線鉄道等活性化事業費補助交付要領 

参考ＵＲＬ ○地下高速鉄道整備事業費補助 

http://www.mlit.go.jp/common/001000721.pdf  

○空港アクセス鉄道等整備事業費補助 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html
http://www.mlit.go.jp/common/001000721.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html
http://www.mlit.go.jp/common/001000721.pdf
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 http://www.mlit.go.jp/common/001000723.pdf  

○幹線鉄道等活性化事業費補助（旅客線化） 

 http://www.mlit.go.jp/common/001096159.pdf  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 都市鉄道利便増進事業費補助 

所管府省庁 国土交通省  

概要 相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワーク（既存ストック）を有効活用

し、その利便の増進を図るため、都市鉄道等利便増進法に基づき、連絡線等

の整備による速達性の向上、周辺整備と一体的な駅整備による交通結節機能

の高度化を推進する事業に対し支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市鉄道利便増進事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/common/001263008.pdf 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備 

所管府省庁 国土交通省  

概要 官庁施設の整備について、施設整備の計画段階から地方公共団体等と連携

を図りつつ、国公有財産の最適利用、地域の特色や創意工夫を活かした魅力

と賑わいのある拠点の形成、人の移動の円滑化に配慮した整備を進めること

により、地域のまちづくり計画を推進するための取組を支援します。 

留意事項等  官庁施設の整備は国が主体となるため、地域に立地する官庁施設の整備

の計画に関することは、各地方整備局等にお問合せください。 

根拠法令等 官公庁施設の建設等に関する法律（官庁施設の整備に関すること） 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000079.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 官民連携都市再生推進事業 

所管府省庁 国土交通省  

概要 官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの

将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するための自立・

自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 官民連携都市再生推進事業制度要綱 

官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 

 http://www.mlit.go.jp/common/001000723.pdf  

○幹線鉄道等活性化事業費補助（旅客線化） 

 http://www.mlit.go.jp/common/001096159.pdf  

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 都市鉄道利便増進事業費補助 

所管府省庁 国土交通省  

概要 相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワーク（既存ストック）を有効活用

し、その利便の増進を図るため、都市鉄道等利便増進法に基づき、連絡線等

の整備による速達性の向上、周辺整備と一体的な駅整備による交通結節機能

の高度化を推進する事業に対し支援を行います。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 都市鉄道利便増進事業費補助交付要綱 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/common/001263008.pdf 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備 

所管府省庁 国土交通省  

概要 官庁施設の整備について、施設整備の計画段階から地方公共団体等と連携

を図りつつ、国公有財産の最適利用、地域の特色や創意工夫を活かした魅力

と賑わいのある拠点の形成、人の移動の円滑化に配慮した整備を進めること

により、地域のまちづくり計画を推進するための取組を支援します。 

留意事項等  官庁施設の整備は国が主体となるため、地域に立地する官庁施設の整備

の計画に関することは、各地方整備局等にお問合せください。 

根拠法令等 官公庁施設の建設等に関する法律（官庁施設の整備に関すること） 

参考ＵＲＬ http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000079.html 

 

 

区分 （３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

支援措置名 官民連携まちなか再生推進事業 

所管府省庁 国土交通省  

概要 官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの

将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するための自立・

自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援します。 

留意事項等 特にありません。 

根拠法令等 官民連携都市再生推進事業制度要綱 

官民連携都市再生推進事業費補助金交付要綱 

http://www.mlit.go.jp/common/001000723.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001096159.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001263008.pdf
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000079.html
http://www.mlit.go.jp/common/001000723.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001096159.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001263008.pdf
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000079.html
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参考ＵＲＬ https://www.mlit.go.jp/toshi/system/#kanminsaisei 
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のための事業、都市福利施設を整備する事業及び公共交通機関の利用者の利便の増進を図るた

めの事業、特定事業等であって、沖縄振興計画に基づき沖縄県内において実施されるものにつ

いては、内閣府にその経費を一括計上し、それぞれの事業を所管する省庁に移替え等を行い執

行されるものがあります。その一部については沖縄振興特別措置法に基づく補助負担割合の特

例が適用されます。（内閣府） 
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めの事業、特定事業等であって、沖縄振興計画に基づき沖縄県内において実施されるものにつ

いては、内閣府にその経費を一括計上し、それぞれの事業を所管する省庁に移替え等を行い執

行されるものがあります。その一部については沖縄振興特別措置法に基づく補助負担割合の特

例が適用されます。（内閣府） 
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